
（平成２２年９月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 65 件

国民年金関係 27 件

厚生年金関係 38 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 124 件

国民年金関係 50 件

厚生年金関係 74 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案 8318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年７月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年７月から同年 12月まで 

    私は、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を継続して納付して

いた。数か月だけ納付しなかったということはない。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、申立人は、昭和46年４月から厚生年金

保険に加入する前の平成10年４月までの間は、申立期間を除き国民年金保険

料をすべて納付しており、申立期間の前後の期間の保険料を現年度納付して

いることが確認できる。 

また、申立人は、昭和44年５月から現在まで続けている飲食店の経営状況

も順調であると説明しており、申立期間当時に保険料を納付することが困難

な状況にあったとは考えにくいなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月から同年９月までの期間及び

47 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 47年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和 48年１月から同年 12月まで 

    私は、昭和 38 年に上京してから自分で国民年金保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、申立人が所持する国民年金保険料の領収証

書及び特殊台帳により、申立人は、昭和 46 年 10 月に申立期間①と②に挟ま

れた 46 年 10 月から 47 年３月までの期間の保険料を現年度納付し、翌月の

46年 11月２日に昭和 45年度の未納保険料９か月分を過年度納付している。  

また、42、43 年度の未納保険料９か月分を第１回特例納付で納付し、翌年

の 47 年 11 月に申立期間②直後の 47 年７月から同年 12 月までの期間の保険

料を現年度納付していることが確認でき、過年度納付及び第１回特例納付を

行いながら、当該期間の現年度保険料を未納のままにしておいたとは考えに

くく、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間③については、領収証書及び特殊台帳により、当

該期間直前の 47 年７月から同年 12 月までの保険料は、上記のとおり 47 年

11 月に納付され、当該期間直後の 49 年１月から 50 年３月までの期間の保険

料は 51 年３月 29 日に過年度納付されていることが確認でき、約３年間以上

納付がされていないこと、当該過年度納付時点で当該期間は時効により保険

料を納付することができない期間であることなど、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年４月から同年９月までの期間及び 47 年４月から同年６月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

    



                      

  

東京国民年金 事案 8326 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年７月から 57 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

  

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 56年７月から 57年９月まで 

私は、20 歳を過ぎた時に国民年金の加入手続を行い､毎月分の国民年金

保険料と一緒に過去の未納分の保険料を何回かに分けて納付した。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は､申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付した記憶があると

説明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 57 年

10 月時点で、申立期間は現年度保険料と過年度保険料により納付することが

可能であった。 

また、申立人は、申立期間を除き保険料をすべて納付しており、申立期間

直後の昭和57年10月から58年９月までの期間の保険料は、現年度納付してい

ることが申立人が所持する領収証書により確認でき、59年４月以降、現在ま

での期間の保険料は現年度納付又は前納していることがオンライン記録で確

認できるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8327                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年１月、７年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年１月 

             ② 平成７年 10月及び同年 11月 

私は、国民年金に加入後、国民年金保険料を納付していた。平成５年 12

月の保険料が未納となっていることは理解しているが、それ以外の期間の

保険料はすべて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間はそれぞれ１か月及び２か月と短期間であり、申立人の国民年金

手帳の記号番号が払い出された平成７年４月時点で、申立期間①は過年度納

付、申立期間②は現年度納付することが可能であった。 

また、申立人は、申立期間①については、「当該期間直前の平成５年 12 月

の国民年金保険料は納付できなかったが、納付できなかったのは当該１か月

分のみであった。」と、申立期間②については、「厚生年金保険適用事業所

の試用期間中であり、厚生年金保険に加入していなかったため国民年金保険

料を納付した。」とそれぞれ明確に説明している。 

さらに、オンライン記録では、平成５年６月から同年 11 月までの保険料は

７年６月 26 日から同年 12 月１日にかけて、６年２月から７年３月までの保

険料は８年３月 12 日から９年４月 30 日にかけて、過年度保険料として納付

され、７年４月の保険料は同年６月に現年度保険料として納付されているこ

とから、現年度納付することが可能な申立期間②の保険料のみを納付しない

ことは考えにくいなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8328  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年 10 月から 51 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年６月から 46年３月まで 

② 昭和 50年 10月から 51年３月まで 

    私たち夫婦二人分の国民年金保険料は、当初は夫が、その後は私が納付

していた。いつも夫婦二人分を納付していたので、私の保険料も夫の分と

同じくすべて納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は６か月と短期間であり、当該期間前後

の期間の国民年金保険料は納付されているなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人及びその夫が当該期間の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 46 年 10 月に払い出

されているが、申立人及びその夫は、保険料の納付時期、納付場所、保険料

をさかのぼって納付したことに関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年 10月から 51 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8329   

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 10 月から 47 年９月までの期間及び 49 年４月から同年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 10月から 47年９月まで 

         ② 昭和 49年４月から同年９月まで 

    私は、昭和 38 年４月ごろに夫婦二人で国民年金に加入し、定期的に国民

年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間はそれぞれ 12 か月及び６か月と短期間であり、申立期間前後の期

間の国民年金保険料は納付済みである。 

また、申立人が所持している国民年金手帳には、結婚当初から居住してい

た区が納付書制度へ移行する直前の 45 年６月までの保険料は３か月ごとに定

期的に現年度納付されていたことが検認印により確認できるほか、申立人は

申立期間の保険料を納付書により金融機関において納付していたと説明して

おり、その内容は当時の納付方法と合致するなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8330                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から 55 年３月までの期間及び

61 年 10 月から 62 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年７月から 55年３月まで 

             ② 昭和 61年 10月から 62年３月まで 

             ③ 昭和 42年７月から平成 19年６月までの付加 

保険料 

私の母は、昭和 44 年ごろに、私の国民年金の加入手続を行い、さかのぼ

って２年分の国民年金保険料を納付してくれた。さかのぼって保険料を納

付したことで、20 歳からの保険料は付加保険料を含めてすべて納付したは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 53 年４月から 55 年３月までの期間については、

申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行っていたとする

母親は、44 年ごろに加入手続を行ったと説明しているが、申立人の国民年金

手帳の記号番号は 55 年３月に払い出され、44 年当時に申立人に別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、

母親が加入手続を行ったとする時期とは相違しているものの、母親は２年分

の保険料をさかのぼって納付したことを具体的に説明しており、母親が当時

の保険料額として説明する金額は、昭和 53 年度の月額保険料額とおおむね一

致しているなど、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関する記録、母親

の説明及び周辺事情などを総合的に勘案すると、申立人の国民年金の加入手

続の時期は 55 年３月と考えることが適当であり、２年分の保険料をさかのぼ

って納付したとする申立内容に不自然さはみられない。 

申立期間②については、当該期間は６か月と短期間であり、当該期間前後



                      

  

の期間の定額保険料は納付済みであるほか、申立期間後の昭和 62 年６月５日

に当該期間の過年度保険料の納付書と推察される納付書が作成された記録が

確認できるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 42 年７月から 53 年３月までの期

間については、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番

号が払い出された 55 年３月は、第３回特例納付の実施期間内であったものの、

申立人の母親は２年分の保険料をさかのぼって納付したと説明しており、納

付したとする金額も第３回特例納付を利用して当該期間の保険料を納付した

場合の納付額と相違しているなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、申立人の母親が当該期間の付加保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の母親は、

国民年金に加入した昭和 44 年ごろに 42 年７月以降の付加保険料をあわせて

納付していたと説明しているものの、付加保険料は 45 年 10 月に制度化され、

同年９月以前の付加保険料を納付することはできないほか、オンライン記録

及び年度別納付状況リストには、付加保険料の申出等を行っていた記録が無

く、申立人が所持する金融機関の普通預金元帳に記録されている 63 年 12 月

以降の口座振替額は、当時の定額保険料額と合致しているなど、申立人の母

親が当該期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年４月から 55 年３月までの期間及び 61 年 10 月から 62 年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8339 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年１月及び同年２月、同年７月から同

年９月までの期間、59 年１月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年１月及び同年２月 

             ② 昭和 58年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和 59年１月 

             ④ 昭和 59年２月から 61年３月まで 

    私は、昭和 54 年９月に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付していた。申立期間前後の保険料が納付済みとされているのに申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③については、それぞれ２か月、３か月及び１か月と

短期間であり、申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間の国民年金保険

料をすべて納付している上、申立人が所持する領収証書により、申立期間②

直前の昭和 58 年４月から同年６月までの保険料を同年４月に銀行で、申立期

間②と③の間の同年 10 月から同年 12 月までの保険料を同年 12 月に区役所出

張所で現年度納付していることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

しかしながら、申立期間④については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の所

持する年金手帳には、被保険者でなくなった日として当該期間当初の昭和 59

年２月 15 日の記載と第３号被保険者となった日として当該期間直後の 61 年

４月１日の記載があるため、当該期間は未加入期間であり、制度上、保険料

を納付することができない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58 年１月及び同年２月、同年７月から同年９月までの期間、59 年１月

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8340 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年１月から同年７月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年１月から同年７月まで 

                          ② 昭和 56年８月から 61年３月まで 

    私は、昭和 55 年５月から国民年金保険料を１年分ずつぐらいまとめて納

付していたと思う。その後、56 年８月に国民年金を止める手続を行ったが、

60 年から 61 年３月までの間に、金融機関で保険料として 26 万円ないし

28 万円をさかのぼって一括納付した。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①については、当該期間は７か月と短期間であり、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された昭和 55 年５月時点からは国民年金保険料

を現年度納付することが可能な期間であり、直前の同年５月から同年 12 月ま

での保険料は納付済みである上、当該期間の前後を通じて申立人の住所や夫

の職業に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないなど、申立内容

に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、昭

和 56 年８月 21 日に資格喪失の手続を行ったと説明している上、申立人が所

持する再交付の年金手帳にも、被保険者の資格を当該期間当初の同年８月 21

日に喪失し、当該期間直後の 61 年４月１日に取得している旨の記載があるこ

とから、当該期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することがで

きない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年１月から同年７月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

  

 



                      

  

東京国民年金 事案 8341 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 10月から 51年９月まで 

             ② 昭和 54年１月から同年３月まで 

私の夫は、私が将来年金を受給できるように昭和 51 年 10 月ころ、私の

国民年金の任意加入手続を行い、同時に付加保険料納付の申出もしてくれ

た。その際、５年分か 10 年分さかのぼって国民年金保険料を納付できると

聞き、夫は分割で保険料を納付してくれたと思う。また、申立期間②は、

その前後は付加保険料も含めて納付しているのに３か月だけ未納となって

いるのはおかしい。申立期間①が国民年金に未加入で保険料が未納とされ、

申立期間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は昭和51年10月に国民年金に任意加入し、

同月に付加保険料納付の申出をして以降、申立期間を除き60歳に至るまで、

付加保険料を含めて国民年金保険料をすべて納付しており、当該期間は３か

月と短期間である上、当該期間前後を通じて申立人の住所及び夫の仕事に変

更は無く、生活状況に大きな変化は認められないなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の夫が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、夫は、

当該期間の保険料の納付場所、納付方法及び納付金額の記憶が曖昧
あいまい

また、申立人が所持する年金手帳には、当該期間直後の昭和51年10月26日

に任意加入している旨の記載があるため、当該期間は未加入期間であり、制

度上、保険料をさかのぼって納付することができない期間であるなど、夫が

である。 



                      

  

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和54年１月から同年３月までの付加保険料を含めた国民年金保険料を納付

していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8346             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの期間及び

60 年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月から 52年３月まで 

② 昭和 60年７月 

私の国民年金保険料は、妻が夫婦二人分を納付しており、妻が保険料を

さかのぼって納付した記憶もある。申立期間の妻の保険料は納付済みとな

っているのに、私の保険料だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち昭和 51 年４月から 52 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 53 年５月時点で、当該期間の

国民年金保険料を過年度納付することが可能である。また、申立人の国民年

金の加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の妻は、保険料をさ

かのぼって納付したことや納付した期間、納付方法及び納付場所等について

具体的に説明しており、その内容は当時の過年度保険料の納付方法と合致し、

納付したとする金額は、当該期間の保険料額とおおむね一致している上、申

立人の妻は、当該期間の自身の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

申立期間②については、申立期間は１か月と短期間であり、当該期間の前

の厚生年金保険から国民年金への切替手続は適切に行われ、直前の昭和 60 年

６月の保険料は納付済みである。また、申立人の国民年金の加入手続及び保

険料の納付をしていたとする申立人の妻は、納付方法、納付場所等の納付状

況及び昭和 60 年８月の資格喪失手続について具体的に説明しており、当時の

納付方法等と合致している上、納付したとする金額は、当該期間の保険料額

とおおむね一致している。さらに、申立人の妻は、当該期間の自身の保険料



                      

  

は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①のうち昭和 48 年４月から 51 年３月までの期間

については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人の国民年金手帳の記号番号

が払い出された 53 年５月時点では、当該期間は時効により保険料が納付でき

ない期間であり、申立人の妻が申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない上、申立人は別の国民年金手帳を受領、所持し

た記憶が無く、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年４月から 52 年３月までの期間及び 60 年７月の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8347  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から５年３月までの期間及び平成６年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

                     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年４月から５年３月まで 

             ② 平成６年１月から同年３月まで 

    私は、大学生が強制加入となった平成３年に 20 歳になったが、国民年金

には加入していなかった。５年に就職が決まり、父が市役所で国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料は父の賞与が出るのを待って、さかのぼ

って 20 数万円を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したとする父

親は、平成５年の冬の賞与の支給を受けた後、加入手続時に作成された納付

書及びその後に送付された納付書により、申立人の就職前の６年３月までの

保険料をすべて納付したと説明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号

は、５年６月に払い出され、申立期間①直前の３年11月から４年３月までの

期間の保険料は５年12月に過年度納付され、申立期間①及び②に挟まれた５

年９月から同年12月までの期間の保険料は６年１月に現年度納付されている

ことが確認できる。 

   また、申立期間①については、上記の過年度納付又は現年度納付が行われ

た時点で、当該期間の保険料を過年度納付することが可能であったこと、申

立期間②については、申立人の手帳記号番号が払い出された時点で、当該期

間を含む平成５年度の現年度保険料の納付書が発行され、申立人は当該期間

の保険料の納付書を受け取っていたと考えられること、父親が賞与の支給を

受けた後納付したとする保険料の金額は、申立期間①及び②を含む申立人の



                      

  

20歳時の３年＊月から上記就職前の６年３月までの保険料の金額におおむね

一致していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8348  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 14 年４月から 15 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14年４月から 15年３月まで 

私は、平成 14 年に国民年金の納付書が自宅に届き、母親からの送金で国

民年金保険料を郵便局から一括納付した。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、学生納付特例承認期間直後の申立期間の国民年金保険料につい

て、納付書が送付されてきた後、母親からの送金を受けて平成14年12月に郵

便局で一括納付したと説明しており、所轄年金事務所では、当時学生であっ

て納付特例申請がされていない場合には、現年度保険料の納付書を送付して

いたとしていること、申立人が一括納付したとする保険料の金額は、申立期

間の保険料額におおむね一致すること、母親名義の貯金通帳により、14年12

月に申立人が相応額の送金を受けている事実が確認できることなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8349  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から５年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

    私の母は申立期間当時の私の国民年金保険料の免除申請手続をしてくれ

ていた。申立期間前後の年度の保険料が免除となっているのに、申立期間

の保険料が免除とされておらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の前後の年度は国民年金保険料の申請免除期間とされており、申

立期間の前の平成３年度の免除申請手続は平成３年５月 31 日に行われている

ことがオンライン記録で確認できる。 

また、申立人の保険料の免除申請手続を行ったとする母親は、市役所に出

向いて申請手続を行ったのは最初の１回のみであり、その後の２回の申請手

続は文書を郵送するのみという簡単な方法だったと説明しており、当時居住

していた市役所では、申請免除をしていた被保険者には、年度末に免除申請

意思確認書の書類を送付し、引き続き保険料の免除を希望する者から、その

旨を記入した添付はがきが返送されたときは、次年度も申請免除の取扱いを

していたとしており、当時の免除申請の事務処理手続と合致しているなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8350         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年 10月及び同年 11月 

    私は、20 歳のころに母に勧められて国民年金に加入した。申立期間当時

の国民年金保険料は口座振替で納付していたが、申立期間だけは、転居の

関係から口座振替で保険料を納付することができず、納付書で納付した。

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間で、申立人は申立期間を除き国民年金保険料を

すべて納付している。 

また、申立人は平成 11 年９月に転居しており、転居後の市で口座振替の手

続を行ったが、すぐには口座振替ができないと言われ、申立期間の保険料の

納付書を作成してもらい、指定された市内の金融機関で納付したと説明して

おり、当時の保険料納付の手続及び納付方法と合致しているなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8351                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

私は、昭和 45 年 12 月に会社を退職した後、46 年１月７日に市役所で国

民年金の任意加入手続を行い、庁舎内の金融機関で申立期間の国民年金保

険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間当初の昭和 46 年１月に

払い出されており、申立人は、市役所で国民年金の任意加入手続を行い、そ

の際、申立期間の納付書を作成してもらい、庁舎内の金融機関で保険料を納

付したことを具体的に説明しており、当時、当該市役所では、庁舎内に金融

機関窓口が開設されており、現年度保険料の収納を行っていたとしており、

当時の納付方法と合致する上、納付したとする金額は申立期間の保険料額と

おおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8352  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 39年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を区役所支所で納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、12 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き、国民年金

加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は昭和 39 年 12 月に区内転居しており、転居後の区役所支所

で住所変更手続をした際に申立期間の納付書を作成してもらい、金融機関で

納付したと具体的に説明しており、申立期間直後の昭和 39 年４月から 40 年

３月までの保険料を一括納付した 40 年１月 25 日時点で申立期間の保険料を

過年度納付することが可能であったなど、申立内容に不自然さは見られず、

申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情もみ

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8357 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、付

加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年１月から同年３月まで 

私は、婚姻後、夫と一緒に国民年金の加入手続を行い、その後、夫婦二

人分の国民年金保険料を付加保険料を含めて納付していた。申立期間の保

険料が夫は納付済みとなっているのに、私の分だけ未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年 10 月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて

納付しており、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間前後の保険料

は付加保険料を含めて納付済みである。 

また、申立人及びその夫が所持する年金手帳によると、夫婦の国民年金手

帳の記号番号は連番で払い出されており、昭和 53 年６月に同時に付加保険料

の納付申出を行っていることが確認できる上、申立人が、一緒に保険料を納

付していたとする申立人の夫は、申立期間の保険料が付加保険料を含めて納

付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8358 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年３月まで 

私の両親は、私と弟の国民年金の加入手続を行い、私が結婚するまで私

と弟の国民年金保険料を両親の保険料と一緒に納付してくれていた。申立

期間の保険料が弟と両親は納付済みとされているのに、私だけ未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和47年４月以降、申立期間を除き平成20年６月に第３号被保

険者となるまで、国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は12か月

と短期間である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間内の昭和49年２月に

払い出されていることが確認でき、当該払出時点で、申立期間の保険料は現

年度納付することが可能である上、申立期間直前の47年４月から48年３月ま

での保険料は納付済みとなっており、申立期間当時に申立人と同居していた

とする申立人の両親及び弟は、申立期間の保険料が納付済みとなっているな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8359 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年１月から同年３月までの期間、48 年１月から同年３月

までの期間及び 49 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 48年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 49年１月から同年３月まで 

    私は、学校を卒業後、昭和 40 年から 61 年３月まで会社に住み込みで働

いていた。国民年金保険料は、20 歳になった時から雇主が給料天引きで納

付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料は、昭和 45 年４月から独立のために退職したとす

る 61 年３月に至るまで、申立期間を除き、国民年金保険料をおおむね納付し

ている。 

また、申立人は住み込みで働いていた間の国民年金保険料は、雇主が給料

天引きで納付してくれていたと説明しているところ、当時の雇主及び同僚は、

当時一緒に働いていた４、５名の従業員の国民年金保険料を、雇主が毎月の

給料から天引きして納付していたと証言している上、当委員会で特定できた

同僚２名及び雇主夫婦は、申立期間の保険料が納付されていることが確認で

きるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険料

を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8365 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年 10 月から同年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月から同年 12月まで 

私は、夫婦二人で国民年金に加入し、加入後は妻が夫婦二人分の国民年

金保険料を一緒に納付していた。妻の保険料が納付済みとなっているのに、

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、昭和 46 年４月以降、60 歳

到達時まで申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 46 年５月ごろに夫婦連番で

払い出されており、申立人及びその妻はいずれも同年４月から保険料の納付

を開始し、夫婦二人分の保険料を納付していたとする妻は、申立期間の自身

の保険料が納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8366 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年９月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年９月から平成３年３月まで 

私は、平成元年３月に区役所で国民年金保険料の免除申請をした際に、

昭和 63 年９月にさかのぼって保険料の免除が承認され、その後も毎年免除

申請の手続をしており、申立期間の国民年金保険料免除申請承認通知書を

所持している。申立期間が未加入で免除申請が認められていないことに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、昭和 63 年９月から平成元年３月までの期間、

平成元年度及び２年度の国民年金保険料の免除が承認されたことを示す平成

元年３月 28 日付け、同年８月１日付け及び２年７月 12 日付けの国民年金保

険料免除申請承認通知書を所持しており、また、オンライン記録に当該免除

承認記録及び申請免除期間から未加入期間への変更履歴記録がないなど、申

立人に係る記録管理が適切に行われていなかった状況がうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8367 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

    私は、会社を辞めて国民年金に加入し、当初は集金人に国民年金保険料

を納付して、昭和 48 年７月からは銀行口座から引き落としで保険料を納付

してきたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

昭和 41 年９月に払い出されており、申立人は同年８月から 60 歳到達時まで

申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、昭和 48 年７月から口座振替で保険料を納付したと説明し

ており、当時居住していた市の被保険者名簿には 48 年７月から口座振替を行

う旨記載されており、さらに、当該名簿から申立期間の前後の期間の保険料

が現年度納付されていることが確認できるなど、申立内容に不自然さはなく、

申立期間当時に保険料を納付することが困難な状況にあったと確認される事

情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年１月から同年６月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年２月から 61年３月まで 

             ② 昭和 62年１月から同年６月まで 

昭和 58 年２月ごろ、一緒に起ち上げた会社の代表者か経理担当者が私の

国民年金の加入手続を行ってくれ、会社が厚生年金保険適用事業所になる

前の平成元年３月までの国民年金保険料を納付してくれたはずである。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は６か月と短期間であり、当該期間前後

の期間の国民年金保険料は納付済みであり、当該期間及びその前後の期間を

通じて申立人の住所や職業に変更はなく、生活状況に大きな変化は無かった

と考えられるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、会社の代表者又は経理担当者が、

当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定

申告書等)が無く、申立人は、保険料の納付に関与しておらず、当該期間の保

険料を納付していたとする会社の代表者等から当時の納付状況等を聴取でき

ないため、当時の状況が不明である。また、申立人の国民年金手帳の記号番

号は昭和61年８月ごろに払い出されており、当該払出時点で、当該期間の保

険料は過年度保険料となるが、申立人は、会社の代表者等から過年度納付を

したという話を聞いたことはないと説明しており、会社の代表者等が当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。さ

らに､当該期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和62年１月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8380    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年４月から同年６月まで 

    私は、平成元年３月に、結婚のため会社を退職する際、総務担当者から

国民年金に加入したほうが良いと言われたため、退職後すぐに区役所で国

民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付した。申立期間が国民年

金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間における国民年金保険料の納付を適切に行っているほか、申立人が納

付したとする国民年金の納付額は、申立期間当時の保険料額とおおむね一致

している。 

また、申立人は、結婚のため平成元年３月に退職する際に会社の総務担当

者から「１か月でも保険料に未納があると、後で年金額が変わってくる

よ。」と言われたので、退職後すぐに区役所で国民年金の加入手続を行い、

保険料を納付したと具体的に説明しており、申立人が所持する年金手帳の

「国民年金の記録」欄には、申立期間が第１号被保険者期間として記載され

ている一方、オンライン記録では未加入期間と記録されており、行政庁にお

ける記録管理が不十分であったことが確認できるなど、申立内容に不自然さ

はみられない。                              

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8381 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年３月及び 11 年４月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年３月 

         ② 平成 11年４月 

    私の母は、私の国民年金の加入手続をし、父親名義の銀行口座から口座

振替により国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間はそれぞれ１か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年

金保険料は納付済みである。 

また、申立期間①は、申立人と同じ銀行口座から口座振替を利用して保険

料を納付していたとする両親は当該期間の自身の保険料が納付済みであり、

申立期間②は、申立人の母親は自宅に届いた納付書で保険料を納付した記憶

があると説明しており、当該期間当時に申立人が居住していた区では、口座

振替による保険料が残高不足で引き落とせなかった場合には、その期間の納

付書を自動的に作成し郵送していたと説明しているなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 8390 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年５月から５年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年５月から５年４月まで 

    私の妻は、平成６年６月ころに私の国民年金の加入手続をしてくれ、国

民年金保険料を２年前までさかのぼって納付してくれた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間後の国民年金加入

期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成６年６月に払い出されてお

り、当該払出時点で申立期間の保険料を過年度納付することが可能であり、

同年２月及び３月分の保険料は過年度納付されていること、申立人の妻が納

付したとする金額は、上記払出時点で納付可能な申立人の申立期間を含む過

年度保険料と妻自身及び申立人の現年度保険料を合わせた金額におおむね一

致しており、当該保険料に充てたとする相当額の出金記録が妻の当時の預金

通帳で確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11793 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和31年８月25日から34年２月26日まで 

             ② 昭和34年５月19日から同年11月19日まで 

             ③ 昭和34年11月 20日から35年９月20日まで 

平成 21 年 11 月 16 日に、年金記録を調べてもらったところ、初めて脱退手当金を

受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶が無いので、脱退手当金の支給記録を取り消し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

１年１か月後の昭和 36 年 10 月 13 日に支給決定されたこととなっており、事業主が申

立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人の申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿及び厚生年金保険被保

険者番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままであり、申立期間の脱退

手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は、昭和 36 年３月に婚姻し、

改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年８月１日から37年２月11日まで 

平成 20 年３月に、ねんきん特別便が届き、年金記録を確認したところ、申立期間

について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１

年後の昭和 38年２月 15日に支給決定されたこととなっており、事業主が申立人の委任

を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者期間についてはその

計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、申立人が２回の被保険者期間のう

ち、最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

さらに、申立人は脱退手当金が支給決定されたこととなっている時期には、既に国民

年金に加入し国民年金保険料を納付しており、申立人が、その当時脱退手当金を請求す

る意思を有していたものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11804 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 25年８月８日から 26年２月１日までの期間につい

て、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

Ａ社における申立人の厚生年金保険被保険者記録のうち、当該期間に係る資格喪失日

（昭和 25年８月８日）及び資格取得日（昭和 26年 2月１日）を取り消し、当該期間の

標準報酬月額を5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和23年10月29日から25年６月９日まで 

             ② 昭和25年８月８日から26年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、Ａ社に

おいて昭和 25 年６月９日に厚生年金保険の資格を取得し、同年８月８日に資格を喪

失後、26 年２月１日に同社において再度資格を取得しており、25 年８月８日から 26

年２月１日までの申立期間②の被保険者記録が無い。 

しかしながら、Ａ社に勤務していた同僚の供述から、申立人が申立期間②において

同社に勤務していたことは推認できる。 

また、上記同僚は、「申立人は、私と同じ仕事内容の作業をしていた。申立期間②

について、申立人は間違いなく勤務しており、この間、私の年金記録に欠落は無

い。」、「申立人も当然、保険料は控除されていたと思う。」と供述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間②にお

いて申立人と同様に被保険者資格を喪失し、再度取得している従業員は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと



                      

  

認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立期間②前後の社会保険事務所

（当時）の記録から、5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の

記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 25年８月から 26年１月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間②に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①について、Ａ社に勤務していた同僚の供述から判断すると、申立人が申

立期間①において同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 25 年６月９日

であり、申立期間①は適用事業所となっていない。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主の所在も確

認できないことから申立期間①の厚生年金保険の取扱いについて照会できない。 

さらに、Ａ社が適用事業所となる前から申立人と一緒に同社に勤務していたとする

同僚からも、厚生年金保険料の控除について確認できる資料が得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により、

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11805 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39年１月 11日から同年４月１日までの期間につい

て、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

Ａ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を同年１月 11 日に、資格喪失日

に係る記録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万 2,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年11月１日から39年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与支給明細票及

び身分証明書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 39年１月 11日から同年４月１日までの期間については、Ｂ社

から提出された退職証明書、同期で入社した複数の従業員の回答及び申立人から提出さ

れた給与支給明細票により、申立人がＡ社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与支給明細票の

厚生年金保険料控除額から、２万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなり、いずれの機会にお

いても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主

から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 39 年１月から同年３月までの保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 38年 11月１日から39年１月 11日までの期間及び同年

４月１日から同年７月１日までの期間については、Ｂ社は、退職証明書に記載した期間

以外の在籍は確認できないとしている。 



                      

  

また、申立人はＡ社における訓練期間で退職したとしているところ、同期入社の同職

種である全従業員の厚生年金保険被保険者資格取得日は、昭和 39年１月 11日であり、

複数の従業員が、「申立人は訓練期間が終了した同年３月に退職した。」としているこ

とから、申立人の当該期間に係る勤務実態を確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②ないし⑧に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間

の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12 月 25日は４万 7,000 円、16 年６月 25 日及

び同年 12月 25日はそれぞれ 19万 8,000円、17年 12月 25日は 18万円、18年 12月

25日は 19万円、19年６月 25日は 19万 2,000円、同年 12月 25日は 19万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：             

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年７月25日 

             ② 平成15年12月 25日 

             ③ 平成16年６月25日 

             ④ 平成16年12月 25日 

             ⑤ 平成17年12月 25日 

             ⑥ 平成18年12月 25日 

             ⑦ 平成19年６月25日 

             ⑧ 平成19年12月 25日 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①に支給された賞

与の標準賞与額が実際に支給された賞与額よりも低い額となっている。また、申立期

間②ないし⑧については標準賞与額の記録が無いことが分かった。同事業所は、年金

事務所に事後訂正の届出を行ったものの、厚生年金保険料は時効により納付できず、

年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②ないし⑧については、Ａ事業所から提出された給料支払明細書により、

申立人は、申立期間②ないし⑧に同事業所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与

額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間②ないし⑧の標準賞与額については、給料支払明細書におい

て確認できる賞与額又は保険料控除額から、平成 15年 12 月 25日は４万 7,000円、

16年６月 25日及び同年 12月 25日はそれぞれ 19万 8,000円、17年 12月 25日は 18

万円、18年12月25日は19万円、19年６月25日は19万2,000円、同年12月25日

は19万円とすることが妥当である。  

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22 年２月１日に

申立期間②ないし⑧に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出している

ことから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

２ 申立期間①については、申立人の標準賞与額は、当初、17 万 8,000 円と記録され

ていたが、Ａ事業所は、届出額を誤ったとして訂正の届出を行い、平成 22 年２月１

日付けで、19 万 8,000 円に訂正されたが、時効により保険料は納付できず、記録の

み訂正され年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 17 万 8,000 円となって

いる。 

 しかし、特例法に基づき、あっせんの対象となる事案は、事業主が厚生年金保険被

保険者の負担すべき保険料を控除していた事実があることが要件とされているが、Ａ

事業所から提出された申立期間①の給料支払明細書における当該賞与に係る厚生年金

保険料控除額は、訂正前に記録されていた 17 万 8,000 円に見合う厚生年金保険料控

除額より低い額であることが確認できることから、特例法による記録訂正を行うこと

ができない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間①について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を、平成 15年 12月 25日は４万 1,000円、16年６月 25日及び同年 12月

25日はそれぞれ 14万 5,000円、18年 12月 25日は 18万 3,000円、19年６月 25日は

18万2,000円、同年12月25日は18万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

                                   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月25日 

             ② 平成16年６月25日 

             ③ 平成16年12月 25日 

             ④ 平成18年12月 25日 

             ⑤ 平成19年６月25日 

             ⑥ 平成19年12月 25日 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記

録が無いことが分かった。同事業所は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、

厚生年金保険料は時効により納付できず、年金の給付に反映されないので、給付され

るよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された給料支払明細書により、申立人は、申立期間に同事業所から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付



                      

  

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与

額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間の標準賞与額については、給料支払明細書において確認でき

る賞与額又は保険料控除額から、平成 15 年 12月 25 日は４万 1,000 円、16 年６月 25

日及び同年 12月 25日はそれぞれ 14万 5,000円、18年 12月 25日は 18万 3,000円、

19年６月 25日は 18 万 2,000円、同年 12月 25 日は 18万 5,000円とすることが妥当

である。  

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22 年２月１日に申

立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社

会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち平成元年１月 20 日から同年２月１日までの申立期間につ

いて、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を平成元年１月 20 日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち平成２年７月 16 日から同年８月１日までの期間に

ついて、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を同年７月 16 日に訂正し、当

該期間の標準報酬月額を26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年１月20日から同年２月１日まで 

             ② 平成２年７月16日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間に異動はあったが同社に継続して勤務していたので厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険及び国民健康保険組合の加入記録、Ａ社から提出

された同社の発令情報一覧及び給与データにより、申立人が同社に継続して勤務し

（平成元年１月 20 日に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間①に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに



                      

  

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ社が提出した給与データに

おいて確認できる報酬額から、22万円とすることが妥当である。  

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申

立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 

２ 申立期間②については、雇用保険及び国民健康保険組合の加入記録、Ａ社から提出

された同社の発令情報一覧及び給与データにより、申立人が同社に継続して勤務し

（平成２年７月 16 日に同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ社が提出した給与データにおいて

確認できる厚生年金保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。  

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社が保管

する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書において、

申立人の厚生年金保険の資格取得日が平成２年８月１日と記載されているが、事業主

は、これについて、本来同年７月 16 日を資格取得日とすべきところ届出を誤ったと

しており、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年７月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、申立期間②の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11815 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 45 年７月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年５月20日から同年７月１日まで 

             ② 昭和46年１月１日から同年２月まで 

              ③ 昭和60年１月１日から同年４月末日まで 

       Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間①、Ｂ社に勤務していた期間のうち申立期

間②、Ｃ社に勤務していた申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人の当該期間当時の勤務状況に詳しい関係者及び申立人

の詳細な供述から判断すると、申立人は、当該期間において、Ａ社に継続して勤務して

いたことが推認できる。 

   また、申立人の部下であったＢ社の従業員は、申立人が、Ａ社経営の飲食店勤務と兼

務しながら、昭和 45 年４月ごろから、Ａ社のレジャー部門として設立されたＢ社のボ

ディビルセンターのボディビルコーチとして勤務していたと供述しており、Ａ社の複数

の従業員が、当該飲食店及びボディビルセンターを同社の事業主が経営していたと供述

している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 45 年４月

の社会保険事務所(当時)の記録から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に厚



                      

  

生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の事業主や役員等は所在不明であ

り、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

申立期間②については、Ｂ社の従業員及び関係者の供述から、申立人が同社に勤務し

ていた旨の供述が得られるものの、勤務期間について明確ではなく、厚生年金保険料の

控除をうかがわせる供述も得ることができない。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日が昭和 46 年１月１日となっていること及び資格喪失届の受付日が同年２月１日

となっていることが確認でき、同名簿に訂正等の不自然な記載は見当たらない。 

   さらに、申立人のＢ社における雇用保険の記録と推認される離職日は昭和 45年 12月

20日となっている。 

加えて、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、同社は既に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主は死亡していることから、申立

人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 申立期間③については、Ｃ社の元従業員及び同社退職後に入社したＤ社の理事長の供

述から判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたこ

とがうかがえる。 

 しかしながら、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿から当該期間当時の従業員であった

16 名に照会したところ、当時社会保険関係の手続を行っていた従業員一人以外に申立

人を記憶している者は無く、当該従業員は、申立人の厚生年金保険の加入に、事業主か

ら指示は無く、申立人が加入していない理由は不明であると供述しており、これらの者

から申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 また、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、同社は既に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主は死亡していることから申立人の

勤務実態や厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

 さらに、Ｃ社に係る雇用保険の記録において、当該期間を含め申立人の加入記録は存

在しない。 

 このほか、申立人の申立期間②及び③における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11820 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和 37 年

３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年３月１日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社より提出された申立人に係る人事台帳から判断すると、

申立人が同社に継続して勤務し（昭和 37 年３月１日に同社本社から同社Ｂ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 37 年

４月の事業所別被保険者名簿の記録から、２万4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは

認められない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11823 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち平成４年７月１日から同年 10月 28日までの期間については、申立人

の資格喪失日は同年 10月 28日であると認められることから、申立人のＡ社における当

該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間における標準報酬月額については、22 万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ社における上記訂正後の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録

を同年 12月１日に訂正し、同年 10月及び同年 11月の標準報酬月額を 32万円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から同年12月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、申立期間における厚生年金保険の記録が無い。Ａ社

には平成４年６月１日から同年 11 月末日まで勤務していたので、申立期間において

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人がＡ社に平成４年 11 月 30 日まで継続して勤務してい

たことが認められる。 

一方、オンライン記録では、Ａ社は、平成４年７月 31 日に適用事業所でなくなって

いるが、その処理は同年 10月 28日に行われている。また、同日に申立人の厚生年金保

険の資格を同年７月 31日にさかのぼって喪失させ、同年 10月の定時決定の記録を取り

消す処理を行っているが、商業登記簿謄本により、同社は、同年７月 31 日において法

人格を有することが認められることから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行

う理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年７月 31 日に資格を喪失し



                      

  

た旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認め

られず、申立人の資格喪失日は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

処理をした日である同年10月28日であると認められる。 

なお、申立人の平成４年７月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額は、申立

人に係るＡ社における当該喪失処理前のオンライン記録から、22 万円とすることが妥

当である。 

また、申立期間のうち、平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期間について

は、申立人のＡ社における雇用保険の記録から、申立人が同社において継続して勤務し

ていたことが確認できる。 

さらに、Ａ社において申立人と同一職種の元従業員が提出した給与明細書から、当

該従業員が当該期間の厚生年金保険料を控除されていることが確認できる。 

これらのことを総合的に判断すると、申立人が当該期間において厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

以上のことから、平成４年 10 月及び同年 11 月の標準報酬月額については、申立人

のＡ社における取消処理前の同年 10 月の定時決定のオンライン記録から、32 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の当該期間においてＡ社が適用事業所の要件を満たしていたものの、社会保険事務

所（当時）に同社に係る適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会保

険事務所は申立人に係る平成４年 10月及び同年 11月の保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

   

 



                      

  

東京厚生年金 事案11827                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日は平成７年５月１日であると認められること

から、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、41万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から７年５月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間に異動はあった

が、厚生年金保険料は控除されていた。申立期間当時の給与明細書を提出するので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された人事発令記録から、申立人は申立期間に

Ａ社に継続して勤務していたことが認められる（平成７年５月１日にＡ社Ｂ工場からＣ

社へ異動）。 

また、Ａ企業年金基金の加入者記録票によると、申立人は平成７年５月１日にＡ社Ｂ

工場で同基金加入員資格を喪失し、同日にＣ社で同資格を取得したことが確認でき、さ

らに、Ａ社は、申立期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金への届出書は、複写式の

様式を使用していたとしている。 

なお、申立人から提出された給与明細書から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が平成７年５月１日にＡ社Ｂ工場に

おける被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったもの

と認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ企業年金基金の加入者記録票の記録か

ら、41万円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11837 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成７年７月１日から８年５月 21 日までの期間について、申立人

の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た標準報酬月額であ

ったことが認められることから、当該期間の標準報酬月額を 59 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年７月１日から８年５月21日まで 

              ② 平成９年11月１日から10年１月16日まで  

申立期間①について、Ａ社における標準報酬月額が同社退社後に減額訂正されてい

るので、正しい記録に訂正してほしい。 

申立期間②について、共同代表取締役の一人として勤務したＢ社における標準報酬

月額が実際の給与に見合う標準報酬月額より低くなっているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録では、申立人の平成７年７月から８年４月ま

での標準報酬月額は当初 59 万円と記録されていたが、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった同年 10月 11日以降の同年 12月２日付けで、７年８月及び同年 12

月の随時改定の記録が取り消され、同年７月から８年４月までさかのぼって９万

8,000 円に減額訂正され、その後９年 10 月 15 日付けで、当該期間について 41 万円

にさかのぼって引き上げられていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は平成８年４月５日に同社の取締

役に就任しているが、標準報酬月額の訂正処理が行われた当時、申立人は別の会社に

おいて厚生年金保険に加入していることが確認できる上、Ａ社の事業主が自分で当該

標準報酬月額の訂正処理を行ったことを認めていることから、申立人は当該減額訂正

処理には関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の標準報酬月額に



                      

  

ついてさかのぼって記録訂正処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額の記録訂

正は有効なものとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額を、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た59万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間②について、オンライン記録では、申立人の当該期間に係る標準報酬月額

について、不自然な記録訂正の形跡は見当たらない。 

また、Ｂ社に係る商業登記簿謄本により、同社は既に閉鎖していることが確認でき、

同社の共同代表取締役の連絡先も不明なため、同社及び共同代表取締役から、申立人

の当該期間における給与支給額及び厚生年金保険料の控除額について確認することが

できない。 

さらに、申立人は、申立期間②について厚生年金保険料の控除を確認できる給与明

細書等を保有しておらず、このほか申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11838 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を平成元年

11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を41万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年10月１日から同年11月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の人事を担当しているＣ社の回答により、申立人は、Ａ

社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社本社に異動）、Ｃ社から提出された賃金台帳

により、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る異動日については、Ｃ社から提出されたＡ社Ｂ工場の

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書において、申立人と同様、平成元年 10 月１

日付けで被保険者資格の喪失届が提出されている３人の同僚の喪失日が後日、同年 11

月１日に訂正されていることが確認できることから、同年 11 月１日とすることが妥当

である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認できる厚生年

金保険料控除額から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか



                      

  

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11848 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 55 年 11 月１日から同年 12 月３日までの期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和50年４月21日から55年７月３日まで 

② 昭和55年11月１日から同年12月３日まで 

Ｂ社に勤務した申立期間①の厚生年金保険の加入月数より、給与からの保険料控除

月数が１か月多いので調査してほしい。 

また、Ａ社に勤務した期間のうち申立期間②も、給与から保険料が控除されていた

ので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に当該期間も継続し

て勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によれば、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格取得日

が昭和 55 年 12 月３日と記録され、被保険者期間は同年 12 月から平成４年６月まで

の139か月とされている。 

しかしながら、申立人から提出されたＡ社の給与明細書により、昭和55年12月か

ら平成４年７月までの期間に支給された給与から、140 か月分の厚生年金保険料が控

除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認められる。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、



                      

  

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を設定することになる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書における報酬額から、

22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、オ

ンライン記録におけるＡ社の資格取得日が、同社から提出された「厚生年金基金加入

員資格取得および標準給与決定通知書」の資格取得日と同日となっており、厚生年金

基金及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って同じ資格取得日を記録したとは考え

難いことから、事業主が昭和 55年 12月３日を資格取得日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

２ 申立期間①について、Ｂ社から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得確認および標準報酬月額決定通知書」によると、申立人の資格取得日は昭和 50 年

４月 21 日と記録され、また、「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書」によると、申立人の資格喪失日は 55年７月３日と記録され被保険者期間は 63か

月とされている。 

一方、申立人から提出されたＢ社の給与明細表により、昭和50年４月から55年７

月までの期間に支給された各月の給与から、64 か月分の厚生年金保険料が控除され

ていることが確認できる。 

しかし、厚生年金保険法第 19 条第１項によると、「被保険者期間を計算する場合

には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の

前月までをこれに算入する。」とされており、申立人が被保険者の資格を喪失した昭

和55年７月は厚生年金保険の被保険者期間に算入することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ｂ社に係

る厚生年金保険被保険者記録の訂正の必要は認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は平成８年１月 21 日であると認められることから、

厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年10月30日から８年１月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社を退

職後の平成８年１月 21 日に国民年金に加入したので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが

確認できる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日は、同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日（平成７年 10 月 30 日）の後の平成８年６月 14 日

付けで、当初、同年１月 21 日と記録されていたものが７年 10 月 30 日に訂正されてい

ることが確認できる。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間当時、同社は厚生年金保険の適用事業所

としての要件を満たしていたことなどが認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなった後に、さかのぼって申立人の資格喪失日を訂正する

合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立人のＡ社

における資格喪失日は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成８年１月 21 日に

訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に届け出た平成

７年10月の定時決定の記録から、13万4,000円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年

12月 20日は 34万 2,000円、19年７月 31日は 28万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月20日 

② 平成19年７月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効に

より納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付

に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料支払明細により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、給料支払明細において確認できる保険料控除額から、平成 18 年 12 月

20日は34万2,000円、19年７月31日は28万5,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。  



                      

  

東京厚生年金 事案11851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年

12月 20日は 17万 6,000円、19年７月 31日は 19万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月20日 

② 平成19年７月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効に

より納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付

に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料支払明細により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、給料支払明細において確認できる保険料控除額から、平成 18 年 12 月

20日は17万6,000円、19年７月31日は19万5,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。  



                      

  

東京厚生年金 事案11852 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年

12月20日は15万7,000円、19年７月31日は20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和59年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月20日 

② 平成19年７月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効に

より納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付

に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料支払明細により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、給料支払明細において確認できる賞与額又は保険料控除額から、平成

18年12月20日は15万7,000円、19年７月31日は20万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。  



                      

  

東京厚生年金 事案11853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年

12月20日は19万円、19年７月31日は13万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月20日 

② 平成19年７月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効に

より納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付

に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料支払明細により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬賞与のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、給料支払明細において確認できる保険料控除額から、平成 18 年 12 月

20日は19万円、19年７月31日は13万3,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。  

 



                      

  

東京厚生年金 事案11854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16 年

７月７日は 44 万 8,000 円、同年 12 月 10 日は 43 万 6,000 円、17 年７月７日は 45 万

6,000円、同年12月12日は66万7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成16年７月７日 

② 平成16年12月10日 

③ 平成17年７月７日 

④ 平成17年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効に

より納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付

に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給内訳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のい



                      

  

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、賞与支給内訳において確認できる保険料控除額から、平成 16 年７月７

日は 44万 8,000円、同年 12月 10日は 43万 6,000円、17年７月７日は 45万 6,000円、

同年12月12日は66万7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。  



                      

  

東京厚生年金 事案11855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 45 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効に

より納付できず、申立期間の記録は給付に反映されない記録となっているので、給付

に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給内訳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、賞与支給内訳において確認できる保険料控除額から、45 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      

  

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 62 年９月１日から同年 12 月 20 日までの期間に係る

標準報酬月額については、30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否か

については、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち昭和 62年 12月20日から 63年１月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年１月１日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年８月17日から63年１月１日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与明細

書に記載されている報酬額より低い額となっており、また、資格喪失日も実際に勤務

していた期間と異なっている。給与明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 62年８月 17日から同年 12月 20日までの期間について、申立人

は、当該期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間のうち昭和 62年９月から同年 11月までの期間について、申立人が所持して



                      

  

いる給与明細書により、申立人は当該期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、当

該期間を30万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は当時の資料が無く不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

一方、申立期間のうち昭和 62 年８月については、オンライン記録の標準報酬月額が、

給与明細書において確認できる報酬額に見合う標準報酬月額よりも高いことが確認でき

ることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、記録の訂正を行うことは

できない。 

申立期間のうち昭和 62年 12月 20日から 63年１月１日までの期間については、事業

主の回答及び申立人から提出された給与明細書により、申立人が当該期間にＡ社に勤務

し、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められ

る。 

また、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書（昭和 62年 12月分）の保険

料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、オ

ンライン記録におけるＡ社の資格喪失日が雇用保険における資格喪失日と同日となって

おり、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格喪失日を記録したと

は考え難いことから、事業主が昭和 62 年 12 月 20 日を資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る

当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11862  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間②については、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録

を昭和43年９月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を５万2,000円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 また、申立人は、申立期間③の厚生年金保険料をＣ社（現在は、Ｄ社）により給与か

ら控除されていたことが認められることから、申立人の同社における資格取得日を昭和

43年９月１日に訂正し、昭和43年９月及び同年10月の標準報酬月額を５万2,000 円とし、

同年11月の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和34年９月29日から同年10月１日まで 

            ② 昭和43年８月31日から同年９月１日まで 

              ③ 昭和43年９月１日から同年12月１日まで 

  Ａ社Ｂ工場に勤務した申立期間①及び②並びにＡ社Ｂ工場からＣ社に移籍した申立

期間③の加入記録が無い。しかし、それぞれ継続して勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、Ａ社から提出された退職金関連手続の台帳及び雇用保険の

加入記録により、申立人が同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社Ｂ工場の申立人の社会保険に係る資格の得喪の控え台帳に「昭和43年

８月31日資格喪失」と記載されていることについて、同社は、「当時の担当者が退

職日と喪失日を間違えて手続したのかもしれない。」と回答している。 

これらのことから判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業



                      

  

主により給与から控除されていたと認められる。 

 また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和43

年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万2,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は

不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和43年９月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを同年８月31日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の当該期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間③については、Ｄ社が保管する退職派遣者に関する覚書及び申立人から提

出された給与明細書により、申立人がＣ社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立人の標準報酬月額については、上記給与明細書の保険料控除額か

ら、昭和43年９月及び同年10月は５万2,000円、同年11月は６万円とすることが妥当

である。 

  一方、オンライン記録によれば、Ｃ社は、当該期間は厚生年金保険の適用事業所と

しての記録が無い。しかし、同社は法人事業所であり、適用事業所となったときに７

人が資格取得していることから、当時の厚生年金保険法の定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断される。 

  なお、事業主は、当該期間において適用事業所でありながら社会保険事務所に適用

の届出を行っていなかったと認められることから、当該期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間①について、Ａ社から提出された退職金関連手続の台帳及び雇用保険の加

入記録により、申立人が、当該期間において同社に勤務していたことは確認できる。 

  しかし、Ａ社は、入社時の厚生年金保険の取扱いについて、入社時から加入してい

るケース及び数か月経過して加入しているケースなど、個々の実態に応じて個別に対

応していたと思われると回答している。 

  そして、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和34年10

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している従業員７人に照会したところ回答

があった４人のうち３人は入社してから１か月から１年２か月後に資格取得したと証

言しており、上記同社の回答と符合する。 



                      

  

  このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



                      

  

東京厚生年金 事案11863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格

喪失日（昭和 52年６月 23日）及び資格取得日（55年１月 21日）を取り消し、申立期

間の標準報酬月額を 52年６月から 53年９月までは９万 2,000円、同年 10月から 54年

12月までは11万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年６月23日から55年１月21日まで 

Ａ社に昭和 46 年１月に入社し、同年６月から平成４年４月までＢ市の同社の海外

現地法人であるＣ社に出向して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。Ａ社には、申立期間も継続して勤務していたことは確かであり、同社発行の

「証明並びに誓約書」を提出するので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ社において昭和 46年１月 14日に資格を取得し、

52 年６月 23 日に資格を喪失後、55 年１月 21 日に同社において再度資格を取得してお

り、52年６月23日から55年１月21日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ社が日本年金機構に提出した「証明並びに誓約書」及び同僚の供述から、

申立人が申立期間において同社に継続して勤務したことが認められる。 

また、Ａ社は、「申立期間当時、海外への赴任者は、日本国内での社会保険の資格を

そのままにしていた。」と回答しているところ、同社で海外勤務をした複数の同僚及び

従業員には、同社又は同社の関連会社であるＤ社において厚生年金保険の記録が継続し

ていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における申立期間前後の社

会保険事務所（当時）の記録及び同僚の記録から、昭和 52年６月から 53年９月までは

９万2,000円、同年10月から54年12月までは11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から申

立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保

険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録ど

おりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和 52 年６月から 54 年 12 月までの保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11866 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を、平成６年５月から同年 10 月までの期間は 53 万円、同年 11 月から８年

４月までの期間は59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年５月１日から８年５月１日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の給与額より低くなっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、当初、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、平

成６年５月から同年10月までは53万円、同年11月から８年４月までは59万円と記録されて

いたところ、同社が適用事業所に該当しなくなった日（平成８年５月１日）の後の同年５月

28 日付けで、遡及
そきゅう

して標準報酬月額が９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の閉鎖商業登記簿謄本により、申立人は申立期間において代表取締役であったこ

とが確認できるものの、上記減額訂正処理は、同社がＢ地方裁判所から破産宣告を受けた平成

８年５月＊日より後のことである。 

また、破産宣告後は、Ａ社の財産の管理処分権は破産管財人の管理下に置かれること、及び

破産宣告後に選任された破産管財人は、「同社の代表者印を預かり、未納保険料等の債務処理

の詳細は申立人に報告していない。」と供述していることから、申立人が当該遡及
そきゅう

訂正処理

に関与していなかったと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該標準報酬月額の減額訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平

成６年５月から同年10月までの期間は53万円、同年11月から８年４月までの期間は59万円

に訂正することが必要である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録及びＢ社（Ａ社と同

一事業主）における資格取得日に係る記録をそれぞれ昭和 42年 11月１日に訂正し、申

立期間のうち、同年７月から同年 10 月までの期間の標準報酬月額を２万 6,000 円に、

同年 11月から 43年１月までの期間の標準報酬月額を２万 4,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間のうち昭和 42 年７月 28 日から同年 11 月１

日までの期間については、厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

また、申立期間のうち、昭和 42 年 11 月１日から 43 年２月１日までの期間について

は、厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和42年７月28日から43年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社はＢ

社に社名変更したが、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 42年７月28日から同年 11月１日までの期間について、オンライ

ン記録から、Ａ社は同年７月 28 日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立人は、同日付けで同社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失したものとされてい

る。 

しかしながら、Ａ社において昭和 42 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

た９人及び同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年７月 28 日に厚生年金保険の

被保険者資格を喪失した９人のうち申立人を除く８人がＢ社において被保険者資格を取得

していることが確認できるところ、複数の従業員の供述から、申立人は、当該期間を含め



                      

  

て、両社に継続して勤務していたと認めることができる。 

さらに、申立人を含む複数の同僚は、「Ａ社からＢ社への社名変更はあったが、引き続

きＡ社で同一の職場に勤務していた。」旨供述している。 

加えて、Ａ社及びＢ社に係る商業登記簿謄本によると、両社の代表取締役は同一人物で

あることが確認でき、Ｂ社の商業登記簿謄本では、同社の解散登記日（昭和 45 年 10 月８

日）に役員の就任と辞任の登記を行っており、同社が会社としての活動を行っていなかっ

たことがうかがえる。 

これらのことから、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなった後も引き続き厚生

年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

また、申立人は、当該期間において、同期間以前と変わらずＡ社において給与計算事務

を行っていたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42 年６月の社会

保険事務所（当時）の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、Ａ社

の事業主は所在不明のため、事業主から当時の厚生年金保険の取扱いについて確認するこ

とはできないが、同社は適用事業所としての要件を満たしていながら、適用事業所でなく

なる届出を社会保険事務所に行ったと認められることから、当該期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、昭和 42年11月１日から43年２月１日までの期間について、Ｂ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、Ａ社において厚生年金保険の適用事業所でな

くなった42年７月28日に厚生年金保険の資格を喪失した被保険者のうち、「申立人は両社

に当該期間も継続勤務していた。」と供述している複数の同僚は、Ｂ社が厚生年金保険の適

用事業所となった同年 11 月１日に、厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和 43 年２月の社会

保険事務所の記録から、２万4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てど

おりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和 30 年

４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和30年４月１日から同年５月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社に入社した際の辞令の写しを提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出のあった辞令の写し及びＡ社から提出のあった人事

記録から判断すると、申立人は昭和 30 年４月１日から同社Ｂ支店に勤務していたことが認

められる。 

また、Ａ社の事務担当者は、「当時の資料が無く詳細は不明であるが、正社員であれば、

給与から厚生年金保険料を控除していたと思う。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 30 年５月

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、資料が

無く不明としているが、Ａ社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者記号番号並標準報

酬等級決定通知書」において、申立人の厚生年金保険の資格取得日を昭和 30 年５月１日と

して社会保険事務所（当時）に届け出ていることが確認でき、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11877 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は昭和 49 年２月１日であ

ると認められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、８万 6,000円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年11月30日から49年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。同社

の昭和 49 年１月分の給与明細書があり、それによると、厚生年金保険料が控除され

ているので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元専務取締役は、「昭和 48年 11月 30日以降においても申立人を継続して 49

年１月末まで雇用していた。」と回答しており、また、複数の元従業員も、「申立人は

申立期間においても継続して勤務していた。」と回答していることから、申立人は申立

期間において同社に継続して勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人は、同社において昭和 45

年４月 13日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、48年 11月 30日に同被保険者資

格を喪失したことが記録されているが、当該資格喪失に係る処理は、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった同年 11月 30日の後の 49年３月８日付けで遡及
そきゅう

して行わ

れており、加えて、申立人以外に 26 人の従業員の資格喪失の処理も同日付けで遡及
そきゅう

し

て行われていることが確認できる。 

さらに、上述の申立人を含む従業員の資格喪失処理前の記録から、申立期間当時、Ａ

社は厚生年金保険の適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、社会保険事務

所（当時）において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった後に、申立人の資

格喪失に係る処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、当該処理は有効なものとは認め

られないことから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、上記



                      

  

元専務取締役の証言から、昭和49年２月１日に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 48年 10月の社会保険

事務所の記録から、８万6,000円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11878 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 39年２月１日から同年２月 12日までの期間について

は、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認められることから、申立人のＡ会Ｂ診療所における当該期間に係る厚生年金保険被

保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、昭和 39年２月 12日から同年３月１日までの期間については、

申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

められることから、申立人のＡ会本部における資格取得日に係る記録を同年２月 12 日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年２月１日から同年３月１日まで 

Ａ会で勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。転勤

等はあったものの正社員として継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ会から提出された職員録によれば、申立人に係る記録には、所属施設は本部、採用

年月日は昭和 36 年６月 16 日、退職年月日は 39 年９月７日と記載されていることから、

申立人は同会に継続して勤務し（同会本部から同会Ｂ診療所に、同会同診療所から同会

本部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、申立人の異動日については、前述の職員録における申立人の申立期間に係る発

令事項には、昭和 39 年１月１日に「広報調査部勤務を命ずる」、同年２月１日に「Ｂ

診療所勤務を命ずる」、さらに、同年２月 12 日に「広報調査部勤務を命ずる」と記載

されており、申立人の申立期間に係る発令は同月内に２度にわたり行われていることが

確認できることから、申立人のＡ会における申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記



                      

  

録については、同会Ｂ診療所における資格取得日を同年２月１日に、同診療所における

資格喪失日を同年２月 12日に、同会本部における資格取得日を同年２月 12日にそれぞ

れ訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間のうち、昭和 39年２月 12日から同年３月１日までの期間に

係るＡ会本部における標準報酬月額については、職員録の給与改定記録から、１万

6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無く、また、事業主も不明

としていることから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日等に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認め

られない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11879 

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 20 年１月３

日に訂正し、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 36 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月31日から20年１月３日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。退職

日が確認できる退職証明書及び給与支払明細書を提出するので、厚生年金保険料が控

除された期間に見合う被保険者期間にしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の退職証明書、平成 19 年分給与所得の源泉徴収票及び給

与支払明細書から判断すると、申立人が 20 年１月２日まで在籍し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成 19 年 11

月の給与支払明細書及びオンライン記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、Ａ

社が社会保険事務所（当時）に提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届によ

り、事業主が申立人に係る資格喪失日を平成 19 年 12 月 31 日と届け出ていることが確

認できることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 54年５月 15日、資格喪失日

が平成３年４月 12 日とされ、当該期間のうち、昭和 54 年５月 15 日から同年６月１日

までの期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる

被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を

取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人のＡ社に係る資格取得日を同年５月 15日とし、申立期間の標準報酬月額を 18万

円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 昭和54年５月15日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社は既

に記録の訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の記録は厚生年金保険の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された「雇用保険被保険者転出届受理通知書」及

び「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」から判断

すると、申立人は、昭和 45 年４月１日からＡ社に継続して勤務し（昭和 54 年５月 15

日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 54 年６月の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申



                      

  

立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、厚生年金

保険料についても、納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本店における資格取得日に係る記

録を昭和 27 年１月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年１月２日から同年２月６日まで 

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間は、Ａ社に正社員として勤務

したので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、申立人から提出された「履歴簿」及びＢ社から提出された「回答

書」から判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社に継続して勤務し（昭和 27

年１月２日にＡ社Ｃ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和 27 年２

月の事業所別被保険者名簿の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11892 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 43 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年４月 30日から同年５月１日まで 

    Ａ社Ｃ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間中、他社に転籍したが、それぞれの会社に継続して勤務し、厚生年金保険料が

給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出のあった人事記録から判断すると、申立人は、

Ａ社Ｃ工場に継続して勤務し（昭和 43 年５月１日に同社同工場からＤ社本社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭和 43 年

３月のオンライン記録から、４万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、

申立期間に係る保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11893 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年２月 11 日から同年３月 22 日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年２月 11 日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を１万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年２月11日から同年３月22日まで 

             ② 昭和39年１月16日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間

のうちの申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間中、それぞれの会社

に継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間

①及び②について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の元従業員による「私と申立人を含めた同期３人は、昭

和 38年２月 11日に一緒に入社した。」旨の供述及び申立人から提出のあった日記にお

いて同社への初出勤日が昭和 38年２月 11日と記載されていることから判断すると、申

立人は、当該期間において同社に勤務していたことが推認できる。 

そして、上記元従業員は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

昭和38年２月11日に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、当時の経理担当者は、「同期入社の従業員については、厚生年金保険の加入手

続を同時に行っていたはずであり、当該従業員の資格取得日に差が出るのは考え難

い。」旨供述している。 

このことは、これら複数の元従業員が入社したと供述している時期と上記被保険者名

簿における同人らの被保険者資格取得日が一致していることから確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、



                      

  

申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38 年３月の

オンライン記録から、１万4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は、平成 10 年２月５日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、当時の事業主は死亡しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

申立期間②については、Ｂ社の複数の元従業員は、「申立人を覚えていない。」旨供

述していることから、申立人が当該期間において同社に勤務していたことが確認できな

い。 

また、Ｂ社の当時の代表者及び社会保険担当者は既に死亡している上、Ｃ社の代表者

は、「当時の書類が残っておらず、申立人の厚生年金保険の届出、保険料納付、取扱い

については不明である。」旨供述していることから、Ｂ社における申立人の申立期間②

に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会

したが、申立人が申立期間②において厚生年金保険被保険者として保険料控除されてい

たことをうかがわせる供述を得ることができなかった。 

なお、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人を含む６人の

被保険者については、昭和39年12月１日に資格取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11894 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報酬月額を平成５年

11月から６年９月までは 36万円に、同年 10月から７年９月までは 38万円に、同年 10

月から同年12月までは34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年11月１日から８年１月24日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。同社では、取締役

であったが工事現場の監督であり、厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなかっ

たので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、オンライン記録において、平成７年 12 月７日付けで、５

年 11月から６年９月までは 36万円が８万円に、同年 10月は 38万円が８万円に、同年

11 月から７年９月までは 38万円が９万 2,000 円に、同年 10 月及び同年 11 月は 34 万

円が９万 2,000円に、それぞれさかのぼって減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間において取締役であったこと

が確認できるが、同社の複数の元従業員は、「申立人は、当時、工事現場の監督であり、

厚生年金保険関係事務及び経理に係る職務への関与や影響力は無かった。」旨供述して

いることから、申立人は、当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

また、オンライン記録によると、Ａ社において、平成７年 12 月７日付けで、標準報

酬月額が遡及
そきゅう

訂正された者は、申立人を含む４人であり、いずれも５年 11 月１日にさ

かのぼって減額処理されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の代表者は、「当時、当社は、保険料の滞納があり、社会保険事務所か

ら呼び出され、相談に出向いた。」旨供述している。 

加えて、Ａ社の複数の元従業員は、「申立期間当時の同社の経営状態は、経営不振の

ため資金繰りが苦しく、かなりの負債を抱え込んでいた様子であり、当時、給料の遅配



                      

  

が発生していた。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成７年 12 月７日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理は事

実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該処理に合理的な理由は無く、

有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果とし

て記録されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出たとおり、５年 11 月から６年９月までは 36 万円に、同年 10 月から７年９

月までは 38万円に、同年 10月から同年 12月までは 34万円に訂正することが必要であ

る。 



                      

  

東京厚生年金 事案11900  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における申立期間の資格喪失日（昭和 44 年 12 月

31 日）及び資格取得日（昭和 45 年４月１日）に係る記録を取り消し、申立期間の標準

報酬月額を３万円とすることが必要である。    

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年12月31日から45年４月１日まで 

Ａ社に、昭和 44 年 10 月からアルバイトで入社してＢ地区のビルで勤務し、45 年

１月からＣ地区のビルへ勤務場所は変わったが、同じ部署でアルバイトとして勤務し

ていた。その後、同年４月から正社員となり、平成８年 10 月まで勤務していたが、

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間も継続して勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。   

 

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人は、同社において昭和 44 年 10 月 22

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年 12 月 31 日に資格を喪失後、45 年４

月１日に同社において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、同僚、上司及び従業員の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に申立期間も

アルバイトとして勤務形態等の変更も無く継続して勤務していたことが推認できる。 

また、申立人と同じ部署で勤務していたとする同僚、上司及び従業員の計 17 人はＡ

社において厚生年金保険に継続して加入していることが、同社に係る事業所別被保険者

名簿により確認できる。 

さらに、複数の厚生年金保険担当者は、Ａ社においては、従業員は正社員とアルバイ

トであり、学生アルバイトを除く従業員全員を、厚生年金保険に加入させており、厚生

年金保険料の控除もしていた旨供述している。  

加えて、当時の給料計算の担当者は、申立人がアルバイトとして継続して勤務してい



                      

  

たのであれば、申立期間も厚生年金保険料を給与から控除していたと思う旨供述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 44 年 11 月の社会保険事務所

（当時）の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主から申立人に係る

被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所が

これを記録するとは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の

喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

44 年 12 月から 45 年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案11901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係るＡ社における資格喪失日は、平成７年２月６日であると認め

られることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

また、申立人の平成６年４月から７年１月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、

当該期間に係る標準報酬月額を６年４月から同年７月までは 53 万円、同年８月から７

年１月までは34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年４月１日から７年２月６日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与額より低い金額

となっているので、正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における申立人の雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間当時に同社に継

続して勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社が適用事業所でなくなった日（平成６年 12 月

31 日）の後の平成７年２月６日付けで、同社における申立人を含む従業員 27 人の資格

喪失日が６年 12 月 31 日と記録され、申立人を含む 12 人の従業員の標準報酬月額がさ

かのぼって減額訂正されており、申立人の場合、当初、同年４月から同年７月までは

53 万円、同年８月から７年１月までは 34 万円と記録されていた標準報酬月額が、それ

ぞれ22万円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本では、上記処理日に同社は法人であることが確認できる

ことから厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人につい

て、上記資格喪失及び標準報酬月額に係る処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に

係る記録は有効なものとは認められず、申立人のＡ社における資格喪失日は、当該処理

が行われた平成７年２月６日であると認められる。また、申立人の標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た、６年４月から同年７月までは 53 万円、同年８

月から７年１月までは34万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案11902 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和 35年５月 24日、資格喪失日は同年７月

18 日、Ｂ事業所における資格取得日は同年８月６日、資格喪失日は 36 年７月４日であ

ると認められることから、各々の事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得日及

び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、Ａ事業所における申立人の標準報酬月額については、昭和 35 年５月及び同年

６月は 6,000円、また、Ｂ事業所における申立人の標準報酬月額については、同年８月

から 36 年４月までは１万円、同年５月及び同年６月は１万 8,000 円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和35年から38年まで 

             ② 昭和41年から42年まで 

駐留軍基地内の施設（Ａ及びＢ事業所）に勤務した申立期間①及びＣ社に勤務した

申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれに勤務していたことは確かな

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、Ａ事業所及びＢ事業所に係る各々の事業所別被保険者名簿に

は、申立人と生年月日が２年相違（昭和 16 年）する同姓同名の被保険者の記録がそ

れぞれ確認でき、当該Ａ事業所における被保険者資格の取得日は昭和 35年５月 24日、

喪失日は同年７月 18 日、また、当該Ｂ事業所における被保険者資格の取得日は同年

８月６日、喪失日は 36 年７月４日と記載された、いずれの期間も申立期間①に含ま

れる２件の未統合の記録が確認できる。 

また、Ａ事業所及びＢ事業所の労務管理を引き継いでいるＤ局Ｅ事務所では、同局

が保管する厚生年金保険個人別台帳の記録から、各々の事業所において、申立人と生

年月日が２年相違し、かつ、同局により申立人と同姓同名であると認められた被保険

者の記録が確認できる上、各々の事業所に係る当該被保険者の資格取得日、資格喪失

日、厚生年金保険被保険者記号番号及び健康保険被保険者記号番号は、社会保険事務



                      

  

所（当時）において記録された上述の未統合の記録といずれも一致している。 

さらに、申立人の生年月日との相違について、申立人は当時の状況を記憶していな

いものの、Ｄ局Ｅ事務所の担当者は、日本とＦ国の政府間で取り決められたＦ軍基地

で勤務する従業員についての「基本労務契約」により、18 歳未満の者の雇用が禁止

されていたため、申立人が応募の際、年齢を実際より高く申告したのではないかと思

う旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、Ａ事業所及びＢ事業所に係る各々の事業所別被保険

者名簿に記載のある申立人と生年月日が２年相違する同姓同名の被保険者に係る２件

の記録は、申立人の未統合の被保険者記録であると認められる。 

なお、各々の被保険者期間に係る標準報酬月額については、Ａ事業所に係る事業所

別被保険者名簿に記載されている未統合の記録から、昭和 35 年５月及び同年６月は

6,000 円、また、Ｂ事業所に係る事業所別被保険者名簿に記載されている未統合の記

録から、同年８月から 36 年４月までは１万円、同年５月及び同年６月は１万 8,000

円とすることが妥当である。 

一方、Ｄ局Ｅ事務所は、当該期間当時の申立人に関する資料について、上記厚生年

金保険個人別台帳以外のものは見当たらない旨回答しており、申立期間①のうち上記

２件の未統合の被保険者記録を除いた期間については、申立人の勤務実態及び厚生年

金保険料控除等の事実について確認することができない。 

また、Ａ事業所において、申立人が記憶している同期の同僚一人については、名字

しか分からないため当該同僚と認められる人物を特定することができない。 

さらに、Ａ事業所及びＢ事業所に係る各々の事業所別被保険者名簿から、複数の従

業員に対して照会を行ったが、申立人の勤務実態等について確認することができない。 

このほか、申立期間①のうち上記２件の未統合の被保険者記録を除いた期間に係る

厚生年金保険料の事業主による給与からの控除については、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間①のうち上記２件の未統合の被保険者記録を除

いた期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社の現在の代表取締役が、申立人を記憶しているものの、

当時の人事記録等を保管していないため、申立人の在籍期間は不明である旨回答して

いることから、申立人の勤務期間を特定することができない。 

  また、Ｃ社は、申立人の雇用形態はアルバイトであった旨及び厚生年金保険を含む

社会保険の加入手続は、繁忙期の臨時募集であったため行っていなかった旨回答して

いるとともに、同社の社会保険事務の委託を受けている社会保険労務士も、アルバイ

ト等の臨時雇用者については、社会保険の加入手続は行っていなかった旨供述してい

る。 

  さらに、申立人が名字のみを記憶し、申立人より先に入社していたとする同僚一人



                      

  

について、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿から当該同僚を特定することができたも

のの、照会に対する回答が無く、申立人の勤務実態及び雇用形態等について確認する

ことができない。 

  加えて、Ｃ社における申立人の雇用保険の加入記録は無く、同社に係る事業所別被

保険者名簿の健康保険被保険者番号は連続しており、欠番や不自然な記載内容は見当

たらない。 

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除につい

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8320 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年８月から 53 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

               

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年８月から 53年２月まで 

 私は、昭和 47 年ごろから勤務していた会社で厚生年金保険の被保険者資

格を取得するまでは、個人で国民年金と国民健康保険に加入し国民年金保

険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金の加

入手続、保険料の納付方法及び納付場所について記憶が曖昧
あいまい

である。  

また、申立人は、昭和 53 年３月に厚生年金保険の被保険者資格を取得する

までは、国民年金に加入し保険料を納付していたはずと主張しているが、申

立人の国民年金手帳の記号番号は、平成６年４月に払い出されていることが

確認でき、申立期間当時は未加入期間であり、制度上、保険料を納付するこ

とはできない期間である。 

さらに、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8321 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年７月から 55 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 55年 12月まで 

  私は、昭和 56 年 11 月ごろ元夫に勧められ、47 年７月までさかのぼって

国民年金に加入して、国民年金保険料も加入時までさかのぼって納付した

はずである。保険料は分割で郵便局から納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、婚姻前の昭和 56 年 11 月に当

時居住していた区で国民年金に加入して保険料をさかのぼって納付したと主

張しているが、当該区の住人となったのは 57 年１月であるほか、申立人の国

民年金手帳の記号番号は、申立期間後の 58 年２月に婚姻（57 年２月）後の

新姓で払い出されている。 

また、申立人は、当該払出時点で過年度納付が可能であった昭和 56 年１月

以降の保険料を納付しており、申立期間は時効により保険料を納付すること

ができなかったこと、申立人は、現在所持する年金手帳のほかに手帳を所持

した記憶が無いと説明しており、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8322 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年２月から同年７月までの期間及び 52 年４月から 53 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年２月から同年７月まで 

② 昭和 52年４月から 53年３月まで 

    私は、会社を退職した昭和 51 年２月ごろに国民年金に加入し、申立期間

の国民年金保険料は金融機関に納付していた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が当時居住していた市が保管して

いる申立人の国民年金被保険者名簿には、昭和 51 年４月１日に初回の納付書

が発行された後、同年５月 31 日から 53 年５月 31 日までの間に７回に及ぶ保

険料の納付督促通知が発行されたが、申立期間①始期の 51 年２月から申立期

間②終期の 53 年３月までの期間の保険料は未納のままであった旨が記載され

ていること、オンライン記録により、申立期間①と②に挟まれた厚生年金保

険被保険者の資格記録は平成 21 年２月 21 日に追加されたことが確認でき、

上記の継続した保険料未納期間のうち厚生年金保険被保険者期間を除く申立

期間①及び②が引き続き未納期間とされたものであることなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年１月から７年２月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年１月から７年２月まで              

    私の母は、私が大学に在学中の平成３年１月ごろに、国民年金の学生の

強制加入が始まることを知り、免除申請の手続をしてくれた。申立期間が

免除期間とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料の免除申請をしていたことを示

す関連資料が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び免除申請手続に関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び免除申請手続をしたとする母

親は、加入手続及び免除申請手続の記憶は無い。 

また、申立人の所持する年金手帳には、国民年金手帳の記号番号が払い出

された記録は無く、厚生年金保険の記号番号のみが記載され、当該記号番号

が基礎年金番号として平成９年１月に付番されていること、３年１月当時、

学生は任意加入であり、申立期間は未加入期間であるため、制度上、免除申

請を行うことができないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料の免除

申請をしていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺資料を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 

    



                      

  

東京国民年金 事案 8324                

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年８月から 13 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年８月から 13年３月まで 

    私が平成 11 年８月に退職した後、勤務していた事業所が私の厚生年金保

険から国民年金への切替手続をしてくれ、国民年金保険料を納付してくれ

ていた。申立期間が保険料の免除期間及び未加入期間とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が平成 11 年８月まで勤務していた事業所が申立期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申

立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続に関与しておらず、当該事

業所は、退職者の国民年金の加入手続及び保険料を納付することはなかった

と思うと説明している。 

また、申立人は、平成 11 年８月及び同年９月の保険料の免除申請を同年８

月 31 日に行っていることがオンライン記録から確認できる上、11 年 10 月か

ら 13 年３月までの期間については 60 歳以降の任意加入適用期間であり、申

立人は、任意加入適用期間であるのなら事業所は保険料を納付してくれては

いないと思うと説明しているなど、事業所が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8325       

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年２月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月から同年７月まで 

私は、結婚後、夫の扶養になっており、夫が国民年金の加入手続を行い

国民年金保険料を納付したはずである。申立期間の保険料が未納となって

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料納付に関与しておらず、加入手続及び保険料納付をしていたとする夫は、

加入手続及び保険料納付についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の平成８年８月に

払い出され、同月に、３年８月１日から第３号被保険者資格を取得している

ことが確認でき、申立期間は当該第３号被保険者資格取得の手続をした時点

で未納期間とされたもので、申立期間当時は未加入期間であり、保険料を納

付することができない期間であることなど、申立人の夫が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8331 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年９月から 55 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年９月から 55年９月まで 

    私は、22 歳ごろに自宅に来ていた金融機関の職員に国民年金の加入を勧

められ、加入した。申立期間の国民年金保険料は、同居していた母親が 20

歳からの２年分の保険料をさかのぼって一括納付し、一括納付後は口座振

替で保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人の保険料を納付したとする母親

は、一括してさかのぼって納付していたとする保険料額及び口座振替による

保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 57 年 11 月に払い出されて

おり、納付済みとなっている申立期間直後の 55 年 10 月から 57 年 11 月まで

の期間の保険料については過年度納付及び現年度納付されたものと推察でき、

申立人の母親は、保険料をさかのぼって納付したのは１回であると説明して

いることから、申立人の母親が保険料をさかのぼって納付したのはこの申立

期間直後の期間であると考えられることのほか、申立人は上記手帳記号番号

の手帳のほかに手帳を所持した記憶は無く、別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の母親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8332（事案 1713の再申立て）        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 10 月から 59 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から 59年９月まで 

    私は、申立期間当時、国民年金保険料を納付していた。申立期間につい

て、妻の保険料は納付済みとなっているのに、私の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が納めたとする金額は、当時の

国民年金保険料額と大きく異なるほか、申立人は納付したとする場所に関す

る記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間当時の保険料の納付状況が不明確である

上、申立人とその妻は、申立期間当時、納付方法が異なっていたことが確認

できるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情が見当たらず、また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無いとして、既に当

委員会の決定に基づく平成 20 年 11 月６日付け年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

これに対し申立人は、平成 21 年 11 月 25 日の新聞で「空白２年内で未納が

ほかになく、空白期間に配偶者らが保険料を納付していれば社会保険事務所

（当時）で記録を訂正する」との記事を読み、自身の申立ては当該要件に該

当するとして、再申立てを行ったものである。 

しかしながら、総務大臣からの記録回復が不要である旨の決定が既に行わ

れている事案の再申立てなど一定の条件に該当する事案は、社会保険事務所

（当時）・日本年金機構の段階において年金記録訂正を認めるとの基準が適

用されないほか、再申立事案の審議に当たっては、委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情が必要となるが、申立人から、口頭意見陳述を実施する

要望もなく、新たな事情に関する具体的な説明や資料の提供がないことから、



                      

  

申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 53年３月まで 

    私は、高校卒業後、実家の店で働いていた。成人した時に、母が市役所

で国民年金の加入手続をし、私の年金手帳を見せてくれたことを憶
おぼ

えてい

る。母が家族の国民年金保険料をすべて納付してくれていたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和55年８月に払い出されてお

り、申立人は、申立期間の国民年金手帳に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情もないほか、申

立人は母親から保険料をさかのぼって納付したかどうかについて聞いた記憶

は無いと説明しているなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8334 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年３月及び 38 年９月から 49 年３月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年３月 

② 昭和 38年９月から 49年３月まで 

    私は、婚姻届を出した昭和 39 年４月ごろ、市役所で国民健康保険の手続

と同時に国民年金の加入手続を行い、市役所か集金人に夫婦二人分の国民

年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、昭和39年４月の婚姻届を出し

たころに国民年金の加入手続をしたと説明しているが、申立人の国民年金手

帳の記号番号は49年８月に払い出されており、申立人は、当該払い出しによ

る国民年金手帳以外の手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であるなど、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないほか、

さかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明しているなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8335                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年９月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年９月から５年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になった時に私の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納

付をしたとする母親は、加入手続の時期、手続の方法、手帳の色及び保険料

の納付金額、納付頻度などに関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の母親は、申立期間当時、自身の保険料と一緒に申立人と申

立人の兄の分の保険料を毎月納付していたと説明しているが、申立人の兄の

保険料は年３回に分けて納付されており、母親は、昭和 61 年４月から第３号

被保険者であり、自身の保険料を窓口等で納付する機会は無かったなど、申

立人の母親が、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の母親は、申立期間当時に申立人の国民年金手帳を受領し

たと思うと説明しているが、申立人は、平成５年４月に厚生年金保険加入時

に交付されたオレンジ色の年金手帳を１冊所持しており、当該手帳以外の手

帳の記憶が無いと説明しているほか、申立期間当時に申立人に対して国民年

金手帳の記号番号が払い出された記録は無いなど、申立期間当時に申立人に

対して手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



                      

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8336 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年８月から平成元年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年８月から平成元年５月まで 

 私は、会社退職後、市役所で国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険

料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出され

た記録は確認できないほか、申立人が所持する年金手帳には厚生年金保険の記

号番号のみ記載され、国民年金手帳の記号番号は記載されていない。 

また、申立人は、当該手帳以外に青い表紙の年金手帳を所持していたと説明

しているが、青い表紙の年金手帳は、平成９年１月以降に全国的に発行された

ものであり、申立人は別の年金手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であるなど、申

立人が国民年金に加入し、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8337 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年１月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年１月から平成２年３月まで 

    私の母は、私が大学在学中に私の国民年金保険料の納付書が届いたので、

保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする

母親は､申立人の国民年金の加入時期、加入場所及び保険料額に関する記憶が

曖昧
あいまい

であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立

人の国民年金の加入手続及び保険料を納付していたとする母親は、申立人の

国民年金手帳の記憶が無いほか、申立人は､母親から自身の国民年金手帳を渡

された記憶が無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8338 

                                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年４月から７年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月から７年３月まで             

    私の父は、私が 20 歳のころに私の国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を納付してくれていた。父から「代わりに払っておいたよ。」と聞

いている。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしていたとす

る父親から当時の納付状況等を聴取することはできないため、当時の状況が

不明であるなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立

人は国民年金手帳の受領に関する記憶が無いなど、申立人に手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8342 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 60年３月まで 

    私は、婚姻前から国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していた。

婚姻後は妻が私の保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続

時期、加入手続場所及び婚姻前の保険料の納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、

婚姻後の申立人の保険料を納付していたとする妻は、納付額の記憶が曖昧
あいまい

で

あるなど、申立人及びその妻が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 60 年８月に払い出されてお

り、申立人及びその妻は、加入手続時にさかのぼって保険料を納付した記憶

は無いと説明している上、現在所持している年金手帳は１冊であり、他の年

金手帳を所持していたことはないと述べるなど、申立期間当時に別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8343 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年４月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 48年 12月まで  

    父は、私が父の仕事を手伝うために会社を辞めた昭和 43 年に、私の国民

年金の加入手続を行い、以後、国民年金保険料を納付してくれていた。結

婚後もしばらくの間、父が保険料を納付してくれていたが、そろそろ自分

で支払うようにと言われ、それ以降は自分で保険料を納付するようになっ

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、家業を主に申立人の父親と申立人の二人で行っていたため、父

親は申立人の国民年金保険料を優先的に納付してくれていたと思うと説明す

るが、父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料の納付に関与しておらず、

加入手続を行い、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を

聴取することができないため、当時の状況が不明である上、申立人は申立期

間中の婚姻に伴う国民年金の氏名及び住所の変更手続に関する記憶が曖昧
あいまい

で

ある。 

また、当時同居していた申立人の母親は、国民年金手帳の記号番号が昭和

43 年７月に払い出されているものの、申立期間以降に実施された第２回特例

納付により 36 年４月から 45 年５月までの 110 か月分の保険料を納付するま

で、保険料を納付していた形跡が無いこと、当時同居していた申立人の妹も、

47 年６月に手帳記号番号が払い出されているが、保険料の納付は婚姻直前の

50 年１月分から開始されていることなど、申立人の父親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ



                      

  

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8344（事案 3159の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年１月から平成 10 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年１月から平成 10年３月まで 

    私は、昭和 60 年３月に区役所で国民年金と国民健康保険の加入手続を行

い、国民年金保険料は、60 年１月分から、自分の経営する会社が厚生年金

保険適用事業所となる直前の平成 10 年３月分まで納付していた。申立期間

が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間を含む昭和 55 年８月から平成 10 年３月までに係る申立について

は、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、61 年 1 月から平成 10 年３月まで

の期間については、申立人は、加入手続の状況及び納付金額、平成３年の転

居時における手続及び保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧であるなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い上、申立人が申立期間中に居住していた市及び区のすべてにおいて、申立

人が国民年金に加入した記録は確認できず、国民年金手帳の記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないとして、既に当委員会

の決定に基づく平成 21 年２月 18 日付け年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回の申立てでは、申立期間が昭和 60 年１月から平成 10 年３月までに変

更され、申立人からは新たに国民健康保険被保険者証が提出されたが、申立

人が昭和 60 年３月に国民健康保険の加入手続を当時居住していた区の区役所

で行ったことは確認できるものの、当該区において、国民年金の加入手続が

国民健康保険の加入手続と同時に行われていた状況は確認できないなど、こ

れは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に



                      

  

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



                      

  

東京国民年金 事案 8345 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年９月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年９月から 60年３月まで 

    私は、勤めていた会社が厚生年金保険適用事業所ではなかったため、会

社の社長から国民年金への加入を勧められ、20 歳のときに区役所で加入手

続を行い、退職する昭和 60 年３月まで会社の近くにあった郵便局で国民年

金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付頻度、

納付額及び申立期間当時の年金手帳に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の

国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 60 年８月時点で、申立期間の一

部の保険料を過年度納付することが可能であったものの、申立人は、保険料

をさかのぼって納付したことがないと説明しており、申立期間当時、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8353                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年５月から７年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年５月から７年２月まで              

    私は、申立期間当時に国民年金の加入手続を行っていなかったが、平成

７年４月に厚生年金保険適用事業所に就職した後、過去の未納分の国民年

金保険料の納付書が届き、さかのぼって保険料を納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続、保険料

の納付方法及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、就職後に納付書が送付されてきたと説明しているが、申

立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、平成９年４月に

厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されていることが確認で

き、当該時点で過年度納付が可能であった申立期間直後の７年３月分の保険

料が納付されていることから、申立人がさかのぼって納付したと記憶してい

るのはこの期間の保険料であったと考えられることなど、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8354   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年１月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 42年３月まで 

私は、昭和 41 年１月に国民年金の加入手続をし、その後は父が私と弟の

国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は申立期間の保険料の納付に

関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、昭和 41 年１月に国民年金の加入手続をしたと説明してい

るが、払出簿により、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の 42 年

12月に払い出されていることが確認できる。 

さらに、上記手帳記号番号払出時点で申立期間の保険料は過年度保険料と

なるが、申立人及び申立人と同じく保険料を父親に納付してもらっていたと

する弟は、父親から申立期間の保険料をさかのぼって納付したと聞いた記憶

は無く、ともに昭和 42 年４月から保険料の納付を開始しているなど、申立人

の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8355  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 12 月から 61 年３月までの期間及び平成 12 年３月の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①昭和 60年 12月から 61年３月まで 

             ②平成 12年３月 

    私は、申立期間①について、会社退職後、国民年金の再加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していた。また、申立期間②について、60 歳以降も

国民年金の任意加入手続を行い、保険料を納付していた。いずれも申立期

間が未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年

金の再加入手続、保険料の納付方法等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、オンライ

ン記録により、当該期間後の 61 年４月に、60 年６月分の保険料が厚生年金

保険加入を理由に還付されていることが確認できることから、第３号被保険

者の手続が行われた 61 年４月に 60 年６月から同年 11 月までの期間が厚生年

金保険加入期間であることが判明し、当該手続時点では、当該期間はさかの

ぼって任意加入することができないため未加入期間とされ、保険料を納付す

ることができなかったと考えられるなど、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人のオンライ

ン記録により、平成 12 年４月 28 日に任意加入していることが確認でき、当



                      

  

該期間は 60 歳後の任意加入前の未加入期間であり、保険料を納付することは

できないなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8356     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年５月から 55 年３月までの期間及び 61 年４月から 62 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53年５月から 55年３月まで 

② 昭和 61年４月から 62年１月まで 

申立期間①については、私の父が国民年金の加入手続をして、国民年金

保険料を納付してくれていた。申立期間②については、私が再加入手続を

して、保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の父親が当該期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を

納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平

成５年 11 月に払い出されており、当該払出時点で、20 歳時から大学入学前

の当該期間が未納期間として追加されたものであり、記録が追加されるまで

は当該期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付できない期間である

など、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。さらに、申立人は、父親から国民年金手帳を渡さ

れた記憶が無く、上記の手帳記号番号払出時に受領した手帳以外に手帳を受

領、所持した記憶は無いなど、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の上記の手

帳記号番号が払い出された平成５年 11 月時点で、学生期間及び厚生年金保険



                      

  

加入期間に挟まれた当該期間が未納期間として追加されたものであり、記録

が追加されるまでは当該期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付で

きない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8360 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 12 月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月から 40年３月まで 

    私の父は、私が昭和 37 年 12 月に勤め先を退職し、家業を継いだ際、私

の国民年金の加入手続を行い、その後の国民年金保険料を納付してくれて

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、申立人の加入手続を行い、保険料の納付を

行っていたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明である。 

また、申立期間当時、申立人と一緒に家業を手伝っていたとする申立人の

弟は、国民年金手帳の記号番号が昭和 40 年４月に申立人と連番で払い出され

ており、申立人の弟は、申立期間のうち 20 歳時から 40 年３月までの保険料

が申立人と同様に未納となっている。 

さらに、申立人は、父親から「厚生年金保険から国民年金にはきちんとつ

ないでおいた」と聞かされた記憶があり、父親が申立人の退職した昭和 37 年

12 月に国民年金の加入手続をしてくれたと説明しているものの、オンライン

記録によると、申立人の資格取得日は、平成 11 年７月に昭和 35年 10 月１日

から 37 年 12月 31 日に訂正されたものであることが確認できるなど、父親が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8361 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から 63 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から 63年４月まで 

私は、昭和 62 年７月に就職した会社が厚生年金保険の適用事業所ではな

かったため、国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料については同

社のオーナーが納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間当時に勤務していた会社のオーナーが申立期間の国民年

金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立人は保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとする会社

のオーナーからは当時の事情を直接聴取することができない上、申立人の説

明では、当該オーナーに連絡を取ったところ「申立人の保険料の納付につい

ては、良く憶
おぼ

えていない。」との回答であったとしているため、申立期間の

保険料の納付状況が不明であるなど、勤務先のオーナーが申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8362 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年１月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年１月から５年３月まで 

    私は、平成４年１月に就職した会社が厚生年金保険の適用事業所ではな

かったため、市役所で国民年金と国民健康保険の加入手続を同時に行い、

国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。                 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付金額、納付場所

及び納付方法に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が当時居住していた市の

回答によると、申立人が提出した平成４年分の給与所得の源泉徴収票の「社

会保険料等の金額」欄に記載されている金額は、申立人の世帯に係る平成４

年度の国民健康保険税額と一致しているなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、厚生年金保険の記号番号が記載されたオレンジ色の年金

手帳及びその記号番号が基礎年金番号として記載された青色の年金手帳を所

持しているが、その他に年金手帳を所持したことはないと説明しているなど、

申立期間当時、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8363 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年３月から 14 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12年３月から 14年３月まで 

私は、友人から国民年金の保険料を免除することができる旨の話を聞き、

区役所で夫婦一緒に免除申請の手続をした。申立期間の保険料が妻は免除

とされているが、私が免除ではなく未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、申立人は免除申請手続を行った時期の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人

は一度の免除申請手続により数年間の保険料に係る免除ができたと説明する

が、当該説明は当時の免除制度と相違している。 

   また、申立人には、当時居住していた区及び所轄社会保険事務所（当時）

において国民年金手帳の記号番号が払い出された記録が無く、申立人の基礎

年金番号が付番された平成17年12月時点では、制度上、申立期間の保険料を

免除申請することはできないなど、申立人が当該期間の保険料を免除されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間当時、申立人に手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年５月から 51 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年５月から 51年４月まで 

私は、昭和 51 年４月か５月に市役所で国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を一括納付した。申立期間が国民年金に未加入で保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、一括納付したとする保険料の納付額

の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和50年３月に会社を退職してから１年後に国民年金の

加入手続を行ったと説明しており、オンライン記録及び申立人が所持する年

金手帳により、申立人は51年５月29日に任意加入していることが確認できる

ものの、申立期間は申立人の夫が厚生年金保険に加入しているため任意加入

適用期間であり、制度上、さかのぼって保険料を納付することができない期

間であるなど､申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 14 年９月から 19 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14年９月から 19年４月まで 

    私は、会社を退職した後、区役所で厚生年金保険から国民年金への切替

手続を行い、母が国民年金保険料を納付してくれていた。退職して２年経

ったころからは、私が保険料を納付するようになった。申立期間が国民年

金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の母親は、申立期間当

時の保険料の納付に関する記憶が乏しく、申立人は自身で納付したとする保

険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、オンライン記録により、申立人が平成 14 年９月に厚生年金保険の被

保険者資格を喪失したことに伴い、申立人に対して国民年金の加入勧奨が行

われたものの、その後加入手続はなされず、16 年２月 24 日には「勧奨関連

対象者一覧」が作成され、この時点で未加入であったことが確認できること、

申立人の所持する 19 年６月 25 日に再交付された年金手帳の国民年金の記録

欄には、国民年金の資格を 13 年８月 21 日に喪失した後、19 年５月１日に再

取得している旨が記載されており、申立期間は未加入期間であるため、保険

料を納付することができない期間であることなど、申立人及び母親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年３月から平成２年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から平成２年 10月まで 

    私の母は、私が海外在住していた時に私の国民年金の加入手続をしてく

れ、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び     

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしていたとす

る母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が

不明である。 

また、申立人は、申立期間当時海外に居住しており、昭和 61 年３月以前は

20 歳以上 65 歳未満の在外邦人は国民年金の適用除外であったこと、61 年４

月以降は、申立人は任意加入適用となるものの、申立人が国民年金に任意加

入した記録は無いことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、厚生年金保険手帳以外の年金手帳を所持していたこと

はないと説明しており、申立期間当時、申立人に国民年金手帳の記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8371 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年６月から 63 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年６月から 63年６月まで 

私の父は、私が 20 歳になるとき、私の国民年金の加入手続をし、私が結

婚するまでの国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立人が第３号被保険者資格

の取得の届出をした平成２年 10 月に払い出されており、この時点で、申立期

間のうち 58 年６月から 63 年３月までの学生期間が任意加入適用の未加入期

間とされ、大学卒業後の 63 年４月から平成元年 11 月までが強制加入期間と

され、そのうち当該払出時点で過年度納付が可能であった昭和 63 年７月から

平成元年 11 月までの期間の保険料の納付が行われ、婚姻後の平成元年 12 月

以降の期間が第３号被保険者期間とされたこと、申立人が所持する上記払出

時に発行された年金手帳にも、初めて被保険者となった日は昭和 63 年４月１

日と記載されていることが確認できる。申立期間のうち 58 年６月から 63 年

３月までは加入前の未加入期間であること、63 年４月から同年６月までは、

当該手帳記号番号払出時点で時効により納付することができない期間である

ことなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は父親から年金手帳を受け取った記憶が無く、申立期間に



                      

  

申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8372 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年２月から９年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月から９年３月まで 

私の国民年金記録について、平成９年４月から 16 年２月までの期間は国

民年金保険料の申請免除期間になっているが、それ以前も申請免除期間の

はずであり、申立期間が保険料の未納期間とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成６年９月ごろに払い出さ

れており、それ以前の期間についてさかのぼって保険料の免除申請をするこ

とはできず、また、保険料の免除継続を希望する場合には、毎年度、継続手

続を行うことが必要であるが、申立人は、当該払出時点で保険料の免除申請

をした記憶が無く、申立期間当時に保険料の免除の継続手続をした記憶も無

いと説明しているなど、申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8373 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年６月から平成 11 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年６月から平成 11年８月まで 

私の妻は、結婚後に父に勧められ、私の国民年金の加入手続をしてくれ

て、国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料の納付をしていたとする妻から当時の

状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間当時に年金手帳を所持していた記憶が無く、申

立人が居住していた区及び所轄社会保険事務所（当時）において、国民年金

手帳の記号番号が払い出されていた記録も無く、申立期間は、未加入期間で

あり、制度上、保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、妻が夫婦の保険料を一緒に納付していたと説明してい

るが、妻は申立期間の大部分が未納であり、申立期間のうち 10 年８月から

11 年８月までの期間の納付済み保険料については、申立人が厚生年金保険に

加入した 11 年９月に第３号被保険者の資格を取得した際に自身の年金受給資

格期間を満たすために過年度納付したものと考えられることなど、申立人の

妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8374（事案 5916の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 56 年８月までの期間及び 58 年８月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月から 56年８月まで 

② 昭和 58年８月から 61年３月まで 

私は、昭和 52 年３月に国民年金に任意加入し、61 年４月に第３号被保

険者になるまで国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

は、保険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が所持する国民年金手

帳には、申立期間①途中の昭和 56 年６月 18 日に国民年金の任意加入資格を

喪失したと記載されているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に

基づく平成 21 年 10 月 28 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

申立人は、前回の審議結果に納得がいかないとしているが、申立人からは、

新たな関連資料、参考情報等の提出は無く、委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 10 月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月から 50年９月まで 

    私は、昭和 49 年 10 月に出産のために会社を退職し厚生年金保険の資格

を喪失したため、区の出張所で国民年金の加入手続を行った。加入当初は、

集金人に国民年金保険料を納付し、その後は納付書により未納の無いよう

に納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間に係る保険料の納付

額についての記憶が曖昧
あいまい

である。    

   また、申立人は、申立期間の保険料を区の集金人に納付していたと説明し

ているが、当時、申立人が居住していた区では、集金人による保険料の徴収

は行っていなかったことが確認できる上、申立人の国民年金手帳の記号番号

が払い出された昭和 54 年１月当時は第３回特例納付の実施期間中であったも

のの、申立人はさかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明しているな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   さらに、申立人は、現在所持している年金手帳のほかに手帳を所持した記

憶は無いと説明しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8376 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年２月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 50年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、20 歳のころから婚姻するま

で、日中仕事に出ていた私の代わりに国民年金保険料を納付してくれてい

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとする

母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 52 年７月に払い出されてい

ることが確認でき、申立人が居住していた市の被保険者名簿によると、手帳

記号番号払出し時点で、過年度納付することが可能であった時効期間内の申

立期間直後の昭和 50 年４月から 52 年３月までの保険料が、52 年８月にさか

のぼって一括納付されていること、申立人は、母親から受け取った年金手帳

は、上記の手帳記号番号が記載された１冊のみであり、別の手帳を見た記憶

は無いと説明しており、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらないことなど、母親が、申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年６月から 43 年１月までの期間及び同年４月から同年 11

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年６月から 43年１月まで 

② 昭和 43年４月から同年 11月まで 

    私は、昭和 42 年に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続、納付方

法、納付場所及び保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人が居住していた区で

は、申立期間当時には印紙検認方式による保険料の納付方法が行われていた

が、申立人は当該納付方法については記憶に無いとしている。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 43 年７月時点

で、申立期間①の保険料を納付書により過年度納付することは可能であった

が、申立人は、集金人以外に保険料を納付した記憶及び保険料をさかのぼっ

て納付した記憶が無い上、申立期間②の途中の 43 年夏ごろに区内転居したが、

転居先に集金人は来なかったと説明しているなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8378 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から 58 年３月までの期間及び 62 年４月から 63 年

３月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から 58年３月まで 

             ② 昭和 62年４月から 63年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を免除申請していた。申立期間の保険

料が未納とされ、免除とされていないことに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び免除申請の時期、場所等の記憶

が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人及びその夫は、国民年金手帳の記号番号が連番で払い出され

ており、一緒に免除申請を行ったとする夫も、申立期間の保険料が免除され

ていない上、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 58 年７月時点では、

申立期間①の保険料の免除申請をさかのぼって行うことは、制度上、不可能

であるなど、申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8379 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年９月から平成５年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年９月から平成５年１月まで 

    父は、私の国民年金の加入手続を行い、その後は、私が口座振替により

国民年金保険料を毎月納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続に関与して

おらず、加入手続をしたとする申立人の父親から当時の加入手続の状況等を

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間の最後の月である平成

５年１月に払い出されていることが確認できるものの、申立人はさかのぼっ

て保険料を納付した記憶が無いと説明しているなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持している年金手帳のほかに手帳を所持した記

憶が無く、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8382                                              

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年 11 月から 61 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月から 61年６月まで             

    私は、入社した会社が厚生年金保険の未適用事業所であったので、国民

年金に加入した。妻が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の加入手続及び保険料の納付を

行っていたとする申立人の妻は、申立人の国民年金の加入手続等の記憶が

曖昧
あいまい

であり、妻のオンライン記録では、昭和 59 年 11 月に任意加入被保険者

から強制加入被保険者への変更がされておらず、年金手帳でも当該変更手続

が確認できない。 

また、申立人は、国民年金手帳の記号番号は昭和 43 年 12 月に払い出され、

20 歳の 43 年＊月の取得から厚生年金保険に加入した 46 年７月に喪失するま

では国民年金の資格期間であるが、国民年金保険料の納付及び 46 年 7 月後に

国民年金に再加入した記録がなく、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立人の妻が申立人の

国民年金の再加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年８月から 63 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年８月から 63年２月まで 

    私は、婚姻後に通知が届いたので、区出張所で国民年金の加入手続を行

い、申立期間の保険料をさかのぼって納付した。申立期間が国民年金に未

加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時は大学生であっ

たと説明しているが、大学生であった期間は国民年金の任意加入期間であり、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成３年１月時点では申立

期間は未加入期間であるため、保険料をさかのぼって納付することはできな

い。 

また、申立人は、年金手帳の「初めて被保険者となった日」が昭和 59 年８

月 27 日と記載されていることをもって、同日から保険料をさかのぼって納付

していると主張しているが、申立人の手帳記号番号の払出時期は平成３年１

月ごろであり、当該年月日は、国民年金の被保険者となるべき時期であり、

保険料を納付していることを示しているものではない。 

さらに、申立人は、手帳記号番号が払い出された時点で、払出直前の平成

元年５月から２年 12 月までの期間の保険料を過年度納付及び現年度納付した

ものと考えられ、申立人は、保険料をさかのぼって納付したのは１回である

と説明していることから、申立人が保険料をさかのぼって納付したのは手帳

記号番号の払出直前の期間であると考えられるほか、申立人に別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た



                      

  

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8384 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成７年３月 

私の母は、平成７年３月に市役所で私の国民年金の加入手続を行い、国

年金保険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料を

納付していたとされる申立人の母親は、申立期間の保険料の納付場所及び保

険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間当時に申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出さ

れた記録は無く、申立人の厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付

番された平成９年１月時点では、申立期間は未加入期間であり、保険料をさ

かのぼって納付することができない期間であるほか、申立人は、母親から手

渡されたとする国民年金手帳を、平成７年４月の就職の際に会社に提出した

と説明しているが、当該会社は基礎年金番号制度が開始されるまで新卒者か

ら国民年金手帳は預かっていなかったと説明しているなど、申立人の母親が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8385 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年２月から 42 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年２月から 42年８月まで 

    私の紛失した１冊目の年金手帳には、100 円の印紙が 36 枚はったまま残

っていたと記憶しており、納付済みになっている昭和 36 年４月から 37 年

１月までの期間直後の申立期間についても、国民年金保険料を納付してい

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は以前に紛失した国民年金手帳に

36 枚の国民年金印紙がはってあった記憶をもって、申立期間の保険料を納付

したと説明しているものの、「36 枚あったとする根拠について、24 枚では少

なく、48 枚では多すぎる気がする。」と説明しており、国民年金手帳への

貼付
ちょうふ

枚数も定かでない。 

また、申立人は、年金手帳には、３年間分に当たる 36 枚の印紙がはったま

ま残っていたと説明しているが、国民年金手帳の印紙検認台紙は、その年度

の保険料を完納した際等に切り離され、所轄社会保険事務所（当時）に送付

されることとなっており、３年度分の印紙検認台紙が切り取られないまま残

っているのは不自然であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成元年２月から同年４月までの期間及び２年 10 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成元年２月から同年４月まで 

             ② 平成２年 10月から同年 12月まで 

  私は、持病があり、会社を退職した際には必ず国民健康保険に加入する

必要があった。申立期間も国民健康保険とセットで国民年金に加入し、国

民年金保険料を納付したはずである。平成９年に会社を辞めた際には、国

民年金に加入し、保険料を納付した記録もある。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び国民

年金の保険料額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間当時に申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記

録が無く、申立人は、国民年金手帳の受領に関する記憶が無いほか、申立人

は国民年金と国民健康保険を同時に加入したと説明しているが、申立期間に

居住していた区において申立人が申立期間当時に国民健康保険に加入した記

録は確認できないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12 年９月及び同年 10 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年９月及び同年 10月  

私は、申立期間の国民年金保険料の納付勧奨の通知を受領したので、私

の義母に私の保険料を立て替えてもらい、妻が義母と一緒に納付してくれ

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の保険料を納付したとする申立人

の妻は、保険料の納付時期及び納付書の受領の記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料は

納付書によらず納付勧奨の通知により納付したと説明しているほか、申立期

間の自身の保険料も未納である。 

また、申立人及びその妻は、申立期間当時、申立人の国民年金の加入手続

を行った記憶が無いなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8388                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月から 49年 11月まで 

②  昭和 49年 12月から 51年３月まで 

私は、昭和 48 年３月に厚生年金保険適用事業所を退職後、国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間①の保険料が未

納とされ、申立期間②が国民年金に未加入で保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続は市区町

村の窓口ではなく退職した会社の人事担当部局で行ったと説明するなど、加

入手続に関する記憶が定かでなく、保険料の納付場所に関する記憶も曖昧
あいまい

で

ある。 

また、申立人は、厚生年金保険の適用事業所を退職した昭和 48 年３月に国

民年金の加入手続を行ったと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号

番号は 51 年５月に払い出されており、その時期に国民年金の任意加入の手続

が行われていることがオンライン記録で確認でき、申立期間は、申立人が国

民年金に任意加入する前の期間であり、保険料を納付することができないほ

か、申立人は保険料をさかのぼって納付した記憶が無いと説明しているなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

さらに、申立人は、上記の手帳記号番号の手帳以外の手帳を所持していた

記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 10 月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 10月から 44年３月まで 

② 昭和 44年４月から 46年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になった昭和 40 年＊月ごろに私の国民年金の加入

手続を行い、私が大学に在学していた 46 年３月までの国民年金保険料を納

付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料の納付を行っていたとする母親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、母親が国民年金の加入手続をしてくれたのは申立人が 20

歳になった昭和 40 年＊月ごろと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記

号番号は昭和 63 年９月ごろに払い出されており、申立人は、母親から自身の

国民年金手帳を受け取った記憶が無く、申立人が現在所持している国民年金

手帳以外の手帳に関する記憶は無いと説明しており、申立人に別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないほか、申立

人は母親から申立期間の保険料をさかのぼって納付したことを聞いた記憶が

無いなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

ことはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8391 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 54年３月まで 

    私の叔母は、私が結婚した昭和 47 年４月に国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してくれたと思う。申立期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の叔母が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしてくれたと

する叔母から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 54 年４月に

任意加入したことにより払い出されており、申立期間当時、申立人の夫が厚

生年金保険に加入していたことから、申立期間は任意加入前の未加入期間で

あり、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人の

叔母が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年１月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年１月から２年３月まで 

             ② 平成２年４月から３年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になった時、私の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続及び保

険料を納付したとする母親は、加入手続を行った時期、保険料額及び納付頻

度等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成２

年４月に払い出されており、申立人の所持する国民年金手帳においても同月

24 日に任意加入したことにより初めて被保険者となったことが記載されてい

ることから、当該期間は任意加入前の未加入期間であり、制度上、保険料を

納付することができない期間であること、申立期間②については、手帳記号

番号が申立人と連番で払い出され、母親が保険料を一緒に納付していたとす

る申立人の兄は、当該期間当初の４月 27 日に被保険者資格を喪失し、当該期

間は未納及び未加入期間であることなど、申立人の母親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 8393 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年６月から 39 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年６月から 39年２月まで 

    私は昭和 38 年に退職した後に国民年金の加入手続を行い、私又は元妻が

国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその元妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続の時期及び保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 40 年４月に元

妻と連番で払い出されており、当該払出時点で申立期間の保険料は過年度保

険料となるが、申立人は保険料をさかのぼって納付した記憶が曖昧
あいまい

であり、

元妻は保険料を納付した記憶が無いこと、元妻の上記の連番で払い出された

手帳記号番号は納付記録がないまま取り消されており、申立期間は未加入期

間とされていることなど、申立人及びその元妻が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 8394 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月、59 年７月から同年 12 月までの期間及び 60 年３

月から同年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月 

② 昭和 59年７月から同年 12月まで 

③ 昭和 60年３月から同年５月まで 

私は、最初に勤めた会社を辞めた後、母に勧められて国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成元年５月ころ

に払い出されており、申立人が所持する当該払出時点で発行されたと思われ

る年金手帳には、初めて国民年金被保険者となった日が 63 年１月 23 日と記

載されていること、申立期間は、平成 13 年３月の記録追加により国民年金の

加入期間とされた期間であり、申立期間当時は未加入期間であり、制度上、

保険料を納付することができない期間であったこと、申立人は申立期間当時

に水色の別の手帳を所持していた記憶があるとしているが、当時の手帳の色

はオレンジ色であり、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11795 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年３月17日から50年５月６日まで 

             ② 昭和50年５月６日から同年８月31日まで 

平成 20 年８月に、ねんきん特別便が届き、社会保険事務所（当時）で年金記録を

確認したところ、申立期間①については、脱退手当金の支給記録があり、申立期間②

については、厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

しかし、申立期間①に係る脱退手当金については、申立期間の事業所を退職すると

きには、脱退手当金の説明は無く、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した

記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

また、申立期間②については、Ａ社に昭和47年３月17日から50年８月31日まで

継続して勤務していたので、当該期間について厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は脱退手当金を受給していないと申し立てていると

ころ、申立人の申立期間①に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、

申立期間①の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間①に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約３か月半後の昭和50年８月 21日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に



                      

  

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

２ 申立期間②については、申立人は昭和50年８月末までＡ社に勤務していたと申し立

てている。 

しかしながら、申立期間②当時の事業主は死亡している上、Ａ社は、「申立期間②

の従業員に関する人事記録等の資料を保有していないことから、申立人の当該期間に

係る勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。」と回答

している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立期間②の前後に被保険者で

あったことが確認できる５名の従業員に照会したところ、「申立人が退社した時期ま

では分からない。」と供述している。 

さらに、Ａ社の人事担当者は、「現在は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

た者が仮に継続して勤務していたとしても、被保険者ではない期間に、給与から厚

生年金保険料の控除をすることはなく、当時も同様の取扱いであったと思う。」と

供述している。 

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11796 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和35年３月28日から41年４月１日まで 

             ② 昭和41年４月１日から同年７月25日まで 

             ③ 昭和42年９月18日から44年３月１日まで 

社会保険庁（当時）から 58 歳通知が来たときに、年金記録を確認したところ、申

立期間①及び③については、脱退手当金の支給記録があり、申立期間②については、

厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

しかし、申立期間①及び③に係る脱退手当金については、申立期間③の事業所を退

職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手当金の制度を知らなかったので、

受給できるはずが無い。年金記録を回復してほしい。 

また、申立期間②については、Ａ社に昭和35年３月28日から41年７月25日まで

継続して勤務していたので、当該期間について厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び③については、申立人は脱退手当金を受給していないと申し立てて

いるところ、申立人の申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退

手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所におけ

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月半後の昭和 44年６月 20日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及

び③に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

２ 申立期間②については、申立人は昭和41年７月25日までＡ社に勤務していたと申し

立てている。 

  しかしながら、Ａ社は、「当社が保存している基金設立前社員退職者名簿により申

立人は昭和41年３月31日に退職している。」と回答しており、オンライン記録の資格

喪失日と一致している。 

  また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立期間②の前後に被保険者で

あり、連絡先が確認できた従業員に照会したところ、３名の従業員は、「申立人のこ

とは記憶に無い。」と供述している上、申立人自身も当時の同僚を記憶しておらず、

申立期間②における申立人の勤務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認すること

ができない。 

さらに、Ａ社は、「厚生年金保険の被保険者資格を喪失した者が仮に継続して勤務

していたとしても、被保険者ではない期間に、給与から厚生年金保険料の控除をする

ことはない。」と供述している。 

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11797 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年３月27日から42年１月18日まで 

             ② 昭和42年１月18日から47年６月26日まで 

平成 16 年に、年金手帳を再交付した際に、脱退手当金を受給していることを知っ

た。 

しかし、事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、長男を出産し病気

で大変だった時期だったので、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶

も無い。脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立人の脱退手当金

の支給額は、申立期間を対象として計算されており、申立期間に係る最終事業所の厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 47年８月 16日に支給決定されてい

る上、厚生年金保険脱退手当金支給報告書には、申立期間に係る脱退手当金の支給額や

裁定年月日が記載されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11798 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和32年４月10日から36年２月１日まで 

             ② 昭和36年４月１日から41年４月１日まで 

60 歳になる少し前に、信用金庫に依頼して年金記録を確認したところ、脱退手当

金が支給されていることを初めて知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶が無いので、脱退手当金の支給記録を取り消し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所

の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 41年６月 10日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11799 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年３月１日から29年２月15日まで 

63 歳になったときに、厚生年金保険の加入状況を確認したところ、申立期間につ

いて脱退手当金を受給しているとの回答をもらった。 

しかし、Ａ社を退職したときに、同社の期間については脱退手当金を受給したが、

申立期間であるＢ社の脱退手当金は受給していないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職後に同社の被保険者期間のみを昭和 36 年６月ごろに脱退手当

金として１万 3,000円くらい受給したとしているところ、オンライン記録によると、申

立期間であるＢ社の被保険者月数 47か月とＡ社の被保険者月数 54か月を合算した 101

か月を基礎として、１万 3,105 円が同年６月 19 日に支給決定されており、法定支給金

額とおおむね一致していることが確認できる。 

また、申立人の申立てどおり、Ａ社のみを対象とした脱退手当金の支給額は、7,844

円であることを踏まえると、申立人は申立期間を含む脱退手当金を受給したと考えるの

が自然である。 

その他の事情も含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受

給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11800 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年３月26日から同年12月30日まで 

             ② 昭和47年４月１日から48年１月30日まで 

             ③ 昭和48年５月16日から同年９月３日まで 

平成21年10月に、他県の第三者委員会から脱退手当金の件で照会があった時に、

申立期間に脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間前に勤務していたＡ社の被保険者期間については、長男と次男の

子育て中に脱退手当金を受給したが、申立期間については、受給していないので、年

金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、長男と次男の子育て中に、Ａ社の被保険者期間の脱退手当金を受給したと

申し立てているところ、申立期間③を退職後の昭和 52 年＊月に次男が出生しているこ

とが確認でき、脱退手当金の支給決定日が 53年４月 24日であることを踏まえると、脱

退手当金の受給時期はほぼ一致している。 

しかしながら、脱退手当金を受給する場合、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであり、申立期間③を退職後に受給したのであれば、申

立期間①前であるＡ社の期間のみを請求することはできず、申立期間についても脱退手

当金として受給されているのが、自然である。 

また、Ａ社の期間と申立期間は、オンライン記録上、合算して脱退手当金が支給され

たこととなっており、申立人の申立期間に係る最終事業所における事業所別被保険者名

簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとと

もに、Ａ社と申立期間を基礎とした脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、Ａ社の期間及び

申立期間である３回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立



                      

  

期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異

なっているものと考えるのが自然である上、ほかに申立人が受給を認めている期間のみ

で脱退手当金を受給していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11801 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和27年12月１日から32年９月１日まで 

             ② 昭和32年９月１日から34年６月20日まで 

             ③ 昭和34年11月 10日から36年３月１日まで 

年金記録の確認をしたときに、脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、退職してから相当

の期間を経過後に支給されているのは理解できない。調査をして年金記録を回復して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間①に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、事業所を退職後の昭

和 37年３月 28日に氏名変更が行われていることが確認でき、申立期間の脱退手当金は

同年４月 13 日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名

変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立期間①及び③に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支

給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立人から聴取しても受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11802 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年５月10日から30年２月11日まで 

60 歳になったときに、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金

を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、年金記

録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 30年２月 11日に

資格喪失した者 27 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、22 名に脱退手当金の

支給記録が確認でき、そのうち 20 名が申立人と支給決定日が同日であるとともに、当

該支給決定の記録がある者のうち２名は、事業所が請求手続をした旨の供述をしている

ことを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高い

ものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載

されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11803 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和26年４月８日から33年３月20日まで 

             ② 昭和33年７月26日から35年２月29日まで 

平成 20 年に、厚生年金保険の期間照会の回答が来た際に、申立期間について脱退

手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手

当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要となる標準

報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されて

いる上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前であり、申

立期間の事業所を退職後、昭和 46 年３月まで厚生年金保険の加入歴の無い申立人が脱

退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した

記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11806 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年10月１日から平成８年10月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除され

ていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬

月額を控除保険料に見合った正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立人から提出された昭和 63 年５月分から同年７月分まで、平成

元年５月分から同年７月分まで、６年５月分から同年７月分まで、７年５月分から同年

７月分まで、及び８年５月分から同年７月分までの給料明細書によると、給与から控除

されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と

一致している。 

また、給与明細書では、報酬月額に見合う標準報酬月額より、保険料控除額に見合う

標準報酬月額が低く、保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録と一致して

いることから、あっせんは行わない。 

一方、昭和 60 年 10 月分から 63 年４月分まで、同年８月分から平成元年４月分まで、

同年８月分から６年４月分まで、同年８月分から７年４月分まで、同年８月分から８年

４月分まで、及び同年８月分から同年９月分までについては、給料明細書の提出が無く、

Ａ社も、当該期間の資料を保有していないことから、当該期間の保険料控除等について、

確認することができない。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料について、Ａ社は、「当時、当社では

厚生年金基金に加入していたが、厚生年金基金掛金分は、厚生年金保険料と併せて控除

しており、給料明細書の厚生年金保険料の額に含まれている。」と回答しており、Ｂ会

における厚生年金基金の標準報酬月額の記録も、オンライン記録と一致している。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年４月30日から同年６月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。勤務した月に営業目標を達成し報奨をもらったことを覚えているので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の業務に関する具体的な記憶から、入社日は特定できないものの申立期間にＡ

社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時のＡ社の従業員や厚生年金保険に関する資料が無いと

しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から申立期間及び申立期間前後に勤務してい

た 27 人の従業員に照会したところ、申立人と同じ営業所で同じ業務を担当していたと

する従業員二人は、「雇用保険の加入日が入社日と思う。」と供述していることから、

雇用保険加入日と厚生年金保険被保険者資格取得日をみると、雇用保険加入後の翌月１

日ないし翌々月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録は確認できないが、自身の入社日を記憶する４人の従業

員の入社日と厚生年金保険被保険者資格取得日をみると、入社日の翌月１日ないし翌々

月１日に被保険者資格を取得していることが確認できることから、同社は、申立期間

当時、従業員が入社して一定期間経過した後に厚生年金保険に加入させていたものと考

えられる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11811 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者であったと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和20年８月15日から21年４月まで 

Ａ社に在籍していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間中は軍隊に出征しており、同社を正式に退職したのは、軍隊から復員した昭和

21 年４月ごろであったと記憶しているので、申立期間も厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ県健康福祉部から回答があった兵役歴により、申立人が昭和 20年３月 26日に陸軍

に入隊し 21年５月 21日に復員していることが確認でき、申立期間は、陸軍に召集され

ていた期間である。  

一方、厚生年金保険法（旧法）第 59条の２により、昭和 19年 10月１日から 22年５

月２日までの期間のうち、被保険者が陸海軍に徴集又は召集されていた期間については、

当該期間に係る厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額免除し、当該免除期間を

被保険者期間として算入する旨規定されている。  

しかし、Ａ社は、申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日である昭和 20 年８月

15 日に、同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿により、厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっていることが確認でき、厚生年金保険法（旧法）第 59 条の２は、

事業所が適用事業所となっており、厚生年金保険料の納付義務が発生していることを前

提としているため、事業所が適用事業所となっていない期間については適用されない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立

期間において厚生年金保険被保険者であったことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第四種被保険者として厚生年金保険料を

納付していたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和20年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和51年１月１日から同年７月１日まで              

第四種被保険者として加入した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。Ａ社を昭和 50 年 12 月 16 日に退職し、51 年６月ごろに社会保険事務所（当

時）に相談に行き、第四種被保険者の資格取得手続を行った際に、６か月分の保険料

を一括して支払った記憶があるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は第四種被保険者の資格取得の手続を行った際に、昭和 51 年１月まで遡及
そきゅう

し

て資格取得手続を行い、６か月分の厚生年金保険料を一括して支払ったと主張している。 

しかし、厚生年金保険法（旧法）第 15 条第３項において、厚生年金保険第四種被保

険者資格取得を申出した者は、資格取得日として最後に被保険者資格を喪失した日又は

当該申出が受理された日のどちらかを選択する旨規定されており、申立人に係る「厚生

年金保険第四種被保険者資格取得申出書」により、当時申立人が申出年月日を資格取得

日として選択し、申出の日は昭和51年７月19日であることが確認できる。 

また、年金事務所が保管する「厚生年金保険第四種被保険者資格取得申出受理ならび

に調査確認および調査決定伺」の決裁月日が昭和51年 10月１日付けとなっており、同

年７月から同年 10 月分の保険料納付書を送付する決裁が行われていることが確認でき

る。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の第四種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を納付したと認め

ることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11813 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年９月21日から59年３月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に勤務してい

たのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述から判断すると、勤務期間は特定できないものの、申立人

が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の事業主は、当時の従業員や厚生年金保険に関する資料を保管していな

いと回答しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことはできない。 

また、申立人は、Ａ社での身分について「正社員であったか否か記憶していない。」

としているが、同社の複数の従業員は申立人はパート従業員であった旨供述している上、

同社の当時の経理担当者は、同社の厚生年金保険加入手続について、「正社員に対して

は全員厚生年金保険に加入させていたが、それ以外の従業員については、本人の申出が

無ければ加入させていなかった。」と供述している。 

さらに、申立人の実父が加入していた船員保険被保険者原票の被扶養者欄には、申立

人の氏名及び遠隔地被保険者証の交付期間が記録されており、申立期間を含む昭和 55

年 11月 12日から 59年７月 28日までの期間、申立人に対して遠隔地被保険者証が交付

されていたことが確認でき、申立人が実父の被扶養者であったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11814 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年１月21日から同年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の親会社であるＣ社から提出された人事給与情報システムの記録及び平成 15 年

２月から同年４月までの給与明細書により、申立人がＡ社に勤務していたことが確認で

きる。しかし、Ｃ社から提出された申立人の申立期間に係る給与明細書では、事業主に

より給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、申立人から提出された申立期間に係るパート社員雇用契約書の社会保険加入欄

には、雇用保険のみ記載され、厚生年金保険に加入していないことが推認できる。 

さらに、Ｃ社の給与担当者は、申立人が入社当初、短時間労働者であったため厚生年

金に加入させず、本人の仕事の状況及び勤務時間等を考慮し、契約更新時に厚生年金保

険に加入させた旨供述している。 

加えて、Ａ社が加入していたＤ健康保険組合の回答書によると、申立人が同組合で資

格を取得したのは平成15年４月１日となっており、オンライン記録と一致する。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11816                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年７月23日から同年８月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。同社では給与及び社会保険手続事務を担当しており、同期間も継続して

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の回答から判断すると、申立人が申立期間を含め継続して同社に勤務

していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録は、雇用保険の

加入記録及び厚生年金基金の加入記録と一致していることが確認できる。 

また、申立人は、資格喪失日を昭和 47 年８月１日とする厚生年金保険被保険者資格

喪失届を自ら作成し、健康保険組合経由で社会保険事務所（当時）に届け出たと供述し

ているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、同年７月 23

日とした申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日について訂正等の不自然な記載は

見当たらない。 

さらに、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保管しておらず、申立期間における申立人の

勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除が確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11817                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年８月１日から39年９月19日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間には厚生

年金保険料を控除されていたので、同期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述から判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立人は、

同社に営業職として勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及び従業員の供述から、営業職の従

業員については、入社から厚生年金保険被保険者資格の取得までに、３か月から１年の

期間があることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 47年８月 29日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっており、同社の商業登記簿謄本から、59 年 12 月に解散していること

が確認でき、事業主らの所在が不明であるため、申立人の同社における勤務実態や厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人が記憶しているＡ社の上司は、所在が不明であり、申立人の勤務状況

や厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11818 

                      

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月１日から３年３月31日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、実際の給与に見

合う標準報酬月額より低いものとされている。同社では代表取締役として勤務してい

たが、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

平成元年３月から同年 11月までは 47万円、同年12月から３年２月までは 53万円と記

録されていたものが、同年５月９日にさかのぼってそれぞれ 15 万円に訂正処理されて

いることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間及び当該訂正処理が

行われた平成３年５月９日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、Ａ社の毎月の厚生年金保険料の決済は自身が行っており、同社の最

終的な決裁の権限は自分にあったとしていることから、申立人は、同社の代表取締役と

して標準報酬月額の減額訂正について同意していなかったとは考え難い。 

   さらに、Ａ社の複数の従業員が、申立期間当時、給与の遅配があり、給与から厚生年

金保険料は控除されていたが、社会保険事務所（当時）に納付されていなかったと供述

している。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る減額訂正が有効なものではないと主張

することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11819                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和23年２月ごろから24年３月ごろまで 

            ②  昭和34年10月ごろから36年３月ごろまで 

Ａ社及びＢ社に勤務していた各申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期

間を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、厚生

年金保険の適用事業所となった記録が確認できない上、同社の所在地を管轄する法務局

において商業登記の記録が無く、申立人は同社における事業主や従業員の氏名、連絡先

を記憶していないことから、申立人の勤務状況や厚生年金保険の適用状況について確認

することができない。 

   申立期間②について、申立人のＢ社での業務内容及び同社から同社のグループ会社で

あるＣ社（現在は、Ｄ社）に入社した経緯等についての供述から判断すると、期間の特

定はできないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、申立人が一緒にＢ社からＣ社に入社したとする同僚一人については、

申立人と同様に、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿により、被保険者記録を確認するこ

とができないが、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿により、昭和 36 年４月１日に被保

険者資格を取得していることを確認することができる。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間及びその前後に厚生年金保険

被保険者資格を有し、所在の判明した従業員 11 名に照会したが、申立人を記憶してい

る者は無く、これらの者に申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

さらに、Ｂ社の現在の総務担当者は、既に当時の担当者が退職しており、資料も保管



                      

  

されておらず、申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況について確認することがで

きないと供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると申立人が厚生年

金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11821 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年６月１日から７年８月１日まで 

             ② 平成16年４月５日から17年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の標準報酬月額

が、給与支給総額に比べて低く記録されている。現在所持する確定申告書及び給与振

込の預金通帳を提出するので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出された平成７年分の所得税の確定申告書によ

ると、申立期間①の報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額（26 万円）よりも高

いことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間①当時の資料を既に廃棄しているため、保険料控除につ

いては不明。」と回答していることから、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

また、Ａ社の現在の社会保険労務士は、「同社は、社会保険事務所（当時）への報酬

月額の届出について、５、６年前までは、交通費等の手当を含めない額を届け出てい

た。」と供述しているところ、申立人は、交通費等の手当が含まれていない基本給が

26 万円であったと主張していることから、同社は、申立人の申立期間①について、基

本給の報酬月額に基づく標準報酬月額を、社会保険事務所に届け出ていたと考えられる。 

さらに、申立人の提出した上記確定申告書に記載されている社会保険料額から厚生年

金保険料の控除額を算出すると、オンライン記録の標準報酬月額（26 万円）に見合う

控除額よりも低い額となっていることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

 



                      

  

立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

申立期間②については、申立人から提出された預金通帳及びＢ社から提出された申立

人に係る年間賃金台帳（簡易）によると、申立人に係る申立期間②の報酬月額に見合う

標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、「標準報酬月額の算定において、通勤費を算入していない報酬額に

見合う標準報酬月額を社会保険事務所に届け出ていた。」と回答している。 

また、申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年

金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

一方、上記年間賃金台帳（簡易）により確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額は、オンライン記録における標準報酬月額と一致していることが確認できる

ことから、特例法の保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年４月から34年２月１日まで             

Ａ社Ｂ営業所（厚生年金保険の適用は同社Ｃ支店）に勤務した期間のうち、申立期

間の厚生年金保険の加入記録が無い。同営業所には中学校の恩師の紹介で高校卒業後

に入社し、同社では発送事務を行っていた。勤務していたことは確かなので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚の供述から、申立人が申立期間にＡ社Ｂ営業所に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、Ａ社Ｃ支店を統括している同社Ｄ支店は、「当時の資料を保管しておらず、

申立人の勤務状況や保険料控除について不明である。」と回答していることから、申立

人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同様に昭

和 34年２月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる従業員 10名に照会し

たところ、８名から回答があり、そのうち、申立人と同じく事務系の仕事に従事してい

た３名の男性従業員は、本人が記憶している同社の入社日と被保険者資格取得日との間

に 10 か月から２年程度の期間があり、いずれの従業員も、「その期間は臨時社員の期

間であり、その間は厚生年金保険に加入しておらず、保険料控除も無かった。」と回答

しているところ、上記同僚は、「申立人は、臨時職員で入社したと思う。」と供述して

いる。 

さらに、上記３名の従業員のうち、高校卒業後、申立人と同様にＡ社の営業所に採用

され、申立人が勤務していた同社Ｂ営業所の近隣の営業所で事務系の仕事に従事してい

た１名は、「昭和 32年４月から 34年１月までは臨時採用の期間であり、その間は厚生

年金保険に加入しておらず、厚生年金保険料控除も無かった。また、自分は、同社で組

 



                      

  

合の執行役員を行っていたが、営業所採用の場合は、臨時社員として採用し、組合と会

社が協議して、一定期間経過後に正社員としていた。」と供述している。 

このことから、申立期間当時、Ａ社の営業所では、従業員を当初臨時社員として採用

し、一定期間経過後に正社員として厚生年金保険に加入させる取扱いであったことがう

かがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月から９年４月まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

平成９年４月ごろまで勤務し、申立期間の厚生年金保険料は、社会保険事務所（当

時）の指示により納付したはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社は、平成８年３月１日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなった（以下「全喪」という。）ことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社の全喪日と同日の平成８年３月１日に厚生年金保険の被保険者

資格を喪失しているが、オンライン記録により、当該喪失処理は同年３月５日に行われ

ていたことが確認でき、申立人の資格喪失日がさかのぼって訂正処理された形跡は見当

たらない。 

さらに、オンライン記録及び商業登記簿謄本において申立期間当時、Ａ社の事業主で

あったと確認できる者は、同社との関係を否定しており、この者からは、申立人の申立

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、Ａ社において平成６年以降に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した 11 人

の従業員のうち、連絡先の判明した 10 人に退社日を照会したが、同社の全喪日以降も

同社に勤務していたとする従業員は確認できないことから、これらの者に申立人の申立

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

なお、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を納付したはずなので、社会保険事務所

の入金記録を調べてほしいと主張しているが、日本年金機構では、Ａ社に係る滞納処分

票及び全喪に関する各種届出については保存期間を経過しており処分済みであることか

ら確認できないとしている。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11825 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年１月１日から同年９月30日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間も厚生年金保険料が控除されていたことの証明として平成 16 年分の源泉徴収票

及び健康保険被保険者証を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管している出勤簿一覧及び派遣元台帳により、申立期間のうち平成 16 年３

月 15日から同年９月 30日までの期間については、申立人が同社と雇用契約関係にあっ

たことが確認できる。 

しかし、Ａ社では、申立期間のうち、平成 16年１月１日から同年３月 14日までの期

間については、申立人との雇用契約は存在しないとしており、同社が保管する平成 16

年分の賃金台帳により、申立期間については、申立人の給与から厚生年金保険料が控除

されていないことが確認できる。 

また、申立人が所持する平成 16 年分の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の

金額は、上記の賃金台帳により、申立期間以降に申立人がＡ社と雇用契約関係にあった

期間に係る給与から控除されていることが確認できる厚生年金保険料、健康保険料及び

雇用保険料の合計額と一致する。 

さらに、Ｂ健康保険組合が保管する適用台帳により、申立人は申立期間当時、健康保

険の任意継続被保険者であったことが確認でき、Ａ社では、健康保険の任意継続被保険

者を厚生年金保険に加入させる取扱いは行っていなかったと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年10月１日から58年８月１日まで 

厚生年金保険の加入記録によると、Ａ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、前後の年の標準報酬月額と比較して大幅

に減額されている。給与明細書等は無いが、同社に在籍した期間は一度も降格や減額

をされたことはなく、順調に昇格、昇進していたので標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額が、申立期間前後の年の標準報酬月額と比

較して大幅に減額されているので、申立人の申立期間における標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしいと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、平成 20 年７月＊日に解散しており、同社を吸収したＣ社のグルー

プ会社でＡ社の人事や社会保険関係について継承しているＤ株式会社は、当時のＡ社に

おける厚生年金保険に関する資料を保管しておらず、申立人の申立期間に係る厚生年金

保険料の控除の状況等については不明であると回答している。 

   また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間である昭和 56年 10月に、

申立人を含む 14 名の元従業員の標準報酬月額が大幅に減額されていることが確認でき

るが、Ｄ社では、当時の資料は無いことから、その理由については不明であると回答し

ている。 

さらに、申立期間当時、Ａ社が加入していた厚生年金基金の申立人に係る記録は、同社

に係る事業所別被保険者名簿の記録及びオンライン記録と一致していることから、同社

は社会保険事務所（当時）に記録どおりの届出を行ったものと推認でき、同被保険者名

簿にも、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡は認められない。 

 



                      

  

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11828                                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年７月１日から22年１月20日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には昭和 20 年７月

１日から継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の従業員の供述から判断すると、時期は特定できないが、申立人は、申立期間中、

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿によると、申立人同様、昭

和 22 年１月 20 日に厚生年金保険被保険者資格を取得した従業員は 18 人確認できるが、

当該日に被保険者資格を取得した従業員は、「当該日に 19 人の従業員が同社で一斉に

採用された記憶は無く、自身の記憶する先輩も自分と同じ日に厚生年金保険に加入して

いる。」とし、また、別の従業員は、「自分は、厚生年金保険に加入する前から同社に

勤務していたが、厚生年金保険に加入する前に保険料が控除されていたかどうかについ

ては記憶に無い。」と供述していることから、同社では必ずしも従業員の入社と同時に

厚生年金保険に加入させていなかったと考えられる。 

なお、オンライン記録によると、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、元代表

者の所在も特定することができないため、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11829                        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間    ：  ① 昭和16年９月ごろから19年１月１日まで 

              ② 昭和19年８月21日から同年９月４日まで 

Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の労働者

年金保険の加入記録が無い。同社には、昭和 16年９月ごろから 19年９月４日まで継

続して勤務していたので、申立期間を労働者年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿

によると、申立人は昭和 16 年９月８日に健康保険の資格を取得、19 年１月１日に健康

保険の資格を喪失し、同日付けで、健康保険の資格を再取得及び労働者年金保険の資格

を取得している記録を確認することができることから、申立人は、16 年９月８日から

同社同事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立期間①のうち、昭和 16年９月８日から同年 12月 31日までの期間につ

いては、労働者年金保険法の施行前の期間であり、17 年１月１日から同年５月 31 日ま

での期間については、同法の施行準備期間であり、保険料は徴収されない期間であるこ

とから、当該期間については労働者年金保険の被保険者期間とはならない。 

また、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から、複数の従業

員に照会したが、申立人のことを記憶している者はおらず、申立人の申立期間①におけ

る勤務形態について確認することができない。 

さらに、厚生年金手帳記号番号払出簿及び労働者年金保険被保険者台帳における申

立人の労働者年金保険被保険者資格取得日は昭和 19 年１月１日となっており、健康保

険労働者年金保険被保険者名簿と一致していることが確認できる。 

申立期間②については、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿

から、複数の従業員に照会したが、申立人のことを記憶している者はおらず、申立人の



                      

  

退職時期を特定することができない。 

また、申立人は、昭和 19 年９月４日に軍隊に入営したとしているところ、申立人と

同様、軍隊に入隊するためＡ社Ｂ事業所を退職した従業員は、「自分は昭和 19 年７月

末に同社を退職し、同年８月 11 日に軍隊に入隊した。」旨回答していることから、申

立人が同社を退職してから軍隊に入隊するまでの間に一定期間の準備期間があったもの

と考えられる。 

なお、Ｃ社は当時の資料を保管しておらず、申立人が記憶する同僚の住所を特定す

ることができないため、事業所及び同僚から申立人の勤務実態及び労働者年金保険の取

扱いについて確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における労働者年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

労働者年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る労働者年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11830                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年９月１日から同年11月30日まで 

② 昭和43年７月１日から同年10月ごろまで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、当該期間についてもそれぞれ勤務していたことは確かなので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、同僚及び複数の従業員に照会したが、申立人

の入社時期及び退職時期を特定することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の厚生年金保険被保険者資

格取得届は昭和 41年 12月２日に、資格喪失届は43年７月 10日に社会保険事務所（当

時）においてそれぞれ受付されており、資格喪失届が提出された際に、健康保険証が返

納されている旨の記録があることが確認でき、社会保険事務所の記録に不自然な点は見

当たらない。 

なお、オンライン記録によると、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、当時の

代表者及び社会保険担当と思われる者の住所を特定することができないため、申立人の

申立期間①及び②における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11831                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年11月１日から16年５月31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には平成 16年５月 31日まで継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業登記簿謄本及び同社の総務担当者の供述から判断すると、申立人は、

申立期間中、同社に継続して勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、申立人は、平成 14年 11月１日付けで常勤取締役から非常勤取締役

になった際に、厚生年金保険被保険者資格を喪失させ、その後の厚生年金保険料は控除

していないとしている。 

また、Ｂ健康保険協会Ｃ支部の回答及びオンライン記録から、申立人は、厚生年金保

険を資格喪失した平成 14年 11月１日付けで健康保険を任意継続したことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11832                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年３月28日から同年４月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、昭和 39 年３

月 31 日まで継続して勤務し、同年３月分の厚生年金保険料が給与から控除されてい

たはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から複数の従業員に照会したが、申立人を記憶する

者はおらず、申立人の退職時期について確認することができない。 

また、月末に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の記録のある従業員に退職月の

厚生年金保険料の控除について照会したが、当時のことは覚えていない旨回答している。 

なお、オンライン記録によると、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、当時の

代表者は死亡しているため、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の取

扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金  事案11833                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和28年４月１日から29年５月１日まで 

② 昭和30年３月１日から34年４月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入期間が無い。同社には、昭和

28 年４月１日から 34 年４月１日まで継続して勤務していたことは確かなので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の複数の元役員の供述及び申立人が同社に勤務中に通っ

ていたとする学校から提出された入学志願書から判断すると、申立人は、申立期間①に、

同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和28年 10月１日に厚生年金保険の適

用事業所になっており、申立期間①の一部の期間において、同社は適用事業所になって

いない。 

また、Ａ社は当時の資料を保管しておらず、上記元役員及び同僚から、申立人の申立

期間①における厚生年金保険の取扱いについて確認することができなかった。 

さらに、厚生年金手帳記号番号払出簿によると、申立人のＡ社での厚生年金保険被保

険者資格取得日は昭和 29 年５月１日となっており、健康保険厚生年金保険被保険者名

簿の日付と一致していることが確認できる。 

申立期間②については、申立人を知る複数の役員及び同僚に申立人の勤務実態につい

て照会したが、申立人の退職時期を特定することができなかった。 

また、申立期間②当時、申立人と同様に経理事務を担当していたとする複数の従業員

は、いずれも申立人のことを知らず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主による給与か



                      

  

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11834                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和29年４月から30年７月まで 

② 昭和31年４月から35年７月まで 

Ａ社及びＢ社に勤務した申立期間①及び②の加入記録が無い。当該期間中、厚生年

金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立期間①当時、経理担当をしていたとする従業員の供述か

ら判断すると、時期は特定できないが、申立人は、Ａ社に勤務していたことは推認でき

る。 

しかし、上記経理担当者は、「申立人は営業担当であり、営業は歩合制の人と固定給

の人がいた。営業の人は出入りが激しいので社会保険の加入はまちまちだったと思

う。」とし、また、申立期間①当時、営業担当であった従業員は、「自身の入社から１

年９か月後に厚生年金保険に加入した。」旨それぞれ回答している。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の健康保険証の番号に欠番は無く、社会保

険事務所（当時）の記録に不自然な点は見当たらない。 

なお、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、元代表者の住所を特定することが

できないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きなかった。 

申立期間②については、Ｂ社の従業員は、「申立人の名前は知っている。」とし、ま

た、別の従業員は、「申立人のことを何となく覚えている。」旨それぞれ回答している

ことから、時期は特定できないが、申立人は、申立期間②に、同社に勤務していたこと

はうかがえる。 

しかし、上記複数の従業員は、申立人の勤務時期及び勤務形態については記憶が無い



                      

  

としている。 

また、Ｂ社は既に適用事業所ではなくなっており、元代表者の住所を特定することが

できないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11835                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年８月10日から34年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間も継続して勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間当時、Ａ社に継続して勤務

していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、申立人の

ほかに昭和 33年８月 10日付けで厚生年金保険被保険者資格を喪失した従業員が３人お

り、また、34 年 12 月１日付けで厚生年金保険被保険者資格を取得した従業員が５人い

ることが確認でき、そのうち１人は、申立人と同様、厚生年金保険被保険者記録に空白

期間があることが確認できる。  

さらに、当時の社会保険担当を含む複数の従業員は、「会社の専務より、社会保険事

務所（当時）から指導があったということで、昭和 34年 12月から厚生年金保険に加入

することになった記憶がある。」と供述している。 

なお、オンライン記録によると、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、同社の

実質的代表者であった専務取締役は死亡しているため、申立人の申立期間における勤務

実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金  事案11836                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年１月19日から37年９月23日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の加入記録が無い。同社に勤務していた

ことは確かであり、同社で勤務していたことを確認できる写真を提出するので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻から提出された写真及び申立期間当時、Ａ社に勤務していたとする従業員

の供述から判断すると、時期は特定できないが、申立人は同社に勤務していたことは推

認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 43 年７月１日に厚生年金保険の適

用事業所となっており、申立期間当時は、適用事業所となっていない。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 43 年７月１日に厚生年金保

険被保険者資格を取得した従業員は、「自分は、同社が厚生年金保険の適用事業所にな

る前から勤務していたが、厚生年金保険に加入する前は、保険料を控除されていなかっ

た。」と供述している。 

なお、Ｂ社は当時の資料は保管していないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険

の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11839 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年３月から56年５月20日まで 

Ａ病院に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間には、

同病院と同一建物内にあったＢ薬局で調剤業務を行っていたので、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ病院及び同病院と同一建物内にあったＢ薬局に勤務してい

たと申し立てている。 

しかし、オンライン記録により、Ａ病院は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

ことが確認でき、当時の事業主の連絡先が不明であることから、同病院及び事業主から、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の適用について確認することができない。 

また、Ａ病院に係る事業所別被保険者原票では、申立人が一緒に勤務していたと記憶してい

る同僚の氏名が確認できないため、上記事業所別被保険者原票により、申立期間当時にＡ病院

で厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員９名に照会したところ、４名から回答

があったものの、申立人を記憶していた者はいないため、これらの同僚及び従業員から、申立

人の申立期間における同病院の勤務実態及び厚生年金保険の適用について確認することができ

ない。 

一方、申立人がＡ病院と兼務していたとするＢ薬局は、オンライン記録及び適用事業所検索

システムにおいて、厚生年金保険の適用事業所になった記録を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11840 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年７月30日から同年８月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には昭和 50 年７月 31 日まで勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和50年７月31日まで勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人に係る雇用保険の記録では、申立人のＡ社における離職日は、昭和

50年７月29日であることが確認できる。 

また、Ｂ社から提出された辞令により、申立人は、昭和 50年７月 29日付けでＡ社を

退職していることが確認できる上、Ｂ社から提出された厚生年金保険被保険者管理台帳

により、申立人の被保険者資格喪失日は同年７月 30 日と記載されていることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11841（事案1906の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和６年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和30年３月30日から同年４月８日まで 

             ② 昭和31年４月19日から同年５月１日まで 

③ 昭和31年６月30日から同年７月１日まで 

④ 昭和32年８月27日から同年12月25日まで 

⑤ 昭和37年12月23日から38年２月１日まで 

Ａ社に船員として勤務した期間のうちの申立期間①、Ｂ社に船員として勤務した期

間のうちの申立期間②、Ｃ社に船員として勤務した期間のうちの申立期間③及びＤ事

業所に船員として勤務した申立期間④について、いずれも船員保険の加入記録が無い

ため、年金記録確認東京地方第三者委員会に対して申立てを行ったが、当時の船員手

帳を提出したにもかかわらず記録の訂正は認められなかった。船員保険の場合は、船

員手帳上の雇入れと同時に被保険者資格を取得できるはずであり、仮に、会社による

届出が遅れた場合であっても、雇入日から自動的に船員保険被保険者となる制度にな

っている。今回、当時の同僚の氏名を思い出したので、調査の上、各申立期間につい

て船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

また、Ｅ社に船員として勤務した期間のうち、申立期間⑤の船員保険の加入記録も

無い。当該期間についても、同様に船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしいとして申し立て

ているが、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性を考慮し、

労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り込む前に行政庁があらかじめその

労働条件の適法性等を確認するために設けている労働契約の公認制度であり、必ずし

も船員保険の加入期間と一致するものではなく、申立人が所持している船員手帳に記

載されている雇入年月日及び雇止年月日をもって、直ちに船員保険の被保険者資格の



                      

  

取得及び喪失の根拠とすることはできない。 

２ 申立期間①ないし④に係る申立てについては、申立人が当該申立てに係る事業所に

勤務していたことは認められるものの、当該期間については、申立人の船員保険への

加入事実や、申立人に係る船員保険料の給与からの控除について確認できる関連資料

等が得られないことから、申立人が船員保険の被保険者として、当該期間に係る船員

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできないとして、

既に当委員会の決定に基づき平成 21年３月 25日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

今回の再申立てについて、申立人は、申立てに係る事業所（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社及び

Ｄ事業所）における複数の同僚の氏名を提示しているが、これらの同僚については、

当該事業所に係る船員保険被保険者名簿に氏名が記載されていないため特定できない

か、又は、氏名が確認できる場合であっても死亡若しくは連絡が取れないこと等によ

り供述が得られず、当該事業所における当時の船員保険の取扱いや船員保険料の給与

からの控除等について確認することができない。 

また、上記複数の同僚のうち、上記被保険者名簿において船員保険の被保険者記録

が確認できる同僚については、申立人と同様、船員手帳上の雇入期間と船員保険の加

入期間が一致していない者が複数認められる上、申立人と同時期に被保険者資格を取

得又は喪失するなどしており、申立期間①ないし④において、申立人が乗船した船舶

において船員保険の加入記録が確認できる者は見当たらない。 

このほか、申立期間①ないし④について、委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情は見当たらない。 

３ 申立人が今回新たに申し立てている申立期間⑤については、申立人から提出のあっ

た船員手帳の記録により、申立人がＦ船の船員として、昭和 37 年 12 月 23 日から当

該期間を含めて 38 年 12 月 11 日までの期間、Ｅ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｅ社から提出のあった申立人に係る「船員保険被保険者資格取得届」によ

り、事業主が関係行政庁に対して、昭和 38 年２月１日を申立人の資格取得日として

届け出ていることが確認でき、これは、同社に係る船員保険被保険者名簿及びオンラ

インの記録と一致している。 

また、申立人が記憶していた複数の同僚については、上記被保険者名簿を確認した

ものの、いずれもその氏名が記載されていないためこれらの者を特定できず、当時の

Ｅ社における船員保険の取扱いや船員保険料の給与からの控除等について確認するこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間⑤に係る船員保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船

員保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11842（事案1905の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から同年11月26日まで 

代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違しているため、年金記録確

認東京地方第三者委員会に対して申立てを行ったが、記録の訂正は認められなかった。

今回の再申立てに当たって新たな資料は無いが、当時、会社の経営状況が悪化してい

た折、社会保険事務所（当時）において、滞納保険料の処理について、内容の分から

ない届出書に会社の代表者印を押したものの、同事務所の担当職員から標準報酬月額

の減額に係る説明を受けた記憶は無く、これに同意した記憶も無いため、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、社会保険事務所において、申立人に係る厚生年金

保険の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されているものの、当該届出書に会

社の代表者印を押印した旨供述し、かつ、代表取締役であった申立人が、当該減額処理

を有効なものではないと主張することは信義則上許されないとして、既に当委員会の決

定に基づき平成 21年３月 25日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

申立人は、「社会保険事務所からは、標準報酬月額の減額処理の結果、『いずれ支給

される年金はこうなりますよ。』との助言も無かったように思う。もし助言があったな

らば、それはやめてくれと言ったであろう。したがって、私は将来受け取る年金額に影

響することを承知し、同意・確認したわけでもないので、信義則にもとるとは思わな

い。」旨主張している。 

しかし、申立人は、今回、改めて上記標準報酬月額の減額処理に係る届出書に会社の

代表者印を押印したことを認めており、当該届出により申立人が業務を執行する責任を



                      

  

負っている会社が負担すべき保険料債務が縮減されているところ、Ａ社において、会社

の業務を執行する責任を負っている代表取締役であった申立人は、会社の業務としてな

された当該届出行為に責任を負うべきであり、その結果としての標準報酬月額の減額処

理が有効なものではないと主張することは信義則上認められず、また、当該主張は委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人の申

立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11843 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年４月１日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 34 年４月から勤務しており、また、当時の給料支払明細書を提出するので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間に係る給料支払明細書から判断すると、申立人は、

申立期間当時、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

一方、申立人は、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしいとして

申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、あっせんの対象となる事案は、事業主から、厚生年金保険被保険者が負担すべ

き保険料を源泉控除されていたと認められることが要件とされているところ、上記給料

支払明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から給与の支給を受けているものの、当

該給与に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確認でき

る。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入して

いることが確認できる複数の従業員のうち、連絡の取れた４人は、いずれも「自分は、

Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日よりも前に同社に入社している。」旨

供述しており、また、これらの従業員が入社したと供述している時期から当該被保険者

名簿における厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期間を見ると、いずれも３か月

ないし14か月となっていることが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、採用した従業員について、入社してか

ら相当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

さらに、上記被保険者名簿及びオンライン記録では、Ａ社は昭和 39 年 12 月 28 日に



                      

  

厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、同社の当時の代表者は連絡先が不

明であるため供述が得られず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控

除等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11844 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年４月１日から29年１月６日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行

ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 48 年５月に申立人が作成したものであるとして、申立人の妻から提出のあった

履歴書には、申立人が 25 年４月にＡ社に入社した旨記載されているところ、申立人の

同僚が、「自分は昭和 26 年ごろにＡ社に入社し、申立人はそれから約１年後に同社に

入社したと記憶している。」旨供述していることから判断すると、申立人が 27 年ごろ

から同社に勤務していたことは推認することができる。 

しかし、オンライン記録では、Ａ社は昭和 48 年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、また、同社の当時の代表者は既に死亡しているため供述が得ら

れず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認すること

ができない。 

また、申立人よりも約１年早く入社した旨供述している上記同僚は、Ａ社に係る健康

保険労働者年金保険被保険者名簿の記録では、厚生年金保険の被保険者資格取得日が、

申立人と同日の昭和29年１月６日であることが確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿等から申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが

確認できる複数の従業員のうち、連絡の取れた二人の従業員（共に申立人と同一職種）

について、これらの従業員がＡ社に入社したと供述している時期から、上記被保険者名

簿等における厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期間を見ると、12 か月又は 30

か月となっていることが確認できる。 



                      

  

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、採用した従業員について、入社してか

ら相当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

加えて、上記の同僚及び二人の従業員はいずれも、Ａ社に入社したと供述している時

期から厚生年金保険に加入するまでの期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除につ

いて記憶しておらず、また、当時の給与明細書等を保管していないと供述しているため、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができ

ない。 

また、厚生年金保険被保険者証記号番号払出簿における申立人の被保険者資格取得日

（昭和 29 年１月６日）は、上記被保険者名簿、厚生年金保険被保険者台帳及びオンラ

イン記録における申立人の被保険者資格取得日と一致していることから、社会保険事務

所（当時）の事務処理に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11845 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年２月１日から61年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間の勤務を確認できる在職証明書を提出するので、厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった「在職証明書」（Ｂ社が作成）、事業主の回答及びＡ社の当

時の複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間当時、同社に勤務してい

たことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録では、同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 60 年５月１日であり、申立期間のうち、同日以前の

期間は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、申立人は、「自分は、Ａ社に勤務した当初は、時給制の社員であった。」旨供

述しているところ、上記被保険者名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入している

ことが確認できる従業員は、「自分は、会社に勤務した最初の半年間は時給制の社員で、

その後に正社員として厚生年金保険に加入した。申立人も当初は時給制の社員で、相当

期間経過後に正社員になったと思う。」旨供述している。 

さらに、Ｂ社では、申立期間当時の従業員に係る資料を保存していないため、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができないと

しながらも、「現在の取扱いとして、当社では、従業員を厚生年金保険と雇用保険に一

体として同時に加入させている。」旨回答しているところ、上記被保険者名簿から申立

人と同時期に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる複数の従業

員は、いずれも、当該資格取得と同時期に雇用保険の被保険者資格も取得していること

が公共職業安定所の記録により確認できる。このことから、Ａ社では、申立期間当時に



                      

  

おいても、従業員を厚生年金保険と雇用保険に同時に加入させる取扱いであったと考え

られる。そして、申立人についても、厚生年金保険の記録における同社での資格取得日

及び雇用保険の加入記録における同社での資格取得日が、共に昭和 61 年４月１日と一

致していることが確認できる。 

加えて、申立人については、厚生年金保険手帳記号番号払出簿におけるＡ社での資格

取得日（昭和 61 年４月１日）が、上記被保険者名簿及びオンライン記録における資格

取得日と一致していることから、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然な点は見

当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11846 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年７月ごろから46年７月ごろまで 

Ａ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に当該事

業所に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ事業所に正社員として勤務し、動物の飼育に係る業務に従事

していた旨申し立てている。 

しかし、Ａ事業所については、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、

当該事業所名による確認を行ったものの、厚生年金保険の適用事業所としての記録が無

い。 

また、Ａ事業所の当時の代表者及び経理事務担当者は、いずれも既に死亡しているた

め供述が得られず、申立人の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険料の給与から

の控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、当時、Ａ事業所が従業員６人程度の事業所であった旨供述してい

るところ、このうち１人については、申立人はその姓を記憶しているのみであるため当

該従業員を特定できず、また、申立人は、その他の従業員の氏名を記憶していないため、

申立人の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除について確認

することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11847 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和23年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年４月１日から17年６月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、実際の

給与の月額に相当する標準報酬月額と相違している。当時の給与明細書及び預金通帳

を提出するので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に

基づき、あっせんの対象となる事案は、事業主から、厚生年金保険被保険者が負担す

べき保険料を源泉控除されていたと認められることが要件とされている。 

また、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間のうち、平成 15 年４月については、申立人から提出のあった当該期間に

係る給与明細書により、申立人は、当該期間において、オンライン記録上の標準報酬

月額（26 万円）に見合う報酬月額を超える給与（総支給額）を支給されていたこと

は確認できるものの、当該給与に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていないことが確認できることから、上記１を踏まえると、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、平成15年５月から同年11月までの期間については、申立

人から提出のあった預金通帳におけるＡ社からの給与振込明細により、申立人は、当

該期間において、オンライン記録上の標準報酬月額（26 万円）に見合う報酬月額を

超える給与（振込額）を支給されていたことは確認できるものの、申立人は、当該期



                      

  

間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認できる給与明細書、源泉徴収

票等を保管しておらず、また、同社では、申立人に係る資料を保存していないと回答

している上、オンライン記録から当該期間当時に厚生年金保険に加入していることが

確認できる複数の従業員のうち、連絡の取れた複数の従業員は、いずれも給与明細書

等を保管していないと供述しているため、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の給与からの控除等について確認することができない。 

３ 申立期間のうち、平成 15 年 12 月から 17 年５月までの期間については、申立人か

ら提出のあった当該期間のうちの一部の期間に係る給与明細書並びに申立人が居住し

ている市から提出のあった「平成 17 年度（平成 16 年中所得）市民税・都民税課税

（非課税）証明書」及び「平成 18年度（平成 17年中所得）市民税・都民税課税（非

課税）証明書」等により、申立人は、当該期間において、オンライン記録上の標準報

酬月額（26 万円）に見合う報酬月額を超える給与（総支給額）を支給されていたこ

とは確認できるものの、当該給与明細書等において確認できる厚生年金保険料控除額

等を基に算定した標準報酬月額は、オンライン記録上の申立人に係る標準報酬月額の

記録（26万円）と一致している。 

このため、上記１を踏まえると、申立期間のうち、平成 15 年 12 月から 17 年５月

までの期間については、報酬月額に基づく標準報酬月額より厚生年金保険料控除額に

基づく標準報酬月額が低く、当該控除額に基づく標準報酬月額はオンライン記録と一

致していることから、上記給与明細書等に基づき記録訂正を行うことはできない。 

４ このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年８月13日から59年１月21日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことが確認

できる。 

しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の資料が無く、申立人の厚生年金保険の加入状況等

については不明。」と回答している。 

また、Ａ社の申立期間当時の人事担当者は、申立人を記憶しており、「申立人はパー

トタイマーであった。昭和 56年又は 57年ごろは、Ａ社の経営母体が変更になったこと

により、工場閉鎖、大量解雇を行った時期であり、パートタイマーの厚生年金保険の被

保険者資格を一時的に喪失させたことがあった。資格を喪失させた従業員の厚生年金保

険料については、控除していなかった。」旨供述している。 

さらに、申立人は同僚１名を記憶しているが、その同僚とは連絡が取れないことから、

当時の厚生年金保険の加入状況を確認することはできない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立期間に厚生年金保険に加入

していたことが確認できる従業員に照会したところ、そのうち一人は申立人を記憶して

おり、「申立人と同様にパートとして勤務していたが、昭和 59 年１月からパートも厚

生年金保険に加入できるようになり、申立人と同時に厚生年金保険に加入した。」旨供

述しているところ、申立人と同日である昭和 59年１月 21日に厚生年金保険の被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

このほか、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の被保険者記録に不自



                      

  

然な記録訂正等が確認できないほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年10月ごろから35年４月ごろまで 

② 昭和36年12月ごろから37年３月ごろまで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①、Ｃ社（現在は、Ｄ社）に勤務した申

立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。 

  Ａ社では３か月の契約で数回勤務し、勤務時期をはっきりとは記憶していないが当

時の同僚の名前を記憶しており、それぞれの期間にアルバイトとして勤務していたこ

とは確かなので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していた旨申し立てているが、Ｂ社は、

「申立期間①当時の従業員に関する資料等を保管していないことから、申立人の勤務の

実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。」と回答している。 

また、申立人は、Ａ社において一緒に勤務していた同僚について、姓のみを記憶して

いることから、これらの者を特定することが困難であり、申立人の申立期間①当時の勤

務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間①に厚生年金

保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、連絡の取れた７

名はいずれも、「申立人のことは記憶に無い。」と供述している。 

加えて、申立人は、Ａ社ではアルバイトで勤務していた旨供述しているところ、上記

従業員のうち２名は、「同社では、アルバイトやパートの人は厚生年金保険には加入し

ていなかったと思う。」と供述している。 

また、上記被保険者名簿において、申立人の氏名は確認できず、健康保険の整理番号

に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

申立期間②について、申立人は、Ｃ社に勤務していた旨申し立てているが、Ｄ社は、



                      

  

「申立期間②当時の従業員に関する資料等を保管していないことから、申立人の勤務の

実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。」と回答している。 

また、申立人がＣ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚は、同社での勤

務についてほとんど覚えていない旨供述していることから、申立人の申立期間②当時の

勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、申立期間②に

厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、連絡の

取れた５名はいずれも、「申立人のことは記憶に無い。」と供述している。 

加えて、申立人は、Ｃ社ではアルバイトで勤務していた旨供述しているところ、上記

従業員のうち２名は、「当社では、アルバイトの人は厚生年金保険には加入していなか

ったと思う。」と供述している。 

また、上記被保険者名簿において、申立人の氏名は確認できず、健康保険の整理番号

に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11859 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①及び②について、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間③について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和24年10月25日から25年１月31日まで 

② 昭和26年７月１日から27年６月30日まで 

③ 昭和54年１月１日から平成７年４月１日まで 

Ａ事業所のボーイとして勤務していた申立期間①及び②について厚生年金保険の加

入記録が無いので、記録を訂正してほしい。Ｂ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間の

うち、申立期間③について、毎月 52 万 3,000 円をもらっていたので、標準報酬月額

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人はＡ事業所で勤務したとしているが、同事業所に

係る厚生年金保険被保険者資格確認標を保管しているＤ局Ｅ事務所では、「申立人は、

昭和 24年５月 20日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年 10月 25日に資格喪

失した後、25年１月 31日に再取得し、26年７月１日に喪失したと記録されている。」

と回答しており、オンライン記録と一致している。 

また、連合国軍要員のうち、非軍事的業務に使用されるに至った者の被保険者資格

については、「連合国要員のうち非軍事的業務に使用されるに至った者の被保険者資

格の取扱いについて」（昭和 26 年７月３日保発第 51 号、厚生省保険局長から都道府

県知事あて通知）により、昭和 26 年７月１日以降は、雇用関係の切替えにより、クラ

ブ、ＰＸ，ホテル、劇場、宿舎などの非軍事的業務に使用される者及びハウス等個人

的に使用される者は、政府の直傭使用人としての身分を喪失することになり、健康保

険及び厚生年金保険の強制被保険者とはならないとされており、Ａ事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人と同様に同年７月１日に資格喪失した被



                      

  

保険者が多数いることが確認できる。 

さらに、申立人が記憶している同僚３名は、上記被保険者名簿に記載が無く、連絡先

が不明であることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

加えて、上記被保険者名簿から、申立期間①及び②当時に勤務していたことが確認で

きる従業員に照会したところ、連絡の取れた 10 名はいずれも申立人を記憶しておらず、

申立人の勤務状況等は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間③について、申立人は、昭和 54年１月から毎月 52万 3,000円の報酬を受け

ていたとしている。 

しかし、Ｃ社から提出された「厚生年金基金加入員資格取得および標準給与決定通知

書」の標準給与月額及び「厚生年金基金加入員資格喪失通知書」の標準給与月額並びに

Ｆ基金から提出された申立人のＣ社に係る申立期間の標準報酬月額は、いずれもオンラ

イン記録の標準報酬月額と一致している。 

また、Ｃ社は、「社会保険事務所（当時）に届出どおりの標準報酬月額に見合う保険

料を控除した。」と回答している。 

さらに、申立人がＢ社を平成７年６月 16 日に離職したことに伴い作成された雇用保

険受給資格者証の「離職時賃金日額」から算出される賃金月額は、申立人が主張する報

酬額よりも低額となっている。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間③に

ついて申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11860 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年７月１日から28年８月１日まで 

Ａ事業所(後に、Ｂ社に商号変更)の配達係として昭和 27 年６月１日に入社し、28

年７月 31 日まで勤務したが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。１か月間

で辞めた記憶は無いので、良く調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間にＡ事業所に勤務していたと申し立てているが、同社は既に解散し

ており、当時の事業主に連絡できないことから、申立人の勤務状況や厚生年金保険の加

入状況等について確認することができない。 

また、申立人は、同僚の名前を覚えていないことから、Ａ事業所に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿で、申立期間当時に被保険者であったことが確認できる従業員に

照会したところ、回答のあった２名は、申立人の氏名を覚えていない旨供述している。 

さらに、上記従業員のうち１名は「事業所は１か所で従業員数は 30 名ぐらいの会社

であったので、１年間在籍していれば名前を覚えていると思う。パン製造は夜まで勤務

し、配送係は朝が早くてきつい仕事であり、当時は、入社してすぐに辞めていく従業員

が多かった。」と供述している。 

加えて、申立人は、Ａ事業所が昭和 27年 12月１日にＢ社に商号変更していることを

記憶していない。 

一方、上記被保険者名簿に不自然な記録訂正等は無く、厚生年金保険被保険者台帳で

も、資格喪失日は昭和 27 年７月１日と記載され、喪失原因欄に「退職」と記載されて

いる 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生



                      

  

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年６月から44年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間も営業職として同社Ｂ支店で勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは確認でき

る。 

しかし、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主と連絡が取れず、申立人の申立期間

における厚生年金保険の取扱いについては、確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間当時、厚生年金保険に加入

していることが確認できる従業員に照会したところ、連絡の取れた申立人と同職種であ

った従業員は、「自分の勤務期間は昭和 43年７月１日から 44年 12月 31日だった。」

と供述しているところ、上記名簿で確認できる資格取得日は昭和 44 年３月１日、資格

喪失日は同年 12月 31日と記録されており、入社から一定期間は厚生年金保険に未加入

となっていることが確認できる。 

さらに、上記従業員は、「厚生年金保険の未加入期間における保険料の控除について

は不明である。」と供述していることから、申立人の申立期間における保険料控除につ

いて確認できない。 

加えて、厚生年金保険記号番号払出簿では、申立人の厚生年金保険の記号番号の払出

日は昭和 44年９月 17日、厚生年金保険の資格取得日は同年９月１日と記録されており、

上記被保険者名簿の記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年８月１日から40年７月28日まで                          

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社（昭和 40 年１月１日より前は、Ａ社Ｂ工場）

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間も同社に勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に勤務したと申し立てている。 

   しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、その所在地を

管轄する法務局に商業登記の記録が確認できない。また、申立人が記憶する事業主は、

同社での厚生年金保険の被保険者記録が無く、同社に係る事業所台帳に記録されている

事業主は、住所不明で連絡を取ることができない。 

   これらのことから、Ａ社及び当該事業主からは、申立人の申立期間における勤務実態

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

      また、申立人が記憶する同僚５名について調査したところ、１名は被保険者記録が無

く、１名は住所が不明であり、連絡先が確認できた３名に照会したところ、２名は申立

人を記憶しておらず、１名は申立人と一緒にＡ社に入社したことは覚えているが、申立

人が退職した時期は覚えていないとしている。 

   さらに、上記の事業所台帳から、申立人と同様に昭和 38 年６月に被保険者資格を取

得し申立期間も被保険者であった従業員３名に照会したところ、回答のあった２名は、

申立人が申立期間においてＡ社で勤務していたか覚えていないとしている。 

   加えて、上記の事業所台帳によると、申立人と一緒に入社したことを記憶している同

僚は、昭和 39 年９月１日に資格喪失し、同年の定時決定の記録があるものの、同年８

月１日に資格喪失と記録されている申立人には定時決定の記録が無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除



                      

  

については、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年10月から46年２月３日まで 

                         ② 昭和54年から62年９月まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①及びＣ

社（現在は、Ｄ社）に勤務した申立期間②の加入記録が無い。しかし、それぞれ勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の事業主及び複数の同僚の供述から、期間は特定できない

ものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保管しておらず、申立人の在籍が確認できな

いとしていることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

また、Ａ社における事業主、経理担当者及び同僚一人が、申立人を記憶しているもの

の、申立人の入社時期を覚えていないことから、これらの者から申立人の入社時期を確

認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、当時、被保険者であった従業員

18 人に照会したところ、回答があった 10 人のうち９人が申立人を記憶していないとし

ており、残りの一人は申立人を知っているものの申立人の入社日を覚えていないとして

いることから、この者から申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

 申立期間②について、Ｄ社は、「申立期間当時当社に在籍していた者からの聴取によ

り、申立人の在籍が確認できた。」と回答していることから、期間の特定はできないも

のの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｄ社は、「申立人に係る給与明細書等の資料を保管していないため詳細は不



                      

  

明であるが、正社員であれば、確実に厚生年金保険に加入させ、保険料を徴収し、社会

保険事務所（当時）への納付も行っているので、申立人の厚生年金保険の加入記録が無

いとすれば、申立人が臨時社員として在籍していた可能性が高い。」と回答している。 

また、申立人は、Ｃ社に勤務していた同僚一人を記憶していたが、当該同僚は既に死

亡している。そこで、同社に係る事業所別被保険者名簿により、当時、被保険者であっ

た従業員 17 人に照会したところ、４人が申立人を記憶しており、そのうち二人は、

「申立人はアルバイトあるいはフルタイムのパート社員だったのではないか。」と供述

している。 

 さらに、上記の証言を行っている者の一人は、「当時、現場の人で正社員の人は少な

く、多くの人が臨時社員であるフルタイムのパート社員だった。当時の専務が、勤務成

績によって正社員にすると言っていたのを覚えている。」と供述しており、また、もう

一人は、「入社時はフルタイムのパート社員だったが、正社員になったと同時に厚生年

金保険に加入した。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和18年２月から21年６月１日まで 

Ａ社は、自分が昭和 18 年２月ごろに乗船していたＢ船を同年３月ごろに借り入れ

たところ、同船は 20 年２月ごろ撃沈された。その後、Ｃ国軍の主計兵となり、21 年

６月１日にＣ国に帰国するまでの間、同社から実家の父親あてに給与が送金されてい

たと聞いていたので、申立期間を船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ省Ｅ局が保管している応召者名簿により、申立人が、申立期間のうち、昭和 20 年５月１

日から同年９月２日までの期間において、Ａ社に在籍していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は、休眠状態であり、申立期間当時の従業員に係る資料は入手できず、同社に

係る商業登記簿は廃棄されており、代表者等の氏名も判明しない上、申立人は当時の上司、同

僚等を記憶していないことから、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から確認でき

る従業員に照会したが、申立人を記憶している者はおらず、申立人の勤務の実態及び船員保険

料の控除等について確認できない。 

また、申立人は、船員手帳を保有していないことなどから、Ａ社が借り入れたＢ船の船員と

して、申立期間に同船に乗船していたことを確認することができない上、同船に係る船員保険

被保険者名簿によれば、同船が船員保険の適用事業所となったのは昭和 26 年９月１日であり、

申立期間は船員保険の適用事業所になっていないことが確認できる。 

さらに、申立人は、上記Ｂ船の船長、船員等８人を記憶しているが、いずれも死亡又は所在

不明であり、連絡が取れないことから、申立人の勤務の実態等について確認できない。 

 このほか、申立人の申立期間に係る船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船員保険

の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年12月26日から39年３月30日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においても、Ａ社に勤務していたと申し立てているが、オンライ

ン記録では、同社において、昭和 37 年９月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得

し、38年 12月 26日に資格を喪失後、39年３月 30日に再度資格を取得していることが

確認できる。 

一方、Ｂ社は、「申立期間当時の従業員に係る資料が保存されておらず、申立人の勤

務の実態及び厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答しているが、当時

のＡ社の役員は、「当時のバスガイドの中には、一度会社を辞めた後、再び会社に入社

してくる者もいた。」と供述している。 

また、オンライン記録によると、申立人がＡ社で昭和 39年３月 30日に厚生年金保険

の被保険者資格を再取得したときの標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額より

6,000 円引き下げられているところ、申立人と同様に、同社で被保険者資格を一度喪失

し、相当期間（５か月から 11 か月）経過後に被保険者資格を再取得した複数の従業員

の標準報酬月額も6,000円引き下げられていることが確認できる。 

さらに、上記従業員のうちの一人は、「Ａ社を一度退職したが、半年ぐらい後に同社

に再び就職した。」と供述している。 

これらのことから、申立人についても、申立期間においてＡ社を退職していたと考え

るのが自然である。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年４月１日から同年11月26日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には昭和 29 年４月１日から勤務していたので、申立期間も厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社の同期入社の従業員の供述から、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは

推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の後継

会社であるＢ社は、「Ａ社の従業員に関する資料は残っておらず、申立人の同社におけ

る勤務の実態や厚生年金保険料の控除等については不明である。」と回答している。 

また、Ａ社の当時の代表者は所在が判明せず、連絡が取れないが、当時の同社の厚生

年金保険事務を担当していた総務課長は、「当時、新入社員には試用期間があり、入社

してすぐには厚生年金保険に加入させておらず、数か月の試用期間が経過した後に厚生

年金保険に加入させてから厚生年金保険料を控除していた。」と供述している。 

さらに、Ａ社の当時の経理課長は、「当時の新入社員は６か月くらいの試用期間があ

り、試用期間中は厚生年金保険に加入させておらず、保険料も控除していなかった。」

と供述している。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人同様、昭和 29

年 11月 26日に厚生年金保険被保険者資格を取得した複数の従業員に照会したところ、

そのうちの一人が「自分は昭和 29年３月 25日に同社に入社した。当時は相当期間の試

用期間があり、試用期間中は厚生年金保険には加入しておらず、試用期間経過後に厚生

年金保険に加入し、保険料が控除されるようになった。」と供述しているほか、複数の

 



                      

  

従業員が、当時、Ａ社では４か月から８か月間の試用期間があった旨供述していること

から、同社では、当時、入社後相当期間が経過した後に厚生年金保険に加入させていた

と考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者証の厚生年金保険被保険者資格取得年月日は、

オンライン記録と同じ昭和 29 年 11 月 26 日となっており、当該資格取得日に訂正等の

不自然な形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年３月から同年９月まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）本社工場に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同工場に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時のＡ社本社工場の従業員の供述により、期間は特定できないが、申立人

が同工場に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ｂ社は、「当時の従業員に関する人事記録等を保存していないため、申立人

の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等については不明である。また、当時、Ａ社本社

工場では、試用期間を設けていたと思われる。」と回答している。 

また、申立人は、当時の上司及び同僚を記憶していないことから、Ａ社に係る事業所

別被保険者名簿により、申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認でき、

かつ、連絡先が判明した複数の従業員に照会したところ、入社時期について供述が得ら

れた従業員９人について、その供述内容及び上記被保険者名簿により、入社後２か月か

ら２年２か月程度経過後に厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる。 

さらに、上記供述が得られた従業員のうち、申立人と同じＡ社本社工場に勤務してい

た従業員は、「同社では、本社採用の場合、大学卒で２か月、高校及び中学校卒で６か

月程度の試用期間があり、厚生年金保険には本採用と同時に加入することになっていた。

本採用後の給与の手取り額がそれまでよりも減額になったことを記憶しているので、試

用期間中に保険料は控除されていなかったと思う。」と供述している。 

加えて、上記被保険者名簿を確認したところ、健康保険整理番号に欠番は無いことか

ら、申立人の記録が失われたとは考え難く、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自

然さはみられない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年８月ごろから12年10月ごろまで 

Ａ社が経営する店舗であるＢ店に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同店に勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の加入記録から、申立人が、申立期間にＡ社のＢ店に勤務していたことが確認で

きる。 

 しかしながら、Ａ社は、平成 12年10月 17日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、当時の従業員に係る資料が入手できず、当時の代表者は所在が判明しないことから連絡が

取れず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、当時のＡ社の役員及び関連会社の複数の役員は、「当時、Ｂ店の従業員は、Ａ社の従

業員として採用し、原則的に国民年金に加入させており、健康保険については、同社が加入す

るＣ国民健康保険組合に加入させていた。厚生年金保険に加入できたのは、社長が許可した者

だけだった。」と供述している。また、Ｃ国民健康保険組合の回答書により、申立人が、同国

民健康保険組合に平成８年９月１日から12年 10月 17日まで加入していることが確認できる。 

 さらに、Ａ社の当時の監査役は、「当社は、Ｂ店の従業員を厚生年金保険に加入させるよう、

国から再三勧告を受けていたが財政上できなかった。」と供述している。 

 加えて、申立人が記憶している上司二人は、所在が判明せず連絡が取れないが、オンライン

記録によれば、いずれもＡ社における厚生年金保険の加入記録が無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案11874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年３月21日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが分か

り、同社に相談した。同社は、社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、保

険料は時効により納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間とされ

ているので、年金額の計算基礎とされる期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった申立人に係る平成５年４月の賃金台帳から、同年３月分の厚生

年金保険料が控除されていることが確認できる。このことから、同社は申立人からの指

摘を受け、21年 12月 11日付けで、申立人の資格喪失日を５年３月 21日から同年４月

１日に訂正する旨の届出を行い、記録訂正が行われたが、厚生年金保険法第 75 条本文

の規定により保険給付には反映されない。 

また、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立期間に係る賃金台帳に記載さ

れている出勤日数等から、申立人が申立期間において同社に勤務していたことは確認で

きない。 

なお、Ａ社は、「申立人の依頼を受けて訂正の届出を行ったが、申立期間の勤務に関

する資料は保管していない。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ａ社を退職したのは平成５年３月 20 日であると供述しているこ

とから、申立人が同社に同年３月末日まで勤務していなかったことを認識している。 

一方、厚生年金保険法第 19 条の規定において、被保険者期間を計算する場合は、月

によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを

これに算入するとされており、また、同法第 14 条の規定において、資格喪失の時期は

その事業所に使用されなくなった日の翌日とされることから、申立人のＡ社における資

格喪失日は、平成５年３月 21 日となり、申立人が主張する申立期間は厚生年金保険の



                      

  

被保険者期間に算入することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年４月１日から54年２月28日まで 

Ａ事務所に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当時、同じ雇

用条件で臨時職員として勤務していた同僚の被保険者記録はあるので、同事務所で勤

務していた期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚及び申立人と同じ職場で勤務していたＢ県職員の供述により、期間は特定できな

いものの、申立人がＡ事務所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ県の当時の総務担当経験者は、「臨時職員の場合は在籍期間が短く、転職

の可能性があること、保険料の本人負担分があることから厚生年金保険の加入を希望し

ない者もいた。また、予算措置の都合等の理由から厚生年金保険に加入していない場合

があった。」と回答している。 

また、Ａ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が名前を

挙げた臨時職員二人のうち一人の厚生年金保険の被保険者記録が確認できず、申立人の

同僚が一緒に勤務していたとする臨時職員のうち一人についても同事務所に係る厚生年

金保険の被保険者記録を確認できない。 

さらに、オンライン記録では、Ａ事務所に係る健康保険の整理番号に欠番は確認でき

ず、申立人の記録が欠落したとは考え難い上、同事務所を管轄する年金事務所から提出

された厚生年金保険手帳記号番号払出簿においても、申立期間における申立人の手帳番

号の払出記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



                      

  

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年12月１日から41年１月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社に勤務した期間のうち、海外での給与支給額は覚えて

いないが、申立期間の海外での支給分が標準報酬月額に加算されていない。また、標

準報酬月額が一部期間減額されている。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった従業員経歴書により、申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年

12 月 27 日から 40 年 12 月 17 日までの期間において、Ｄ国のＥ駐在員事務所に勤務し

ていたことが確認できる。 

また、申立期間のうち昭和 38 年 12 月から 39 年９月までの期間の標準報酬月額につ

いては、オンライン記録によると、当時の最高等級であることが確認できる。 

また、Ｂ社は、「当時、申立人のように独身の海外勤務者の給与は現地駐在員事務所

払としており、日本での給与支給は無く、現地駐在員事務所から支給された給与からは

厚生年金保険料を控除していなかった。また、独身の海外勤務者については、昭和 30

年代ごろまで、各種手当のみを『みなし給与』として厚生年金保険の標準報酬月額の対

象としていた。」旨供述している。 

さらに、Ａ社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同様に、

昭和 34年から 39年までの期間において標準報酬月額が減額されている海外勤務者は申

立人を含め７人確認でき、これら海外勤務者のうち、連絡の取れた二人は、「給与は現

地駐在員事務所から支払われており、厚生年金保険料は給与から控除されていなかっ

た。」と供述していることから、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を控除されていたことを確認することはできない。 

このほか、申立期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料



                      

  

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録の訂正を認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年７月１日から15年３月31日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、給与

月額と相違していることが分かったので、私の申立期間に係る標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初、平成 13

年７月から 15年２月までは 30万円と記録されていたものが、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった 15年３月 31日の同日付けで遡及
そきゅう

して９万 8000円に減額訂正さ

れていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本によれば、申立人は、「日本における代表者」

として記載がある上、オンライン記録の「事業所記録照会回答票（基本記録）」におい

ても同社の事業主として登録されていることが確認できる。 

また、申立人は、「社会保険事務所（当時）に平成 15 年３月に会社閉鎖の届出に行

った際に、保険料の滞納を指摘された。」と述べているが、社会保険料滞納処分票によ

れば、申立人は 14 年８月１日に社会保険事務所を訪れ、滞納保険料の一部を納付し、

引き続き滞納保険料の納付について、社会保険事務所と交渉していることが確認できる。 

さらに、申立人は、「ねんきん定期便により、申立期間に係る標準報酬月額の記録が

改ざんされたことが分かった。」と述べているが、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額が記載された「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」及び「健康保険

厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書」は、申立人が所持し、申立てをする際に提

出しており、申立人の標準報酬月額の減額訂正に係る届出を自ら行っていたものと考え

るのが自然である。 



                      

  

加えて、申立人は上述の健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書及び健康

保険厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書に係る届出書類に代表者印を押印する立

場であり、かつ、Ａ社の日本における代表者であることから、申立人が上述の減額訂正

の処理に同意していたと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負う日

本における代表者として自らの標準報酬月額に係る減額訂正の処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報

酬月額の記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年10月１日から60年９月19日まで 

Ａ社に勤務した申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。同社では営業の業

務に従事していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「当社の資料では、申立人は昭和 59年 10月２日入社となっている。」と回

答していることから、申立人は、申立期間の一部において同社に勤務していたことは認

められる。 

しかしながら、Ａ社は、「当社と申立人とは業務委託契約を結び、歩合により外務員

報酬を支払うこととなっているため、申立人は社会保険に入っていない。」と回答して

いる。 

また、Ａ社が提出した申立人に係る昭和 59年及び 60年分の「報酬、料金、契約金及

び賞金の支払調書」には「外務員報酬手当」の記載があり、申立人は、申立期間におい

て歩合制の外務員であったことが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿には、申立人が、同社で同じ業務で勤務し

たとする上司３人及び同僚３人の氏名が見当たらない上、同名簿に健康保険の番号に欠

番は無く、訂正などの不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成13年10月１日から14年３月１日まで 

             ② 平成15年３月１日から同年４月１日まで 

Ａ社の派遣社員としてＢ社Ｃ事業所に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②

に係る厚生年金保険の加入記録が無い。平成 13年 10月１日から 15年３月 31日まで、

週５日以上、契約のとおり勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社の合併先であるＤ社から提出された社員台帳及び雇用

保険の加入記録から、申立人が、申立期間①の大部分の期間においてＡ社の派遣社員

として、Ｂ社Ｃ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上述の社員台帳によれば、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を

取得したのは、平成 14 年３月１日であることが確認でき、また、Ａ社が加入してい

た健康保険組合の回答書からも、申立人が健康保険組合の被保険者資格を取得したの

は平成14年３月１日であることが確認できる。 

これについて、Ａ社の元事務担当者は、「社会保険の資格取得日については、各現

場で試用期間後の雇用契約に基づいている。基本的には試用期間が３か月あり、その

後正式に契約社員としての契約書を取り交わす。なお、試用期間の長短は、個人の勤

務状況や現場の状況によって異なる。」と述べていることから、Ａ社における厚生年

金保険の取扱いは、入社と同日に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかが

える。 

また、申立人から提出された「平成 13 年分給与所得の源泉徴収票」によれば、支

払金額は 29 万 6,250 円、社会保険料等の金額は３万 4,707 円と記載されているが、

摘要欄には、前職での支払金額が 11 万 1,300 円、社会保険料等の金額が３万 3,440



                      

  

円と記載されていることから、Ａ社に係る支払金額と社会保険料等の金額を計算した

ところ、それぞれ 18 万 4,950 円、1,267 円であることが分かり、申立人はＡ社にお

いて平成 13 年に係る厚生年金保険料を給与から控除されていなかったことが確認で

きる。 

なお、Ａ社の元事務担当者は「Ａ社の給与締日は毎月末日、支払日は平成 14 年３

月分までは翌月 10日振込、同年４月分以降分からは翌月 15日振込、保険料控除は当

月控除である。」と述べている。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ａ社には、平成 15 年３月 31 日まで勤務し

た。」と主張している。 

しかしながら、前述の社員台帳及び雇用保険の加入記録によれば、申立人は、Ａ社

を平成 15年２月 28日付けで離職していることが確認できる上、同社員台帳から、申

立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したのは、15 年３月１日であることが確

認できる。 

また、Ａ社が加入していた健康保険組合の回答書から、申立人が同健康保険組合の

被保険者資格を喪失したのは、平成15年３月１日であることが確認できる。 

さらに、申立人から提出された、「平成 15 年分給与所得の源泉徴収票」から、申

立人は、Ａ社を平成 15年２月 28日に退職していることが確認できる。なお、当該源

泉徴収票には、社会保険料等の金額は 10 万 4,667 円と記載されており、試算したと

ころ、この金額は申立人の 14 年 12 月、15 年１月及び同年２月の厚生年金保険料と

健康保険料の合計額に相当する額であったと判断できる。 

加えて、前述の元事務担当者が、「平成14年４月分以降分からは、翌月15日振込、

保険料控除は当月控除である。」と述べており、また、前述の給与振込口座の預金明

細一覧によれば、Ａ社から最後に給与が振り込まれたのは、15 年３月 14 日であった

ことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年12月30日から37年９月30日まで 

昭和 32 年３月に中学を卒業してＡ社に勤務し、37 年９月 30 日まで同社にいたは

ずだが、厚生年金保険は 35 年 12 月 29 日で打ち切られている。申立期間も同社に勤

務し、厚生年金保険料を控除されていたと思うので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 32 年３月に中学を卒業してＡ社に勤務し、37 年９月 30 日まで同

社に勤務したはずであるので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」と主張

している。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社における厚

生年金保険の加入記録は、取得年月日が昭和 32年３月 28日、喪失年月日が 35年 12月

29 日となっている上、申立期間において同被保険者名簿に訂正などの不自然な点は見

られない。 

また、Ａ社に係る閉鎖商業登記簿謄本によれば、同社は昭和 41 年３月＊日に解散し、

当時の社長をはじめ役員はすべて死亡しており、申立人の申立期間における勤務実態及

び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、前述の事業所別被保険者名簿から、申立期間当時にＡ社に勤務していた元従

業員 30 人のうち、住所の判明した９人に、申立人の申立期間における勤務実態につい

て文書照会を行ったところ、３人から回答があり、うち二人の元従業員は、「申立人を

知らない。」と回答しており、残りの一人の元従業員は、「申立人を知っているが、申

立人の勤務期間は不明である。」と回答している。 

加えて、申立人が覚えている経理担当者の退職に関連して、申立人は、「その人より

自分の方が早く退職したと思う。」と述べているが、当該経理担当者のＡ社における資



                      

  

格喪失日は、前述の事業所別被保険者名簿によれば、昭和 37 年９月１日であることが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年３月から63年３月まで 

Ａ社に昭和62年３月から63年３月まで勤務したが、この期間の厚生年金保険の加

入記録が無い。当時の給与明細書は持っていないが、同時入社の同僚３人と一緒に同

社で販売業務を担当していた。同社に勤務していたのは間違いないので、申立期間を

厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が述べているＡ社における担当業務、勤務場所及び同社の営業形態並びに申立

人から提出があった同社の社名と住所入りの書簡箋
しょかんせん

から、期間は特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間

当時の事業主は、「自分は社会保険関係には関わってなく、また、当時の資料は無いの

で何も分からない上、申立人も知らない。」と回答していることから、申立人の申立期

間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、オンライン記録からＡ社において申立期間当時に厚生年金保険に加入している

元従業員 18 人に、申立人及び同僚として姓のみ挙げた３人並びに上司として姓のみ挙

げた人物について文書照会したところ、８人から回答があったが、申立人及び前述の同

僚３人を知っていると回答した者はなく、前述の上司については、元従業員の一人から、

「そのような人物はいた。」と回答があったものの、名前までは覚えていなかった。 

さらに、前述の８人のうちの３人は、「申立人が述べる職種は歩合給であった。」と

しており、そのうちの一人は、「歩合給の人は厚生年金保険には入っていなかった。」

と述べている。 

加えて、申立期間に係るＡ社の職歴審査照会回答票には整理番号に欠番が無い上、同

回答票に申立人及び前述の同僚３人の氏名並びに上司と同じ姓の者が見当たらない。 



                      

  

このほか、申立期間のうち、昭和 62年３月から同年５月 31日までの期間は、Ａ社は

厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる上、同年６月１日以降の申立期間に

おいても厚生年金保険料の控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年８月１日から42年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、申立期間以前の

標準報酬月額と比べて大幅に減額されているのが腑
ふ

に落ちない。給与明細書等は無い

が、入社以来、給与が下がった記憶は無いので、調査してこれを解明してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、昭和 41 年８月の随

時改定で、それまでの３万円から２万 2,000円に減額されていることについて、給与明

細書等は無いが、給与が毎年昇給していた時期なので、減額は考えられない。」と主張

している。 

しかし、Ａ社から提出された申立期間当時の厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知

書によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の改定前の直近３か月の賃金は、昭

和 41年の５月が２万 3,146円、６月が２万 2,201円、７月が２万 3,400円で、その平

均賃金は２万 2,915円となり、オンライン記録の標準報酬月額の２万 2,000円と符合し

ている。このことについて同社の人事担当者は、「昭和 41 年８月に申立人の標準報酬

月額を改定したことは当社の保存資料で確認できるが、改定前の直近３か月の賃金が低

下した理由については、詳細資料が無く不明である。」と回答している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人が入社した前後の期間であ

る昭和 36年４月から 39年４月までの間に被保険者資格を取得した女子従業員は 198人

であり、そのうち 41 年８月時点での在籍者は 127 人となり、うち 124 人は、同年８月

の随時改定で、標準報酬月額が 3,000円から１万1,000円までの範囲で減額されている

ことが確認できる。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の標準報酬

月額の記載内容に訂正などの不自然な点は見られない。 



                      

  

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年９月10日から52年１月31日まで 

Ａ社に営業職として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。事業主及び同僚二人とともに同社に継続して勤務していたので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が新規適用事業所となった昭和 48 年４月ごろから同社に勤務していた同僚の供

述から、申立人が50年11月末ごろまで同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 52年１月 31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、事業主及び申立人が記憶している当時の同僚二人は、いずれも連絡先不明のた

め、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、事業主及び上記の同僚二人とともに、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった時点まで勤務していた旨主張しているが、同社に係る事業所別被保険

者名簿から、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和 52年１月 31日におけ

る被保険者は、事業主一人のみであり、当該同僚二人の資格喪失日は、申立人の資格喪

失日と同日であることが確認できる。このことについて、申立人は、「Ａ社入社後３年

ぐらいしてから給与が定額制から歩合制になっており、その時期が厚生年金保険の資格

喪失の時期と同じころだったと思う。」と供述している。 

さらに、オンライン記録から、申立人は、厚生年金保険の被保険者であった全期間に

ついて、平成 16 年１月に脱退手当金を受給していることが確認でき、また、申立期間

のうち、昭和 49 年４月から同年６月までの期間について、国民年金保険料を納付して

いることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11889  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 昭和31年５月31日から37年７月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は、同社Ｂ支部に勤務しており、健康保険証を使った記憶があるので、申立期間も厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

                                    

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社から提出された台帳及び同僚の供述から、申立人が昭和 27年 11月４日から平成

元年９月30日まで、同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムから、申立期間当時、Ａ

社は、本部のみが厚生年金保険の適用事業所となっており、同社Ｂ支部は適用事業所と

なっていなかったことが確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、事業所別被保険者名簿、申立

人に係る厚生年金保険被保険者台帳及びオンライン記録によると、同社における申立人

の被保険者記録は、 昭和 29年６月 20日から 31年５月 31日までの期間及び 37年７月

１日から平成元年 10 月１日までの期間となっており、申立期間の厚生年金保険加入記

録は見当たらない。 

さらに、厚生年金保険被保険者番号払出簿によると、申立人の昭和 29年６月 20日の

資格取得時及び 37 年７月１日の再取得時には、それぞれ別の厚生年金保険被保険者番

号が払い出されており、上記払出簿に記載された資格取得日は、健康保険厚生年金保険

被保険者名簿等及び厚生年金保険被保険者台帳の記録と一致しており、同被保険者名簿

等に不自然な記録訂正の形跡等は見当たらない。 



                      

  

加えて、Ａ社から提出された上記台帳では、「健保・厚年・雇用」の取得年月日は

「37．７．１」と記載され、申立人の厚生年金保険の再取得時の記録と一致しており、

同社は、それ以前の厚生年金保険の加入状況については、当時の資料を保管していない

ため、申立期間における厚生年金保険の加入状況、保険料控除等については不明である

旨回答している。 

また、雇用保険の加入記録では、申立人の被保険者資格取得日は、昭和 37 年７月１

日、離職日は、平成元年９月 30 日となっており、申立人の厚生年金保険の再取得時の

記録と一致している。 

さらに、申立人の記憶している同僚及び上記被保険者名簿等から、申立期間当時に被

保険者であったことが確認できる従業員に対し、厚生年金保険の加入状況等を照会した

ところ、回答のあった全員が、「申立期間は本部で厚生年金保険に加入していた。」と

しており、複数の従業員が、「厚生年金保険については希望者のみ加入であった。」と

回答している。そのうち、同社Ｂ支部に勤務していた同僚一人は、昭和 35 年６月に同

支部に勤務したが、38 年 12 月１日まで厚生年金保険に加入しておらず、「厚生年金保

険に加入する前は、厚生年金保険料を給与から控除されていなかった。」と回答してい

る。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和31年８月ごろから34年ごろまで 

             ② 昭和36年ごろから39年ごろまで 

申立期間①については、Ａ社、申立期間②については、Ｂ社の食堂に勤務していた

が、厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれ約３年勤務したので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社

は、厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

また、申立人が勤務していたとする所在地を管轄する法務局には、Ａ社に係る商業

登記の記録が無く、事業所及び事業主を特定することができない。 

さらに、申立人は、当時の上司及び同僚を記憶しておらず、申立人の勤務状況及び

厚生年金保険料の控除状況について供述を得られないことから、申立人のＡ社におけ

る勤務を確認できない。 

このほか、申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社の業務を承継したＣ社は、「当該期間当時、食堂経営は、

Ｄ社に委託していたので、食堂に勤務していた者は、当時のＢ社の職員ではな

い。」と供述している。 

また、Ｄ社では、「Ｄ社が経営するＢ社の食堂で、当該期間当時から継続して勤



                      

  

務している従業員は申立人を記憶していない。」と供述している上、同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の番号に

欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

さらに、申立人は、当時の同僚等について記憶していないことから、申立人の勤

務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認できる供述を得られない。 

このほか、申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19 年9月１日から20年８月15日まで 

申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

申立期間については、Ａ社（現在はＢ社）Ｃ造船所に勤労動員学徒として勤務して

いたので、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した写真及び昭和 21 年度Ｄ大学Ｅ学部卒業生名簿に記載されている同

期入社の同僚４名の供述から、申立人が申立期間にＡ社Ｃ造船所において勤労動員学徒

として勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、勤労動員学徒については、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅令

1250号）第 10条第 3号及び厚生省告示第 50号（昭和 19年５月 29日）により、厚生

年金保険の被保険者に該当しない取扱いとなっている。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時の資料は保存されておらず、申立人の勤務実態およ

び厚生年金保険料の控除について不明である。」旨供述しているところ、前述の同僚

４名も同社の被保険者となっておらず、保険料控除に関する供述が得られないことか

ら、申立人に係る厚生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに申立人は、勤労動員学徒として勤務した期間も厚生年金保険被保険者として

記録がある同窓生がいるとしているが、同窓生は昭和 19 年２月には入社して被保険者

になっており、その後Ｄ大学に入学したとしている。勤労動員学徒としての取扱いの

違いについて、Ｂ社は、当時の資料が保存されておらず、同窓生は自身の厚生年金保

険の被保険者記録がある理由及び控除について記憶していないため確認することがで

きない。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11895 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年３月26日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 26 年９月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除さ

れていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員は、「当時、申立人が在籍していた記憶が無い。」旨供述して

いることから、申立人が申立期間において同社に勤務していたことが確認できない。 

また、Ａ社の当時の代表者及び厚生年金保険担当者は既に死亡していることから、同

社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会し

たが、「当社の経営状況が悪化して、昭和 29 年３月 26 日に一斉に解雇された。」、「昭和

29 年３月から同年８月までの期間は、解雇によって給料が支給されず、健康保険証は会社に

返却した。」旨供述しているなど、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保

険料控除されていたことを確認することができなかった。 

さらに、上記被保険者名簿から、申立期間及びその前後の期間において、厚生年金保険被

保険者であった者のうち、約430人の従業員は、申立人と同様に、昭和29年３月26日に被保

険者資格を喪失し、そのうち約 30 人は同年８月１日にＡ社において再度資格を取得している

ことが確認でき、同社では、従業員に対して、一時期、厚生年金保険の被保険者資格を喪失さ

せていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11896 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年３月ごろから同年６月ごろまで 

             ② 昭和44年７月ごろから同年９月ごろまで 

             ③ 昭和44年10月ごろから同年12月ごろまで 

             ④ 昭和47年７月ごろから同年９月ごろまで 

             ⑤ 昭和48年１月ごろから同年３月ごろまで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社Ｃ支店に勤務した申立期間②、Ｄ社に勤務した申

立期間③、Ｅ社に勤務した申立期間④及びＦ社（現在は、Ｇ社）に勤務した申立期間

⑤の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれの会社には継続して勤務し、申立期間

中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立期間①に係るＡ社の代表者、申立期間②に係るＢ社の人事

担当者、申立期間③に係るＤ社の人事担当者、申立期間④に係るＥ社の代表者及び申立

期間⑤に係るＧ社の代表者は、いずれも「申立人の在籍は確認できなかった。」旨回答

していることから、申立人は、当該期間において、これらの事業所に勤務していたこと

が確認できない。 

また、申立期間②については、Ｂ社Ｃ支店は、オンライン記録によると、昭和 45 年

５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間は厚生年金保険の適用事

業所ではないことが確認できる上、同社の人事担当者は、「販売員は、当時、厚生年金

保険の加入対象者ではなかったので、販売員であった申立人の厚生年金保険の資格取得

の届出は行っておらず、保険料は納付していない。」旨供述している。 

さらに、申立期間③については、Ｄ社の人事担当者は、「厚生年金保険と厚生年金基

金は同時に加入させていたが、提出した申立期間③当時の厚生年金基金加入員資格取得



                      

  

届には申立人の氏名を確認することができなかった。」旨供述しており、また、申立期

間⑤については、Ｇ社の代表者は、「当時の慣例から、申立人は、試用期間３か月以内

の短期雇用者であったため、正社員になっていないと思われることから、申立人の厚生

年金保険の資格取得の届出は行っておらず、保険料は納付していない。」旨供述してい

る。 

そこで、申立期間①から⑤までについて、これらの事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会したが、申立期間③に係るＤ社の元従業員

の一人は、「申立人の氏名は記憶している。」旨供述しているものの、申立人が当該期

間において厚生年金保険被保険者として勤務していたことは確認できず、申立期間①、

②、④及び⑤に係る事業所の複数の元従業員は、申立人を記憶しておらず、申立人が当

該期間において厚生年金保険被保険者として勤務していたことは確認できなかった。 

加えて、申立人は、「申立期間①から⑤までに係る事業所から健康保険証を受領した

記憶が無い。」旨供述している上、申立人が名前を記憶している申立期間③及び④に係

る事業所の同僚については、申立期間③の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、その氏名を確認できたものの、所在不明であり、また、申立期間④の事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においては、その氏名を確認できず、申

立人が当該期間において厚生年金保険被保険者として勤務していたことは確認できなか

った。 

このほか、申立人の申立期間①から⑤までの期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間①

から⑤までについて、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11897 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年10月31日から42年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

申立期間も継続して勤務していたので、同期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社における厚生年金保険の被

保険者期間は、昭和 35年８月１日から 40年 10月 31日まで、及び 42年４月１日から

44 年 12 月１日までと記録されているところ、申立人は、申立期間も同社に専務取締役

として継続して勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたと主張している。 

しかしながら、同被保険者名簿において申立期間に被保険者記録が確認できる従業員

からは、申立期間に係る勤務実態について、明確な供述を得ることができない。 

一方、同被保険者名簿によると、申立人の昭和 35 年８月１日付け被保険者資格取得

時における氏名は本名で記載されているが、42 年４月１日付け被保険者資格取得時に

おける氏名は別名で記載されているところ、厚生年金保険の記号番号も 35 年８月１日

の被保険者資格取得時の記号番号とは別の記号番号が記載されていることが確認できる。 

この別名について、申立人は、一時期使用していたペンネームであると認めている。 

また、申立人は、Ａ社を退職後、Ｂ社において、昭和 45 年１月５日付けで厚生年金

保険被保険者資格を取得していることが当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から確認できるが、その資格取得時における申立人の厚生年金保険の記号番号は、Ａ

社における 42 年４月１日付け被保険者資格取得時の厚生年金保険の記号番号と同一の

ものが記載されているとともに、被保険者氏名は上記別名（ペンネーム）で記載されて

いることが確認できることから、申立人がＡ社において同年４月１日付けで被保険者資

格取得をした際の厚生年金保険被保険者証をＢ社に提出したことがうかがえる。 



                      

  

さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の代表取締

役は死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11898 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年10月１日から38年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ健康保険組合から提出されたＡ社に係る健康保険被保険者名簿により、申立人が遅

くとも昭和34年11月４日から同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、適用事業所名簿によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭

和38年６月１日であり、申立期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は既に死亡しているため、元取締役（事業主の子）に照会したと

ころ、申立期間当時の資料は保存していないものの、同社が厚生年金保険の適用事業所

となる昭和 38 年６月１日より前は健康保険には加入していたが、厚生年金保険には加

入しておらず、給与から厚生年金保険料の控除は無かったと供述しており、同社の従業

員も同様の供述をしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11899 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年６月から同年10月20日まで 

             ② 昭和45年７月ごろから46年２月ごろまで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社Ｃ支店に勤務した申立期間②の厚生年金保険の

加入記録が無い。両社に勤務したことは確かなので、両申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人のＡ社における勤務状況等についての供述内容と同社

の現在の事業主の供述内容がおおむね一致していることから、期間は特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所となっておらず、

同社の現在の事業主は、同社を設立した昭和 27 年 12 月 29 日から現在に至るまで厚生

年金保険には加入していないと供述している。 

また、申立人が名前を挙げた同僚は、連絡先が不明であり、申立人の勤務状況及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

申立期間②については、申立人のＢ社Ｃ支店における給与の支払状況等についての供

述内容と同社同支店の元従業員の供述内容がおおむね一致していることから、期間は特

定できないものの、申立人が同社同支店にミシンの販売員として勤務していたことがう

かがえる。 

しかし、Ｂ社は、「昭和 44年３月 21日付けをもって、それまで厚生年金保険に加入

していた委任契約の販売員は、全員被保険者資格を喪失している。そのため、45 年７

月入社の販売員である申立人には、厚生年金保険は適用しておらず、給与から厚生年金

保険料は控除していない。」と供述している。 

また、Ｂ社Ｃ支店の元従業員は、販売員には正社員はおらず、完全歩合給であり、厚



                      

  

生年金保険には加入していなかったと供述している。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11903 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和18年11月１日から22年５月31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社で看護師とし

て勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社で看護師としての具体的な業務内容等の供述から判断して、申立人は、

同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、女子労働者が厚生年金保険の加入対象となったのは昭和 19 年６月１日以降

であり（同年 10 月より厚生年金保険料の徴収が開始）、申立期間のうち 18 年 11 月１

日から19年９月30日までの期間は、申立人は厚生年金保険の加入対象者とならない。 

また、Ａ社は、昭和 24 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社の商業登記簿謄本からも事業主は確認できず、事業主から、申立人の申立期間にお

ける勤務の実態及び厚生年金保険料の控除等の事実について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 19年 10月１日

から 22年５月 31日までの間に厚生年金保険の被保険者資格を取得した９人に照会した

ところ、５人から回答があり、全員が申立人を知らないとしていることから、これらの

者から申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の取扱い状況について確認

することができない。 

加えて、申立人は、当時の上司及び同僚の名を挙げているものの、これらの者を特定

することができず、これらの者から、Ａ社における申立人の勤務状況及び厚生年金保険

の取扱い状況について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案11904 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年４月１日から45年３月31日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に、同社に勤務し

ていたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時Ａ社経理課に在籍し、経理事務を行っていたが、出産のため

昭和45年３月31日に退職したと主張している。 

しかし、雇用保険の加入記録が確認できないほか、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿

から、申立期間当時勤務していた従業員に照会を行い、申立人と同様経理部に所属して

いたと回答した従業員３人及び総務、人事関連部門に所属していたと回答した従業員３

人の合計６人は、申立人について全く覚えていない旨供述していることから、申立人の

申立期間当時における勤務の実態を確認することができない。 

また、上記従業員のうち、申立人より先に入社し、３か月早く退職した経理部所属の

一人は、申立人が記憶している申立期間当時の業務内容について、自分の仕事と重なる

部分が多いとした上で、自分が退職する際、申立人に業務を引き継いだ事実は無く、申

立人の記憶する金融機関間での出入金業務について、同社では、このような業務は行わ

れていないほか、自分が経理部在籍中、経理部には妊婦はいなかった旨供述している。 

さらに、申立期間当時、給与計算及び社会保険業務を行っていた総務担当者は、申立

人について姓も名も記憶に無く、申立人の出産に係る何らかの手続を行った記憶も無い

ほか、２年以上の在籍者には、退職金が支払われるが、その手続を行った記憶もない。 

加えて、当時の社会保険手続を行う上で、仮に資格取得時に手続の誤りがあったとし

ても、複数年在籍していれば、定時決定や資格喪失の手続もあり、これらのすべての手

続が漏れることは考えられない旨供述している。 

これらのことから、申立人が記憶している業務内容に関する従業員の供述及び申立人



                      

  

が退職した際の社内手続等に関する従業員の供述からも、申立人が申立期間においてＡ

社に在籍していた事実を確認することができない。 

このほか、申立人について申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 


